
「北九州市障害者計画」の基本的な施策の実施状況

分野目標

番号 所管課

1-(1)-1

令和６年度
実施状況

〇相談体制整備（障害者差別解消相談コーナーの運
営）、地域協議会開催（年２回開催）、普及啓発活動、
職員研修等を実施しました。
　・障害者相談コーナー相談件数：３９件
　・出前講演件数・聴講者数：２１件・１，２８９人
　・地域協議会開催回数：２回

現状の課題・
今後の見通し

〇障害者差別解消法や条例の意義を正しく
浸透させるため、出前講演の増加や啓発方
法の見直しなど、法や条例の意義が正確に
浸透するよう努めます。

障害福祉
企画課

1-(1)-2

○点字版・音声版・テキスト版の市政だより発行、手話
解説・字幕付き市政テレビの放映、閲覧支援ソフト（音
声読み上げ・文字サイズ変更等）によるホームページ運
用を行っています。

現状の課題・
今後の見通し

〇今後も継続して実施する必要がありま
す。

市長公室
広報戦略
課

〇出前講演について、内部・外部併せて２１回（聴講
者：１，２８９名）に実施しました。

現状の課題・
今後の見通し

〇引き続き、講演回数の増加や内容の見直
しを行い、効果的な啓発活動となるよう努
めます。

障害福祉
企画課

1-(1)-3

令和６年度
実施状況

〇年間通じて「障害者差別解消相談コーナー」の運営を
行い、年間３９件の相談対応を行いました。
このうち、北九州市障害者差別解消委員会への議題とな
る事案はありませんでした。
　・障害者相談コーナー相談件数：３９回
　・北九州市障害者差別解消委員会開催回数：０回

現状の課題・
今後の見通し

〇引き続き、多様化する相談内容に対し、
障害者に寄り添った支援を心掛けます。

障害福祉
企画課

分野１．差別の解消、権利擁護の推進と障害のある人に対する理解の促進及び虐待の防止

　社会のあらゆる場面において障害を理由とする差別の解消を進めるため、障害者団体等との取組との連携を図りつつ、事業者や市民の
幅広い理解の下、環境の整備に係る取組を含め、障害者差別解消法や「障害を理由とする差別をなくし誰もが共に生きる北九州市づくり
に関する条例」に基づき、障害者差別の解消に向けた取組を推進します。
　また、障害のある人と障害のない人が、お互いに障害の有無にとらわれることなく、支え合いながら社会で共にくらしていくことが日
常となるように、障害や障害のある人、その障害特性や必要な配慮等に関する理解を促進し、「心のバリアフリー」を推進します。
　さらに、障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法も踏まえ、行政機関の窓口等における障害のある人への配慮を
徹底するとともに、行政情報の提供等に当たっては、ＩＣＴ等の利活用も踏まえ、アクセシビリティに配慮した情報提供を行います。
　加えて、障害者虐待防止法の適正な運用を通じて障害のある人への虐待を防止するとともに、障害のある人の権利侵害の防止や被害か
らの救済を図るため、相談・紛争解決体制の充実等に取り組むことにより、障害のある人の権利擁護のための取組を着実に推進します。

障害を理由とする差別の解消に向けた取組

障害を理由とする差別の解消に向けた施策の推進

相談・紛争解決等を実施する体制の運用

　障害者差別解消法並びに同法に基づく基本方針、対応要領及び対応指針並びに市条例に基づき、障害を理由とする不当な差別的取扱い
の禁止や、障害のある人に対する合理的配慮の提供を徹底するなど、障害を理由とする差別の解消に向けた取組を着実に進めるととも
に、事業者による合理的配慮の提供を義務付けること等を内容とする障害者差別解消法改正法並びに障害者差別解消条例の円滑な運用に
向け、事業者が適切に対応できるよう必要な対応を行います。

　障害者差別解消法及び同法に基づく基本方針や市条例に基づき、社会的障壁の除去の実施についての合理的配慮を的確に行うため、技
術進歩の動向を踏まえつつ、ハード面でのバリアフリー化施策、情報の取得、利用、および意思疎通に係る利便性向上のための施策、職
員に対する研修等の環境の整備の施策を着実に進めます。

（１） 障害を理由とする差別の解消の推進

　障害者差別解消法が施行されたことに伴い、障害を理由とする差別を解消する施策及び合理的配慮の推進に努めます。

基　本　的　な　施　策

令和６年度
実施状況

　障害のある人に対する差別及びその他の権利侵害を防止し、その被害からの救済を図るため、障害を理由とする差別に関する相談窓口
の運営や、解決が困難な事案について助言・あっせんを行う第三者機関の設置等により、相談・紛争解決等を実施する体制の円滑な運用
と、その利用の促進を図ります。
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「北九州市障害者計画」の基本的な施策の実施状況

番号 所管課基　本　的　な　施　策

1-(1)-4

〇相談体制整備（障害者差別解消相談コーナーの運
営）、地域協議会開催（年２回開催）、普及啓発活動、
職員研修等を実施しました。
　・障害者相談コーナー相談件数：３９件
　・出前講演件数・聴講者数：２１件・１，２８９人
　・地域協議会開催回数：２回

現状の課題・
今後の見通し

〇障害者差別解消法や条例の意義を正しく
浸透させるため、出前講演の増加や啓発方
法の見直しなど、法や条例の意義が正確に
浸透するよう努めます。

障害福祉
企画課

〇「人権文化のまちづくり」の実現に向けて、幅広い年
齢層の市民を対象に市政だより、講演会、テレビCM、ラ
ジオ、You Tube、スポーツチームのホームゲームなど
様々な機会を通じて人権啓発を推進しました。

現状の課題・
今後の見通し

〇市民、企業等の積極的参画を得ながら、
引き続き「人権文化のまちづくり」の実現
に向けて、人権啓発を進めてまいります。

人権文化
推進課

1-(2)-1

令和６年度
実施状況

○障害福祉サービス事業者の集団指導の機会を利用した
り、研修会を実施する等の啓発活動を行いました。

現状の課題・
今後の見通し

○今後も、集団指導時での研修や、弁護士
会と協同で開催の権利擁護や虐待防止に関
する研修会で啓発活動を行い、虐待の予防
に取り組みます。

障害者
支援課

1-(2)-2

○児童福祉法に基づく児童福祉の専門的行政機関とし
て、子どもに関する相談の受付、助言や指導、心理判
定、障害の判定、一時保護など児童相談所業務を行いま
した。

○児童虐待、非行、不登校などのさまざまな課題、悩み
を抱える子どもや保護者を支援するため、カウンセリン
グやケースワーク、関係機関との調整・連携等に取り組
みました。

現状の課題・
今後の見通し

〇児童福祉の専門的機関として、児童を取
り巻く多種多様な課題などに対し、関係機
関と連携・協力を図り迅速かつ適切に取り
組むことが必要です。

〇子どもや保護者等、相談者に適切な支援
を行うため職員の資質向上に努め、関係機
関等との連携を図りながら、より効果的、
効率的な事業運営に努めます。

子ども家
庭局

子ども総
合セン
ター

「子ども・家庭相談コーナー」で、障害のある子どもや
家庭に関する相談に応じ、各窓口や関係機関等と連携を
取りながら、それぞれの内容に応じた支援・対応を行
い、相談者の不安や負担感の軽減を図りました。

現状の課題・
今後の見通し

〇引き続き、相談体制の充実に努めます。

子ども家
庭局

子育て
支援課

○「障害者・高齢者相談コーナー」及び「子ども・家庭
相談コーナー」で、障害のある子どもや家庭に関する相
談に応じ、各窓口や関係機関等と連携を取りながら、そ
れぞれの内容に応じた支援・対応を行い、相談者の不安
や負担感の軽減を図りました。

現状の課題・
今後の見通し

〇引き続き、相談体制の充実に努めます。
障害者
支援課

　「人権文化のまちづくり」をキーワードに、人間の尊厳、自立、共生・協創の3つを基本理念とする「北九州市人権行政指針」に基づ
き、障害のある人を含めた人権施策の推進に取り組みます。

　障害のある人の権利擁護のため、更なる施策に取り組みます。

人権施策の推進

（２）権利擁護の推進、虐待の防止

虐待の予防と早期発見

　障害のある人への虐待の予防及び早期発見等を行うため、市民、障害者団体、障害福祉サービス事業者、企業等に対して、障害者虐待
防止法の概要について、積極的に啓発を行うとともに、地域における効果的な協力体制を検討します。
　また、障害福祉サービス事業所等における虐待防止委員会の設置や従事者への研修の実施、虐待防止責任者の設置を徹底するよう、集
団指導や実地指導等を通じて事業者等に対する指導助言を行い、虐待の防止や早期発見に向けて取り組みます。

　児童虐待の背景のひとつにある、障害のある子どもの子育てに係る課題を踏まえて、保護者に対する相談等の支援に取り組み、虐待の
未然防止と早期対応に努めます。
　また、「障害者・高齢者相談コーナー」及び「子ども・家庭相談コーナー」で、障害のある子どもや家庭に関する相談に応じ、各窓口
や関係機関等と連携を取りながら、それぞれの内容に応じた支援・対応を行うとともに、相談者の不安や負担感の軽減を図ります。

障害のある子どもの保護者への支援

令和６年度
実施状況

令和６年度
実施状況
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「北九州市障害者計画」の基本的な施策の実施状況

番号 所管課基　本　的　な　施　策

1-(2)-3

令和６年度
実施状況

〇中核機関である北九州市成年後見センターにおいて、
後見人からの相談対応や後見人と各関係機関等との協議
の場の設定等により、後見人支援等を行いました。

現状の課題・
今後の見通し

〇引き続き、成年後見制度の中核機関であ
る北九州市成年後見センターが、親族等後
見人や専門職後見人への相談対応等により
支援を進めていきます。

障害者
支援課

1-(2)-4

令和６年度
実施状況

〇中核機関である北九州市成年後見センターを中心に、
各関係機関との協議の場等の設定や招集調整等を行い、
成年後見制度の普及啓発や後見人支援等を行いました。

現状の課題・
今後の見通し

〇引き続き、成年後見制度中核機関運営事
業により、成年後見制度の利用が必要な対
象者のより一層の制度の利用促進を図るた
め、成年後見制度の普及啓発や後見人支援
等を行います。

障害者
支援課

1-(2)-5

令和６年度
実施状況

〇判断能力が不十分で身寄りのない精神障害のある人、
知的障害のある人の福祉を図るため、成年後見制度利用
支援事業により、市長申立て事務及び生活保護受給者等
に対し費用の助成を行いました。
・費用の助成　５８件

現状の課題・
今後の見通し

〇引き続き、成年後見制度利用支援事業に
より、市長及び本人・親族申立て事務や生
活保護受給者等に対し費用の助成を行いま
す。

障害者
支援課

1-(2)-6

令和６年度
実施状況

○障害のある人（障害のある子どもを含む）の相談に応
じ、必要な指導、助言を行うとともに、地域活動の推
進、関係機関への協力や「つなぎ」を行うことにより障
害のある人の福祉の増進を図りました。
　・身体・知的障害者相談員　３６人

現状の課題・
今後の見通し

○引き続き、身体・知的障害者相談員を通
じ、必要な指導、助言を行うとともに、地
域活動の推進、関係機関への協力や「つな
ぎ」を行うことにより障害のある人の福祉
の増進を図ります。

障害者
支援課

1-(2)-7

令和６年度
実施状況

　指定障害福祉サービス事業所を対象とした集団指導や
運営指導、事業所の指定（または指定更新）審査におい
て、利用者等からの苦情解決に向けた適切な措置を講じ
るよう、事業者（事業所を運営する法人）に対する指導
を実施しました。
　併せて、事業所（または事業者）内において解決が困
難な事例については、利用者等に福岡県運営適正化委員
会や本市保健福祉オンブズパーソン事業を紹介するな
ど、専門機関等の情報提供などを適宜行うよう指導しま
した。

現状の課題・
今後の見通し

　集団指導等における事業者への指導を継
続すると共に、利用者等から当課へ直接届
く意見や苦情、相談への対応の中で、事業
所運営が適切に行われていない場合は、当
該事業所に対し、その都度指導を行いま
す。

障害者
支援課

成年後見制度の利用環境の整備

　成年被後見人等のみならず、成年後見人等への支援を拡大することにより、親族等の負担軽減を目指します。
　また、法律、福祉等の専門職が成年後見人等を務める場合にあっても、複合的な問題に関して相談、協議できる体制を整備することに
より、成年被後見人等の求める成年後見活動の実現を図ります。

　成年後見人等からなるチームを支援し、成年後見制度の利用を促進するため、高齢者福祉・障害者福祉の関係者を始め、行政、司法、
医療、地域住民等の地域の各種個人・団体の連携を強化します。
　また、この地域の連携の効果的な運用を図るとともに、広報、相談等の機能を担う中核的な機関（北九州市成年後見支援センター）を
中心に、成年後見制度の利用を促進します。

成年後見制度と成年後見人の支援

成年後見制度の利用促進

　弁護士、司法書士、社会福祉士、権利擁護・市民後見センター「らいと」、北九州成年後見センター「みると」、北九州市成年後見支
援センター等の関係機関との連携を強化します。
　また、判断能力が不十分な高齢者や障害のある人など、成年後見制度の利用を必要とする人を対象に、市長が後見等開始の審判申立て
を行ったり、資力の状況に応じて、申立て費用や後見人等への報酬助成を実施します。

相談・支援の担い手による取組の推進

　身体・知的障害者相談員を始め、身近な相談・支援の担い手による障害のある人の権利擁護のための取組を推進するとともに、各相談
員等の資質向上を図ります。

障害福祉サービス利用者等からの苦情対応

　障害福祉サービス利用者等からの苦情を適切に解決するために、障害福祉サービス事業者が設けた苦情解決システムや福岡県社会福祉
協議会に設置された運営適正化委員会、本市の保健福祉オンブズパーソンの活用を図りながら、障害福祉サービス利用者等の権利擁護に
努めます。
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「北九州市障害者計画」の基本的な施策の実施状況

番号 所管課基　本　的　な　施　策

1-(2)-8

令和６年度
実施状況

〇弁護士会の協力により、障害のある人及びその家族等
が抱える「借地・借家」「相続」「金銭管理」「近隣と
のトラブル」など、民事・刑事上の法律にかかわる相談
に応じました。
・高齢者・障害者あんしん法律相談　１９６回

現状の課題・
今後の見通し

〇引き続き、高齢者・障害者あんしん法律
相談を通じ、民事・刑事上の法律にかかわ
る相談に応じていきます。

障害者
支援課

1-(2)-9

令和６年度
実施状況

〇精神科病院内における業務従事者の精神障害者に対す
る虐待防止対策として、虐待通報窓口の設置と虐待通報
に対する調査および病院への指導監督を行っています。
・令和６年度通報数　２８回（同一事例、複数回通報は
１回とカウント）

現状の課題・
今後の見通し

〇昨年度から法制度化された虐待通報です
が、今後も必要に応じて、病院への調査等
によって精神科病院の患者が安心して入院
治療を受けられるよう迅速な対応に努めて
いきます。

精神保
健・地域

移行
推進課

1-(3)-1

令和６年度
実施状況

〇市職員に対する研修として、「新規採用職員研修」や
「新採３年次研修」、「高齢者・障害者相談コーナー職
員研修」など、節目となるタイミングで研修を実施し、
このほか公立小学校教員への研修も実施しました。
・市職員への出前講演件数・聴講者数：６回・５９０人

現状の課題・
今後の見通し

〇引き続き、機を捉えて幅広く出前講演や
研修を実施することにより、障害者差別に
対する職員の更なる理解・啓発に努めま
す。

障害福祉
企画課

〇市職員に対する研修として、「新規採用職員研修」や
「新採３年次研修」、「高齢者・障害者相談コーナー職
員研修」など、節目となるタイミングで研修を実施し、
このほか公立小学校教員への研修も実施しました。
・市職員への出前講演件数・聴講者数：６回・５９０人

現状の課題・
今後の見通し

〇引き続き、機を捉えて幅広く出前講演や
研修を実施することにより、障害者差別に
対する職員の更なる理解・啓発に努めま
す。

障害福祉
企画課

○障害のある人への福祉サービスの向上のため、区窓口
担当者に必要な知識・技術の向上を図ることを目的とす
る研修を行いました。
・身体障害者手帳に関する研修　１回実施
・療育手帳に関する研修　１回実施
〇視覚障害者の特性や援助方法等を学び、視覚障害者に
対する正しい理解を深め、窓口等の市民サービスの向上
や日常生活での支援に役立てることを目的とする研修を
行いました。
・市職員を対象とした視覚障害者支援者研修　３回実施

現状の課題・
今後の見通し

〇引き続き、障害のある人への福祉サービ
スの向上のため、区窓口担当者に必要な知
識・技術の向上を図るための助言や研修等
を実施していきます。

地域リハ
ビリテー
ション推

進課

　障害のある人や高齢者の財産管理等、法律に関わる問題を扱う高齢者・あんしん法律相談事業を引き続き実施し、法律上の諸問題につ
いて弁護士の協力による支援を推進します。

市における合理的配慮の充実

市職員等の研修の実施

　市における事務・事業の実施に当たっては、障害者差別解消法の規定により策定した「障害を理由とする差別の解消の推進に関する北
九州市職員対応要領」に基づき、障害のある人が必要とする社会的障壁の除去の実施について合理的配慮を行います。

　職員研修において、障害及び障害のある人への理解促進を図る研修を実施するとともに、窓口等における障害のある人への配慮の徹底
を図ります。
　また、障害者手帳の交付や各種の障害福祉サービス等の受付、支給決定等を行っている区役所高齢者・障害者相談コーナーについて
は、その機能を強化するために、窓口職員に対する専門研修による人材育成を進めます。

（３） 行政等における配慮の充実

　障害のある人が適切な配慮を受けることができるよう、市の職員等における障害のある人に対する理解の促進に努めるとともに、障害のある人が
その権利を円滑に行使することができるように、行政サービス等における配慮を行います。

1-(3)-2

令和６年度
実施状況

精神科病院における虐待防止に向けた取組の推進

　精神科病院における虐待の防止、早期発見、再発防止のため、必要な情報収集や適正な指導監督の実施に努めます。

高齢者・障害者あんしん法律相談の推進

4 



「北九州市障害者計画」の基本的な施策の実施状況

番号 所管課基　本　的　な　施　策

〇精神保健福祉に関わる支援者向けに研修を実施し、支
援者の資質の向上を図りました。
・精神保健福祉基礎研修：参加者57名
・精神保健福祉実務者研修：参加者55名

現状の課題・
今後の見通し

〇今後も研修内容等を見直しながら、継続
して研修を実施することで、支援者の質の
向上に努めます。

精神保健
福祉セン

ター

○新規採用職員研修において、福祉関係の団体を講師と
した福祉実習（福祉講義を含む）を実施しました。視覚
や聴覚に障害のある方への配慮や、窓口での基本姿勢等
について実践的な研修を行いました。また、新規採用職
員研修及び採用３年次職員研修において、障害者差別解
消についての研修を行いました。

〇管理監督者マネジメント研修において、「受け入れ
側」のサポートとして、丁寧なマネジメントを行うこと
ができるよう、障害の特性や日常的な配慮のポイントな
どの知識を身に着けるための研修を行いました。

現状の課題・
今後の見通し

〇令和７年度以降も、福祉講義と福祉実習
を実施する予定です。また、障害者差別解
消についての研修も引き続き実施する予定
です。

〇令和７年度以降も、管理監督者マネジメ
ント研修内にて同様の研修を実施する予定
です。

総務市民
局人事課

1-(3)-3

令和６年度
実施状況

○インターネットを通じて、市の計画や取り組み等さま
ざまな情報の発信を行います。アクセシビリティに配慮
したホームページ作成ガイドラインと支援ツールを整備
しています。

現状の課題・
今後の見通し

〇今後も継続して実施する必要がありま
す。

市長公室
広報戦略

課

1-(3)-4

令和６年度
実施状況

区役所に行くことなく、ご自宅でできるオンライン手続
きの拡充や窓口予約サービスの導入にあたり、オンライ
ン上の申請画面のＵＩ(操作性のデザイン)・ＵＸ(使い
勝手のデザイン）に配慮しました。
また、区役所窓口においても、聴覚障害のある人がス
ムーズに手続きができるよう音声認識ＡＩを使ったサー
ビス実証に取り組見ました。

現状の課題・
今後の見通し

行政手続きサービスの充実にむけて、障害
の有無にかかわらず、全ての人がわかりや
すく、使い勝手の良いデジタルサービスと
なるよう検討を進めます。

政策局
ＤＸ・Ａ
Ｉ戦略室

1-(3)-5

令和６年度
実施状況

選挙公報の点字版、音訳版及び拡大版を製作して配付す
るとともに、市ホームページに掲載して、障害特性に広
く対応した情報提供を図りました。

現状の課題・
今後の見通し

今後も継続して実施する必要があります。
行政委員
会事務局
選挙課

1-(3)-6

行政手続きサービスの充実

障害特性に応じた選挙等に関する情報提供

　市における行政情報の提供等に当たっては、情報通信技術（ICT）の進展等も踏まえ、アクセシビリティに配慮した情報提供に努めま
す。

　デジタル技術を活用した情報提供やサービス提供に当たっては、ＵＩ(操作性のデザイン)・ＵＸ(使い勝手のデザイン）の向上を図り、
障害のある人を含む全ての人がわかりやすく、使い勝手の良い環境づくりに努めます。

投票環境の向上と障害のある人の投票機会の確保

　移動に困難を抱える障害のある人に配慮した投票所のバリアフリー化、障害のある人の利用に配慮した投票設備の設置、投票所におけ
る投票環境の向上に努めるとともに、障害のある人が障害特性に応じて、自らの意思に基づき円滑に投票できるよう、投票の秘密に配慮
した代理投票の適切な実施等の取組を促進します。
　また、選挙人を介護する者やその他の選挙人とともに投票所に入ることについてやむを得ない事情がある者として、投票管理者が認め
た者は投票所に入ることができることの周知を図ります。
  指定病院等における不在者投票、郵便等による不在者投票の適切な実施の促進により、選挙の公正を確保しつつ、投票所での投票が困
難な障害のある人の投票機会の確保を図ります。
  主権者教育の充実に向け、障害のある生徒に対する取組について、関係機関と連携して推進していきます。

　選挙にあたっては、点字版「選挙のお知らせ」（選挙公報の点訳版）や音声版「選挙のお知らせ」（選挙公報の音訳版）又はインター
ネットを通じた候補者情報の提供等、情報通信技術（ICT）の進展等も踏まえながら、障害特性に応じた選挙等に関する情報提供の充実を
図ります。

市における行政情報の提供における配慮
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「北九州市障害者計画」の基本的な施策の実施状況

番号 所管課基　本　的　な　施　策

令和６年度
実施状況

○投票所入口等の段差にスロープを設置して、障害のあ
る人や高齢者の利便性向上を図りました。
　・スロープ設置投票所
　　　常設設置　１４３箇所
　　　仮設設置　　７７箇所
○病院や施設、郵便等による不在者投票を促進しまし
た。
　・不在者投票の実施

現状の課題・
今後の見通し

仮設のスロープは、常設ものほど強度があ
りません。
また、出入口の位置や形態等により仮設ス
ロープを設置できない施設があります。

行政委員
会事務局
選挙課

1-(3)-7

令和６年度
実施状況

各種講習について、適宜必要な配慮の提供を図りまし
た。

現状の課題・
今後の見通し

今後も継続して実施する必要があります。 関係部局

〇「北九州市障害者差別解消支援地域協議会」を年間２
回開催しました。会議では、啓発方法の在り方や事例の
検討、事業者向け取り組みの内容等を議論しました。
〇障害者週間では、農福連携マルシェのイベント実施時
にブースを構え啓発活動を行ったほか、今年度より新た
な試みとして、“障害者週間”の焼印を入れた「いづつ
や饅頭」の販売を実施しました。
　・農福連携マルシェ実施日：令和６年１２月６日
（土）

現状の課題・
今後の見通し

〇会の円滑な運営はもとより、啓発方法の
在り方や事例の検討、事業者向け取り組み
の内容について、有識者の意見を踏まえて
より具体的かつ効果的な内容となるよう努
めます。
〇障害者週間における啓発活動について、
啓発効果を検証し、より効果的な内容とな
るよう、手法等の見直しを行います。

障害福祉
企画課

○各セルフヘルプ・グループ間の交流や、「セルフヘル
プフォーラム」開催に向けた話し合いを目的とした「セ
ルフハート会議」を開催しました。
・セルフハート会議：11回開催/延90人
〇精神障害のある人の回復、社会復帰、社会参加のため
のセルフヘルプ・グループの活動とその重要性について
広報・啓発する「セルフヘルプフォーラム」を開催しま
した。
・セルフヘルプフォーラム：1回開催/参加者105人

現状の課題・
今後の見通し

〇引き続き、当事者の主体性が尊重される
活動となるよう支援するとともに、広報・
啓発活動を協力して実施します。

精神保健
福祉セン

ター

〇「北九州市障害者差別解消支援地域協議会」を年間２
回開催しました。会議では、啓発方法の在り方や事例の
検討、事業者向け取り組みの内容等を議論しました。
〇ヘルプマークについて、周知・啓発を行い、年間１，
４０９件（新規申請）の申し込みがありました。

現状の課題・
今後の見通し

〇会の円滑な運営はもとより、啓発方法の
在り方や事例の検討、事業者向け取り組み
の内容について、有識者の意見を踏まえて
より具体的かつ効果的な内容となるよう努
めます。
〇ヘルプマークについて、引き続き周知啓
発に努めます。

障害福祉
企画課

〇発達障害者支援センター「つばさ」にて研修やセミ
ナーを開催しました。
〇発達障害啓発週間に併せて啓発イベントを開催し市民
の理解を促しました。
・研修会・講演会：４６回
・啓発イベント：１回

現状の課題・
今後の見通し

〇市民を対象とした「発達障害について学
ぶ市民講座（講演会）」を開催しました。
〇自閉症啓発デーにおいて、小倉城・門司
港駅などのブルーライトアップ、映画上映
会を行うなどの啓発活動を行いました。
今後もこれらの取組みを継続して市民の理
解の促進を図ります。

精神保
健・地域

移行
推進課

障害特性や必要な配慮等に関する市民の理解の促進

1-(4)-2

令和６年度
実施状況

　知的障害、精神障害、発達障害、難病、高次脳機能障害、若年性認知症、盲ろう、重症心身障害その他の重複障害等、より一層の市民
の理解が必要な障害や、外見からは分かりにくい障害、状態が変動する障害について、その障害特性や必要な配慮等に関する市民の理解
の促進を図ります。

1-(4)-1

（４） 障害及び障害のある人に対する理解の促進

障害のある人の参画による啓発活動の実施

令和６年度
実施状況

　障害や障害のある人に対する市民の関心と理解を深めるため、障害のある人や障害福祉関係団体の参画のもとで、啓発活動を継続的に
実施します。

　障害及び障害のある人に対する理解を促進するための取組を推進します。

講習等における配慮の提供

　障害のある人に不利が生じないよう、市が実施する講習等において必要な配慮の提供を推進します。
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「北九州市障害者計画」の基本的な施策の実施状況

番号 所管課基　本　的　な　施　策

〇精神保健福祉に関する理解を深めるため、市民向けに
講座を実施しました。
・やさしい精神保健福祉講座：参加者15名

現状の課題・
今後の見通し

〇今後も様々なテーマの講座を展開し、継
続実施することで、精神保健福祉に関する
市民の理解促進を図ります。

精神保健
福祉セン

ター

○言語・聴覚障害のある人が安心して地域生活を送れる
よう、言語障害、聴覚障害（難聴・ヒアリングフレイ
ル）に関する研修会・出前講演等を行い、障害特性や必
要な配慮等に関する理解の促進を図りました。
・研修会・出前講演等の実施　１８件

現状の課題・
今後の見通し

〇引き続き、言語・聴覚障害のある人の
ニーズや社会資源情報等を把握し、効果的
な研修会・出前講演等を実施していきま
す。また、聴覚障害に関連し、難聴やヒア
リングフレイル等の啓発にも引き続き取り
組んでいきます。

地域リハ
ビリテー
ション推

進課

〇難病に関する情報の収集、啓発及び提供、並びに教育
活動、広報活動を通じた難病に関する正しい知識の普及
を図りました。

現状の課題・
今後の見通し

〇引き続き、難病に関する正しい知識の普
及を図ります。

健康危機
管理課

○若年性認知症に対する正しい理解の普及啓発や、支援
者向け研修会の実施、本人や家族に対する必要な情報提
供や相談支援を行いました。
・若年性認知症支援者向け研修会　参加者数５７人
・認知症・若年性認知症介護家族交流会　１２回

現状の課題・
今後の見通し

〇若年性認知症は相談内容が就労や医療等
と幅広いため、今後も関係機関と連携して
対応します。引き続き、若年性認知症の正
しい理解のための普及啓発を図ります。

認知症支
援・介護
予防課

令和６年度
実施状況

〇「北九州市障害者差別解消支援地域協議会」を年間２
回開催しました。会議では、啓発方法の在り方や事例の
検討、事業者向け取り組みの内容等を議論しました。
〇「ふくおか・まごころ駐車場」について周知・啓発活
動を行い、その結果、年間４，８７８件（新規申請）の
申し込みがありました。

現状の課題・
今後の見通し

〇会の円滑な運営はもとより、啓発方法の
在り方や事例の検討、事業者向け取り組み
の内容について、有識者の意見を踏まえて
より具体的かつ効果的な内容となるよう努
めます。
〇ふくおか・まごころ駐車場について、引
き続き、福岡県と協力して、本件事業の周
知啓発に努めます。

障害福祉
企画課

・市内全学校において、年間を通した人権教育校内研修
を実施しており、その中で障害者に関する個別の課題を
行った。
・管理職人権研修において、障害に関する課題で研修会
を実施した。

現状の課題・
今後の見通し

・市内全学校において、年間を通した人権
教育校内研修を実施しており、その中で障
害者に関する個別の課題を行った。
・管理職人権研修において、障害に関する
課題で研修会を実施した。

教育委員
会

生徒指導
課

○交流及び共同学習については、障害のある子どもと障
害のない子ども双方の教育的ニーズを十分把握し、校内
の協力体制を構築し、効果的な活動を設定するよう周知
を図りました。
○「令和６年度北九州市の特別支援教育」のパンフレッ
トや「特別支援学校のセンター的機能」のリーフレット
の配布、「特別支援教育だより」の発行を通して、保護
者や市民、関係機関などに対し、障害のある子どもや特
別支援教育についての理解・啓発を図りました。
○教育支援室、少年自然の家、相談支援員を対象とした
研修を実施し、特別支援教育についての理解・啓発を図
りました。
　・「人権教育」研修　３回実施

現状の課題・
今後の見通し

〇市民に向けた理解・啓発を一層充実させ
るために、インターネットや広報誌等を活
用し、取組の意義や活動の様子を具体的に
発信していくように努めていきます。
〇障害のある子どもと障害のない子ども、
あるいは様々な年齢層の地域の方々との
「交流及び共同学習」の機会の充実を図
り、障害者理解を推進します。

教育委員
会

特別支援
教育課

1-(4)-3

障害のある人に配慮した設備・整備等の理解促進

　点字、手話、視覚障害者誘導用ブロックや身体障害者補助犬、障害者用駐車スペース等、障害のある人に配慮した設備・制度等の取組
に対する市民の理解を促進するとともに、その円滑な利活用に必要な配慮等について周知を図ります。

1-(4)-4

学校における人権教育の充実

　各学校で行われている障害のある子どもと障害のない子どもとの交流及び共同学習の一層の充実を図ります。
  また、指導者が人権についての意識をさらに高め、子どもたちに対して適切な指導ができるよう、研修体制を強化して人権教育の充実
を図ります。

令和６年度
実施状況
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「北九州市障害者計画」の基本的な施策の実施状況

番号 所管課基　本　的　な　施　策

〇障害のある人にまちのバリアフリー点検や各種イベン
トへのボランティア参加を５２回企画し、延べ１７９人
の方が参加しました。

現状の課題・
今後の見通し

〇引き続き、機を捉えて、障害のある人の
社会参加の一環としてボランティアへの積
極的な参加を呼びかけます。

障害福祉
企画課

　指定障害福祉サービス事業所を対象とした集団指導や
運営指導を通じて、事業者（事業所を運営する法人）に
対して地域との交流を図るよう指導し、地域住民との交
流を促進しました。

現状の課題・
今後の見通し

障害のある人に対する地域住民の理解が十
分に得られていない事例もあることから、
運営指導等を通して、地域社会における障
害のある人への理解を促進を継続して行い
ます。

障害者
支援課

○市民が特別支援学校で使用する教材づくりに参加する
ことで、特別支援教育の趣旨や「合理的配慮」の重要性
に対する理解の促進を図り、共生社会の実現につなげて
いきました。

現状の課題・
今後の見通し

〇地域の人と特別支援学校の児童生徒との
交流を通じた理解啓発や合理的配慮につい
ての理解を推進していきます。

教育委員
会

特別支援
教育課

令和６年度
実施状況

〇条例改正のポイントや内容の理解促進のため、オリジ
ナルのパンフレットを作成し、出前講演等での配布を行
いました。
〇出前講演について、内部・外部併せて２１回（聴講
者：１，２８９名）に実施しました。
・パンフレット作成部数：３，０００部

現状の課題・
今後の見通し

〇条例の周知啓発について、市民にとって
理解しやすいものとなるよう、内容の見直
しや効果的な活用に努めます。
〇出前講演について、講演回数の増加や内
容の見直しを行い、効果的な啓発活動とな
るよう努めます。

障害福祉
企画課

令和６年度
実施状況

〇条例改正のポイントや内容の理解促進のため、オリジ
ナルのパンフレットを作成し、出前講演等での配布を行
いました。
〇障害者週間では、農福連携マルシェのイベント実施時
にブースを構え啓発活動を行ったほか、今年度より新た
な試みとして、“障害者週間”の焼印を入れた「いづつ
や饅頭」の販売を実施しました。
・農福連携マルシェ実施日：令和６年１２月６日（土）
〇障害のある人にまちのバリアフリー点検や各種イベン
トへのボランティア参加を５２回企画し、延べ１７９人
の方に参加いただきました。

現状の課題・
今後の見通し

〇条例の周知啓発について、市民にとって
理解しやすいものとなるよう、内容の見直
しや効果的な活用に努めます。
〇障害者週間について、イベントの効果を
検証するとともに、関係機関や団体と意見
を交換しながら、より効果的な啓発となる
よう努めて参ります。
〇障害のある人のボランティア活動につい
て、引き続き、機を捉えて、障害のある人
の社会参加の一環としてボランティアへの
積極的な参加を呼びかけます。

障害福祉
企画課

令和６年度
実施状況

〇「北九州市障害者差別解消支援地域協議会」を年間２
回開催しました。会議では、啓発方法の在り方や事例の
検討、事業者向け取り組みの内容等を議論しました。
〇ヘルプマークについて、周知・啓発を行い、年間１，
４０９件（新規申請）の申し込みがありました。

現状の課題・
今後の見通し

〇会の円滑な運営はもとより、啓発方法の
在り方や事例の検討、事業者向け取り組み
の内容について、有識者の意見を踏まえて
より具体的かつ効果的な内容となるよう努
めます。
〇ヘルプマークについて、引き続き周知啓
発に努めます。

障害福祉
企画課

1-(4)-7

障害者週間における啓発活動

　障害者基本法に定められた障害者週間を中心に、各種行事の開催や障害当事者等を講師とする研修会、出前講演等の取組を推進すると
ともに、市政だよりやウェブサイト、新聞やラジオ等の効果的な活用を図ります。

　障害とは個人の心身の機能のみに起因するものでなく、障害のある人が自立した日常生活や社会生活を営む上で障壁となる「社会的障
壁」と相対することによって生じるとする「社会モデル」の考え方について市民の理解を深めます。また、社会モデルの考え方を踏ま
え、「障害のある人」についても障害者手帳の所持者に限らず幅広く捉える必要があることを周知します。
  さらに、様々な心身の特性や考え方を持つ全ての人々が、相互に理解を深めようとコミュニケーションをとり、支え合う「心のバリア
フリー」を社会全体で推進するとともに、心のバリアフリーへの理解を深めるための取組を進めます。

1-(4)-8

「社会モデル」の普及と「心のバリアフリー」の推進

地域住民等との日常的交流の推進

　地域社会における障害のある人への理解を促進するため、障害福祉施設や学校等と地域住民等との日常的交流の一層の拡大を図るとと
もに、地域活動等において、障害のある人と地域の人が触れ合う機会を増やすことにより、お互いの理解を深めます。

1-(4)-6

幅広い広報と啓発活動の推進

　障害福祉施策は幅広い市民の理解を得ながら進めていくことが重要であり、行政はもとより、企業、民間団体、マスメディア等の多様
な主体との連携による幅広い広報・啓発活動を計画的かつ効果的に推進し、障害福祉施策の意義について更なる理解の促進を図ります。
  その際、効果的な情報提供や、市民の意見の反映に努めるとともに、障害当事者以外に対する遡及も重要であることに留意します。

1-(4)-5

令和６年度
実施状況
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「北九州市障害者計画」の基本的な施策の実施状況

番号 所管課基　本　的　な　施　策

1-(5)-1

令和６年度
実施状況

○市民活動サポートセンターを拠点として、ＮＰＯ・市
民活動に関する相談・助言、情報提供、研修・啓発事業
などの各種支援を実施しました。

現状の課題・
今後の見通し

〇市民活動のさらなる促進のため、これま
での取り組みを引き続き実施していきま
す。

総務市民
局

市民活動
推進課

1-(5)-2

〇障害のある人にまちのバリアフリー点検や各種イベン
トへのボランティア参加を５２回企画し、延べ１７９人
の方が参加しました。

現状の課題・
今後の見通し

〇引き続き、機を捉えて、障害のある人の
社会参加の一環としてボランティアへの積
極的な参加を呼びかけます。

障害福祉
企画課

〇ボランテイアの育成を目的として、北九州市社会福祉
協議会の実施するボランティア研修事業に対して補助を
行い、ボランテイア活動の推進を図りました。

現状の課題・
今後の見通し

〇ボランティアの育成を推進していくた
め、これまでの取組みを引き続き実施して
いきます。

地域福祉
推進課

障害のある人を支援する取組の促進

　特定非営利活動法人、ボランティア団体等、障害のある人も含む、多様な主体による障害のある人を支援する取組を促進するため、必
要な活動環境の整備を図ります。

ボランティアの育成の推進

　障害のある人や子どもの親の会等が大学、社会福祉協議会、NPO法人等のボランティアと連携して実施するスポーツ、文化活動等の余暇
活動等を支援します。
  また、児童、生徒や地域住民等のボランティア活動に対する理解を深め、その活動を支援するとともにボランティアの育成を推進しま
す。

（５） ボランティア活動等の推進

　障害のある人と障害のない人がともに日常生活又は社会生活を営むことができる地域社会を目指し、ボランティア活動等を推進します。

令和６年度
実施状況
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「北九州市障害者計画」の基本的な施策の実施状況

分野目標

番号 所管課

2-(1)-1

令和６年度
実施状況

○日本産業規格である「JIS X 8341-3」の規格に準拠し
たホームページ作成ガイドラインに基づき、アクセシビ
リティに配慮したホームページを作成しています。な
お、アクセシビリティ検査を実施し、適合レベルAAを達
成。

現状の課題・
今後の見通し

〇適宜、ウェブアクセシビリティ調査を行
うなど、ガイドラインの達成を確認しま
す。

市長公室
広報戦略

課

2-(1)-2

令和６年度
実施状況

〇障害のある人の社会参加・自立支援を目的としたパソ
コンサポーターの養成・派遣事業を実施しました。
・養成講座受講者：９人（このうち、８人が新規登録）
・パソコンサポーター登録者数：４９人
　　　　　　　　　　　　　（新規登録者８人含む）
・派遣受付件数：２００件　・派遣実施件数：１４２件

現状の課題・
今後の見通し

〇引き続き、技術面の向上に加え、障害特
性に応じたサポートを行うことができるよ
う、研修の充実を図ります。

障害福祉
企画課

2-(1)-3

令和６年度
実施状況

デジタル活用講座を市内31か所の市民センターで実施
し、564名の方に参加いただきました。講座ではスマー
トフォンの基本操作を学ぶ機会を提供しました。

現状の課題・
今後の見通し

デジタル機器の操作に不安を抱える人は、
障害の有無にかかわらず高齢者層で多く、
今後も継続的な支援が求められています。
今後は講座の内容を充実させ、誰もがデジ
タルサービスにアクセスできる環境づくり
を進めます。

政策局
ＤＸ・Ａ
Ｉ戦略室

2-(1)-4

令和６年度
実施状況

〇北九州市障害福祉情報センターホームページへの整備
や、情報誌「ひこうせん未来」の発行（年２回）、イベ
ント情報誌「いべんとアラカルト」の発行（毎月１回）
を実施しました。

現状の課題・
今後の見通し

〇引き続き、ホームページの内容の充実や
定期的なメンテナンス、誌面の充実を図る
よう努めます。

障害福祉
企画課

分野２．情報アクセシビリティの向上（意思疎通支援の充実）

　障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法に基づき障害のある人による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る
施策を充実させ、障害のある人が必要な情報に円滑にアクセスすることができるよう、情報アクセシビリティの向上を推進します。
　また、障害のある人が円滑に意思表示やコミュニケーションを行うことができるよう、意思疎通支援を担う人材の育成・確保やサービ
スの円滑な利用の促進、支援機器の提供等の取組を通じて意思疎通支援の充実を図ります。

（１） 障害のある人に配慮した情報提供の充実等

　行政情報の提供における情報通信機器等（ウェブコンテンツ（掲載情報）に関するサービスやシステムを含む。）の調達は、情報アク
セシビリティの観点に配慮し、国際規格、日本産業規格への準拠・配慮に関する関係法令に基づいて実施します。

行政情報の提供における情報通信機器等の配慮

基　本　的　な　施　策

　市における情報通信機器等（ウェブコンテンツ（掲載情報）に関するサービスやシステムを含む。）の調達は、情報アクセシビリティの観点に配
慮し、国際規格、日本産業規格への準拠・配慮に関する関係法令に基づいて実施します。

パソコンサポーターの活用支援

　障害のある人が障害特性に応じたICT機器の操作を習得できるよう、パソコンサポーターを活用した支援を行います。
  また、障害の特性に応じた支援を推進するため、パソコンサポーターの養成と資質の向上に努めます。

ＩＣＴ機器の利用機会の拡大

　デジタル技術が様々な場面で活用される中、障害のある人を含む全ての人が、情報の取得及び利用並びに意思疎通のために、ICT機器・
サービスにアクセスでき、操作を習得できるよう、デジタル活用講座等を行います。

北九州市障害福祉情報センターの充実

　障害や障害のある人、障害福祉についての情報を収集し、障害のある人やその家族、支援者等が必要な時に障害福祉関係の情報を容易
に入手できる総合窓口として、北九州市障害福祉情報センター（ウェブサイト等）の充実を図ります。
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「北九州市障害者計画」の基本的な施策の実施状況

番号 所管課基　本　的　な　施　策

2-(1)-5

令和６年度
実施状況

〇計画に基づき、点字図書館や聴覚障害者情報センター
の充実に加え、公共図書館でも障害のある人にとって使
いやすい施設とするため、教育委員会中央図書館と連携
し、技術的助言等を実施しました。

現状の課題・
今後の見通し

〇公共図書館との交流や意見交換を通じ、
引き続き、障害のある人にとって利用しや
すい施設となるよう努めます。

障害福祉
企画課

2-(1)-6

令和６年度
実施状況

〇手話通訳者・要約筆記者・盲ろう者通訳・ガイドヘル
パーの養成及び派遣を実施しました。
・手話通訳者養成：受講者１６７人（修了者１３２人）
・手話通訳者派遣：２，４０７件
・要約筆記者養成：受講者６人（修了者４人）
・要約筆記者派遣：登録者２７人　派遣件数：９０件
・盲ろう者通訳養成：受講者１２人
・盲ろう者通訳通訳派遣：登録者２９人（新規登録１
人）

現状の課題・
今後の見通し

〇引き続き、一人でも多くの支援者養成や
当事者への派遣につながるよう努めます。

障害福祉
企画課

2-(1)-7

○点字版・音声版・テキスト版の市政だより発行、手話
解説・字幕付き市政テレビの放映、閲覧支援ソフト（音
声読み上げ等）によるホームページ運用を行いました。

現状の課題・
今後の見通し

〇今後も継続して実施する必要がありま
す。

市長公室
広報戦略

課

○点字版・音声版・テキスト版の北九州市議会だよりを
発行するなど、市議会の審議内容、制度、運営事項その
他市議会活動に関する情報を市民に提供しました。

現状の課題・
今後の見通し

〇今後も継続して実施する必要がありま
す。

市議会事
務局

政策調査
課

2-(1)-8

令和６年度
実施状況

　聴覚障害のある傍聴者のために大型モニターを議場内
に設置して、本会議による発言内容等について、音声認
識ＡＩを活用した字幕表示の運用を令和6年12月定例会
より開始しました。

現状の課題・
今後の見通し

　字幕表示の際、誤変換やスクロールに難
があるため、システム開発業者とともに、
改善を図ります。
　インターネット中継における字幕表示に
ついても今後検討します。

市議会事
務局

総務課

2-(2)-1

令和６年度
実施状況

〇手話通訳者・要約筆記者・盲ろう者通訳・ガイドヘル
パーの養成及び派遣を実施しました。
・手話通訳者養成：受講者１６７人（修了者１３２人）
・手話通訳者派遣：２，４０７件
・要約筆記者養成：受講者６人（修了者４人）
・要約筆記者派遣：登録者２７人　派遣件数：９０件
・盲ろう者通訳養成：受講者１２人
・盲ろう者通訳通訳派遣：登録者２９人（新規登録１
人）

現状の課題・
今後の見通し

〇引き続き、一人でも多くの支援者養成や
当事者への派遣につながるよう努めます。

障害福祉
企画課

　「市政だより」や「北九州市議会だより」について、視覚障害のある人への対応として点字、音声、テキスト版を発行し、希望者への
配布を行うことで市の重点施策に関する情報や地域の話題等を提供します。

意思疎通支援者の派遣・養成の推進

　障害に応じたコミュニケーション手段の確保に向け、点訳・音訳、手話、要約筆記、盲ろう者通訳・ガイドヘルパー等に従事できる、
若年層も含めた意思疎通支援者の養成・確保に努めるとともに、手話通訳者等の意思疎通支援者の派遣を推進し、コミュニケーション支
援を図ります。

令和６年度
実施状況

　意思疎通が困難な障害のある人の特性に応じ、意思疎通支援者の養成・派遣等の人的支援体制の充実を図るなど、障害特性の多様化に対応した意
思疎通支援の充実を図ります。

（２） 意思疎通支援の充実

視聴覚障害者情報提供施設の充実

　コミュニケーション支援が必要な障害のある人への情報提供等のため、公共図書館との連携を行いながら、視聴覚障害者情報提供施設
（点字図書館、聴覚障害者情報センター）の充実を図ります。

聴覚障害のある人の市議会本会議等の傍聴等

　聴覚障害のある人が市議会本会議等を傍聴しやすい環境をさらに整え、円滑に本会議等の情報を入手することができるよう、適時、改
善策について検討・実践します。

聴覚障害のある人のための支援推進

　市が主催する講演会や講座において、手話通訳者や要約筆記者の派遣や、補聴器の聴こえをよくするヒアリングループ（磁気誘導ルー
プ）の使用、また、障害者支援アプリなどのICTの活用を推進することにより、聴覚障害のある人や高齢のため聴こえづらくなった人の参
加を促進します。

視覚障害のある人への情報の提供に関する対応
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「北九州市障害者計画」の基本的な施策の実施状況

番号 所管課基　本　的　な　施　策

2-(2)-2

令和６年度
実施状況

〇身体障害のある人の日常生活や社会生活の向上を図る
ため、身体機能を補うための用具（補聴器、意思伝達装
置等）の購入、借受け又は修理に要する費用について補
装具費を支給しました。
・補装具費の支給　８２１件

○日常生活を営むのに支障のある在宅の障害のある人に
対し、情報・意思疎通支援用具などを給付しました。
・日常生活用具（情報・意思疎通支援用具）給付
  ２００件

現状の課題・
今後の見通し

〇補装具
今後も引き続き一定のニーズがあると考え
ています。

〇日常生活用具
日常生活用具のうち情報・意思疎通支援用
具については今後もニーズがあると考えて
います。

障害者
支援課

2-(2)-3

令和６年度
実施状況

○意思の疎通が困難なALS（筋萎縮性側索硬化症）等の
重度の障害がある人に対して、家族や介護者等とのコ
ミュニケーション手段を確保するため、リハビリテー
ション専門職による相談対応や技術的支援を行いまし
た。
・個別訪問支援　２３件
○コミュニケーション支援に関わる医療・障害福祉関係
者のスキルアップ等を図るための研修会を実施しまし
た。
・重度障害者等コミュニケーション支援研修会（オンラ
イン研修）
　１回実施　４７名

現状の課題・
今後の見通し

〇引き続き、意思疎通が困難な重度の障害
がある人のコミュニケーション手段を確保
するため、リハビリテーション専門職によ
る相談支援を行うとともに、理解促進を図
るため、医療・福祉関係者等に対する支援
者研修会を実施していきます。

地域リハ
ビリテー
ション推

進課

2-(2)-4

令和６年度
実施状況

○意思疎通を図ることが困難な重度障害のある人が医療
機関に入院した場合に、コミュニケーション支援員を医
療機関に派遣し、重度障害のある人と医療従事者との意
思疎通を図り、円滑な医療行為を受けることができるよ
うに支援します。

現状の課題・
今後の見通し

〇H30年度の法改正により、障害福祉サー
ビス（重度訪問介護）で入院時のコミュニ
ケーション支援が可能となりました。法改
正後、本事業での利用者はいませんが、今
後も対象の方が入院した場合には必要な事
業と思われるため、事案発生時には速やか
に支援ができるよう努めます。

障害者
支援課

2-(3)-1

令和６年度
実施状況

○インターネットを通じて、市の計画や取り組み等さま
ざまな情報の発信を行います。また、アクセシビリティ
に配慮して読み上げ機能を提供。

現状の課題・
今後の見通し

〇今後も継続して実施する必要がありま
す。

市長公室
広報戦略

課

情報やコミュニケーションに関する支援機器等の普及促進

意思疎通が困難な重度の障害のある人に対する支援の充実

重度障害者入院時コミュニケーション支援事業の利用促進

　情報やコミュニケーションに関する支援機器を必要とする障害のある人に対して日常生活用具の給付を行うとともに、支援機器の利用
促進を図ります。

　意思疎通が困難な重度の障害のある人に対して、家族や介護者等の周囲の人とコミュニケーション手段を確保するため、専門職による
相談支援等を各関係機関と協力しながら行います。
　また、意思疎通が困難な重度の障害のある人についての理解促進や支援技術向上を図るため、医療・障害福祉関係者等に対する研修会
を実施します。

　意思疎通が困難な重度の障害のある人が医療機関に入院した場合に、医療従事者との円滑な意思疎通を支援する重度障害者入院時コ
ミュニケーション支援事業の利用促進に努めます。

　障害のある人が必要とする行政情報を、いつでも容易に取得することができるよう、更なる行政情報のバリアフリー化を推進します。

（３） 行政情報のアクセシビリティの向上

行政情報の提供の推進

　障害のある人を含む全ての人が必要とする行政情報を容易に取得することができるよう、文字の拡大や読み上げ等、利用しやすさに配
慮した北九州市や市議会のウェブサイトづくりや分かりやすい印刷物づくりに努めます。
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「北九州市障害者計画」の基本的な施策の実施状況

番号 所管課基　本　的　な　施　策

2-(3)-2

令和６年度
実施状況

区役所に行くことなく、ご自宅でできるオンライン手続
きの拡充や窓口予約サービスの導入にあたり、オンライ
ン上の申請画面のＵＩ(操作性のデザイン)・ＵＸ(使い
勝手のデザイン）に配慮しました。
また、区役所窓口においても、聴覚障害のある人がス
ムーズに手続きができるよう音声認識ＡＩを使ったサー
ビス実証に取り組見ました。

現状の課題・
今後の見通し

行政手続きサービスの充実にむけて、障害
の有無にかかわらず、全ての人がわかりや
すく、使い勝手の良いデジタルサービスと
なるよう検討を進めます。

政策局
ＤＸ・Ａ
Ｉ戦略室

2-(3)-3

令和６年度
実施状況

○災害・避難情報をテレビ・ラジオ、緊急速報メール、
登録制防災メール（もらって安心、まもるくん）、ウェ
ブサイト、X（旧ツイッター）等を活用して積極的に提
供しました。

○視覚障害や聴覚障害のある人に、自宅の固定電話や
ファックスで避難情報を提供しました。
・視覚または聴覚障害者への避難情報の提供登録者数
    　　　１５０名

現状の課題・
今後の見通し

〇災害・避難情報の提供方法や内容につい
て広報を継続していく必要があります。ま
た、より効果的な情報の提供について検討
していきます。

危機管理
室危機管

理課

2-(3)-4

令和６年度
実施状況

選挙公報の点字版及び音訳版を製作して配付するととも
に、市ホームページに掲載して、障害特性に広く対応し
た情報提供を図りました。

現状の課題・
今後の見通し

今後も継続して実施する必要があります。
行政委員
会事務局
選挙課

2-(3)-5

令和６年度
実施状況

○知的障害のある人等にも分かりやすい情報を提供する
ため、必要に応じて、資料の簡素化、個別資料の作成な
どに努めました。

現状の課題・
今後の見通し

〇引き続き、障害のある方に対して情報を
分かりやすく提供できるように努めてまい
ります。

障害福祉
企画課

障害特性に応じた分かりやすい情報の提供

障害特性に応じた選挙等に関する情報提供

　選挙にあたっては、点字版「選挙のお知らせ」（選挙公報の点訳版）や音声版「選挙のお知らせ」（選挙公報の音訳版）又はインター
ネットを通じた候補者情報の提供等、情報通信技術（ICT）の進展等も踏まえながら、障害特性に応じた選挙等に関する情報提供の充実を
図ります。

　災害・避難情報を市ホームページを始め、テレビ、ラジオ、緊急速報メール、登録制防災メール、防災アプリ、ＳＮＳ等を活用し積極
的に提供します。
  また、携帯電話を保有しておらず、緊急速報メールや登録制防災メールで情報を入手することができない視覚や聴覚に障害のある人を
対象に、自宅の固定電話やファックスに避難情報を提供します。

　障害のある人に関する施策についての情報提供及び緊急時における情報提供等を行う際には、ルビや写真・図、音声コードの活用、ま
た、点字版やテキスト版、および、手話動画を作成するなど、障害のある人等に分かりやすい情報の提供に努め、多様な障害の特性に応
じた配慮を行うよう努めます。

行政手続きサービスの充実

障害のある人への災害・避難情報の提供推進

　デジタル技術を活用した情報提供やサービス提供に当たっては、ＵＩ(操作性のデザイン)・ＵＸ(使い勝手のデザイン）の向上を図り、
障害のある人を含む全ての人がわかりやすく、使い勝手の良い環境づくりに努めます。
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「北九州市障害者計画」の基本的な施策の実施状況

分野目標

番号 所管課

3-(1)-1

○市営住宅の既存ストックの有効活用を図りながら、老
朽化の著しい市営住宅の計画的な集約建替えにより適切
な供給を行いました。

現状の課題・
今後の見通し

〇引き続き既存市営住宅のバリアフリー化
を進めるとともに、集約建替えにより適切
な供給を行っていきます。

都市整備
局

住宅整備
課

○市営住宅の定期募集において、障害者世帯に対し一般
抽選枠とは別に募集枠を確保する優先的な取扱いを行
い、障害者世帯の居住安定確保を図りました。
　・障害者世帯募集枠の実施（募集１２３戸に対し応募
１７１件）

現状の課題・
今後の見通し

〇障害者（単身、世帯）の募集１２３戸に
対し、１７１件の応募がありました。（倍
率１．４倍）
障害者の居住の安定的な確保に向けて、
ニーズに応じた住戸の提供ができるよう、
よりいっそう努めていきます。

都市整備
局

住宅管理
課

3-(1)-2

○賃貸契約による一般住宅の入居を希望しているが、保
証人がいないなどの理由により入居が困難な障害のある
人に対し、家探しや入居に必要な手続の支援を行うとと
もに、入居を継続するための関係機関との連絡調整など
を行い、障害のある人の地域生活を支援しました。
　・居住サポート事業　１，５３８件

現状の課題・
今後の見通し

〇引き続き、居住サポート事業を通じ、障
害のある人の地域生活を支援していきま
す。

障害者
支援課

○市、不動産関係団体、居住支援団体が連携して設置した
「北九州市居住支援協議会」において、高齢者や障害のある
人等の民間賃貸住宅への円滑な入居の支援等に関する協
議を行うとともに、「高齢者・障害者住まい探しの協力店制
度」及び「住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅登録制度」
の紹介や、「住まい支援ガイドブック」等の情報提供を行いま
した。また、不動産関係者、福祉関係者及び市民センター館
長を対象に居住支援に関するセミナーを開催しました。。
　・北九州市居住支援協議会、幹事会　計２回開催

現状の課題・
今後の見通し

〇居住支援に関する現状を把握し問題を解
決していくためには、保健福祉部局等と居
住支援協議会の事務局である住宅計画課の
緊密な連携が必要と考える。

都市整備
局

住宅計画
課

○高齢者、妊産婦、障害のある人、傷病者、年少者のみ
で構成された世帯を対象に、収集作業員が屋内などから
粗大ごみの持ち出しを行いました。
　・粗大ごみ持ち出しサービス利用者　２，９２６人

現状の課題・
今後の見通し

○引き続き、粗大ごみの持ち出しサービス
を通じ、障害のある人の地域生活を支援し
ます。

環境局
業務課

令和６年度
実施状況

一般住宅への入居支援

　障害のある人の民間賃貸住宅への円滑な入居を促進するために、賃貸人、障害のある人双方に対する情報提供等の支援を引き続き行いま
す。
　また、一般住宅への入居が困難な障害のある人に対して、入居支援や地域の支援体制に係る調整等を行い、障害のある人の地域生活を支
援します。

令和６年度
実施状況

分野３．生活環境の整備（障害のある人に配慮したまちづくり）

　障害のある人がそれぞれの地域で安全に安心して暮らしていくことができる生活環境の実現を図るため、障害のある当事者等の意見を踏
まえ、社会的障壁の除去を通じて、障害のある人に配慮したまちづくりを総合的に推進します。

（１） 住まい・住環境の整備

市営住宅のバリアフリー化の推進及び優先入居

基　本　的　な　施　策

　市営住宅を新たに整備する際にはバリアフリー対応を原則とするとともに、既存の市営住宅のバリアフリー化改修を推進します。
　また、障害のある人に対する優先入居の取組を推進します。

　誰もが安心して生活できるような住まい・住環境を目指して、障害のある人のニーズに対応できるよう、住宅のバリアフリー化を推進します。
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「北九州市障害者計画」の基本的な施策の実施状況

番号 所管課基　本　的　な　施　策

3-(1)-3

○障害のある人等の自立支援や家族等介護者の負担を軽
減するため、重度障害のある人等がいる世帯に対し、住
宅を改修するための経費の一部を助成しました。
・「すこやか住宅」の改造助成　３件

現状の課題・
今後の見通し

〇すこやか住宅改造助成事業については、
今後も引き続きニーズがあると考えていま
す。

障害者
支援課

○全ての人にとって安全で安心して快適に生活できる仕
様を持つ「すこやか住宅」の普及を促進するため、相談
体制の充実を図るとともに、令和７年度以降のＰＲ方法
等の検討を実施、継続して情報誌の発行を実施しまし
た。

○住宅部局と福祉部局が連携して、介護・福祉サービス
等と連携したサービス付き高齢者向け住宅の供給促進を
図りました。
・サービス付き高齢者向け住宅の登録
　　　　　　　　　　　　　　　　新規１件　更新４件
・サービス付き高齢者向け住宅の変更登録
　　　　　　　　　　　　　　　　　２１件

現状の課題・
今後の見通し

〇令和６年度以降のＰＲ方法等の検討結果
を元に、「すこやか住宅」の普及を促進す
ることに加え、住宅の断熱改修の普及啓発
を目的とした研修会を新たに開催します。

〇北九州市住生活基本計画（R5～R14）に
おける「高齢者人口に対する高齢者向け住
まいの割合」の目標値は4.0%である。な
お、令和２年時点では4.0%であるが、引き
続き、登録制度の広報に努めるとともに、
有料老人ホームの整備状況や多様な住まい
方のニーズ等を勘案しながら供給を促進し
ていきます。

都市戦略
局

すまい支
援室

介護保険
課

3-(1)-4

令和６年度
実施状況

○日常生活を営むのに支障のある在宅の障害のある人に
対し、居宅生活動作補助用具（住宅改修費）を給付しま
した。
・居宅生活動作補助用具（住宅改修費）　１４件

現状の課題・
今後の見通し

〇居宅生活動作補助用具（住宅改修費）に
ついては、今後も引き続きニーズがあると
考えています。

障害者
支援課

3-(1)-5

令和６年度
実施状況

〇グループホームの開設時における備品購入費等助成事
業の継続実施等により、施設入所者の地域生活への移行
を促進しました。
・グループホームへの助成　３件

現状の課題・
今後の見通し

〇障害のある人の地域における居住の場と
なるグループホームは年々増加していま
す。今後は、障害者の重度化・高齢化に対
応できるグループホームの整備を促進する
ための助成事業を行っていきます。

障害者
支援課

3-(1)-6

　指定障害福祉サービス事業所を対象とした集団指導や
運営指導、事業所の指定（または指定更新）審査を通じ
て、事業者（事業所を運営する法人）に対して関係法令
（建築基準法、消防法）の遵守を指導しました。
　また、運営指導（令和６年度は77事業所）及び事業所
の指定（または指定更新）審査においては、現地（事業
所の建物内）確認を実施して防火安全体制を確認し、体
制に不備がある事業所については改善を指導しました。

現状の課題・
今後の見通し

　引き続き、障害福祉サービス事業者等に
対する防火安全体制の徹底については、消
防局とも適宜連携を図ってまいります。

障害者
支援課

○民間建築物の適切な維持管理のため、特定建築物等定
期報告制度に関する説明会、違反建築防止週間及び建築
物防災週間による啓発活動等に取り組んでいます。

・定期報告制度説明会　開催なし
（説明会に関する資料等は、市ホームページに掲載）
・違反建築防止週間　年１回
・建築物防災週間　年２回

現状の課題・
今後の見通し

〇有床の福祉施設は平成28年の改正建築基
準法の施行で定期報告の対象に追加され、
その報告率は報告対象の建築物の全国平均
と同等まで上昇しており、今後も当該制度
の周知を進めて報告率の更なる向上を図り
ます。

都市戦略
局建築指

導課

令和６年度
実施状況

グループホームの整備促進

　障害のある人の地域における生活の場のひとつとして、重度の障害のある人にも対応したグループホームの整備を促進し、受入体制の充
実を図ります。

障害のある人等に配慮した民間住宅等のバリアフリー化の推進

　障害のある人が安全で快適に生活できるバリアフリー等の仕様を持つ「すこやか住宅」の普及を促進するとともに、介護・福祉サービス
等と連携したサービス付き高齢者向け住宅等、高齢者だけでなく障害のある人にも対応したバリアフリー住宅等の供給を促進します。
　また、健康で快適な暮らしが期待できる、住宅の高断熱高気密化についても、情報提供を実施し、普及を推進します。

　障害のある人が安心して障害福祉サービス等を利用することができるよう、障害福祉サービス事業者等に対し、建築基準法や消防法の基
準に適合させるための施設の改修等の協議や必要に応じた指導を行い、防火安全体制の強化を図ります。

日常生活用具の給付等

障害福祉サービス事業所の防火安全体制の強化

　障害のある人の日常生活上の便宜を図るため、日常生活用具の給付を行うとともに、重度障害のある人等がいる世帯に対し、住宅を改修
するための経費の一部を助成します。

令和６年度
実施状況
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「北九州市障害者計画」の基本的な施策の実施状況

番号 所管課基　本　的　な　施　策

○社会福祉施設等に対して消防同意や立入検査を通じ、防火安
全対策を推進しました。
　・消防同意件数
　　病院、診療所等：２２件、社会福祉施設等：３３件
　・立入検査実施数
　　病院、診療所等：３４８件、社会福祉施設等：８３２件

現状の課題・
今後の見通し

〇社会福祉施設等について査察を実施し、
違反の是正や水平避難等による実践的な訓
練を関係者に理解させ、自主防火意識の醸
成を促進することで防火体制の確立を図り
ます。

消防局
指導課

3-(1)-7

○地域へ防災の専門家派遣事業を実施しました。また、
地域ネットワークの維持のために、地域コミュニティの
重要性や自治会の必要性について幅広く理解を求めまし
た。
・防災に関するまちづくり専門家派遣件数　７件
・自治会・町内会への加入率　６０.０％

現状の課題・
今後の見通し

〇専門家派遣事業で地域における防災の取
組を支援するとともに、継続災害時におけ
る自治会の「共助」の活動について積極的
に情報発信し、自治会への加入促進につな
げます。

総務市民
局

地域振興
課

○災害から命を守りぬくために、自ら命を守る「自助」
意識の醸成や地域で助け合う「共助」の風土づくりなど
による地域防災力の向上を目指し、平成２６年度から小
学校区単位で「地区防災計画」の策定を図るとともに、
地域防災の新たな担い手の育成に取り組んでいます。令
和６年度は、令和３年度からの継続６校区と新規１校区
の計７校区で事業を行いました。
　・みんなde Bousaiまちづくり推進事業　７校区（継
続分含む）

○マンションや町内会単位など、小学校区単位と比較し
て小さな単位での地区防災計画策定の支援体制を整備す
るために、北九州SDGｓクラブに加入する企業・団体と
協働し、令和３年４月１日に「SDGｓ防災サポート」事
業を立ち上げました。令和６年度は、市内１箇所で地区
防災計画の策定に取り組みました。
　・「SDGｓ防災サポート」事業　１地区

〇各区１回ずつ、計７回の区防災訓練を実施

現状の課題・
今後の見通し

〇小学校区単位での「地区防災計画」の策
定支援を継続しつつ、「SDGｓ防災サポー
ト」事業の認知度を向上させ、本事業を活
用した小規模単位（マンション・町内会
等）での「地区防災計画」の策定支援を行
うことで、より地域の特性に合致した「地
区防災計画」の策定を促進し、地域防災力
の向上を図ります。

〇令和７年度も同様に区防災訓練を実施予
定

危機管理
室

危機管理
課

3-(2)-1

令和６年度
実施状況

○公共交通機関の旅客施設及び車両内における障害特性
に配慮した案内表示や情報提供、また人的な対応の充実
など、様々な機会を通じて交通事業者等に要望しまし
た。

現状の課題・
今後の見通し

〇今後も引き続き交通事業者と協議を重
ね、要望していきます。

都市交通
戦略課

　安全に安心して生活し社会参加できるよう、公共交通機関や歩行空間等のバリアフリー化を推進し、全ての人が円滑に移動できる生活環境の整備を
推進します。

令和６年度
実施状況

公共交通機関旅客施設等における配慮

（２） 移動しやすい環境の整備等

　公共交通機関の旅客施設及び車両内における障害特性に配慮した案内表示や情報提供、人的な対応の充実について、様々な機会を通じて
交通事業者等に要望していきます。

地域ぐるみの防災ネットワークの構築

　災害発生時に自力又は同居する家族等の支援では避難することが困難な障害のある人や高齢者等を事前に把握し、避難行動要支援者名簿
を作成するとともに、平常時からその情報を地域に提供することにより、自助・共助による災害時の避難支援の仕組みづくりに取り組んで
います。災害時の避難支援等を実効性のあるものとするため、この名簿に登録された方に対して、一人ひとりの具体的な避難計画である個
別避難計画の作成を促進します。
　また、障害のある人や高齢者等の状況を把握している福祉専門職と連携し、個別避難計画の作成率を向上させるため、個別避難計画作成
促進事業の取組を行います。
　加えて、地域住民による避難支援等の取組について、地域ぐるみの防災ネットワークの構築に向けた助言や防災訓練等を行うなど、地域
における防災の取組を支援します。
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「北九州市障害者計画」の基本的な施策の実施状況

番号 所管課基　本　的　な　施　策

3-(2)-2

令和６年度
実施状況

○障害のある人や高齢者等が路線バスを利用する際の利
便性、安全性の向上のため、路線バス事業者のノンス
テップバス等の導入促進を協議しました。
・路線バス事業者のノンステップバス　１９４台（３
７．４％）※　R6.3末現在

○駅等の旅客施設における段差解消、ホームドア等の転
落防止設備の導入等について交通事業者等と協議を行う
とともに、ＪＲ既存駅の段差解消を図るエレベーターや
スロープ等の設置によるバリアフリー化の促進につい
て、様々な機会を通じて交通事業者等に要望しました。

現状の課題・
今後の見通し

〇今後も引き続き交通事業者と協議を重ね
ていきます。

都市戦略
局都市交

通
政策課

令和６年度
実施状況

令和６年度現在、乗合バス82台のうち、ノンステップバ
ス32台とワンステップバス35台を導入している。

現状の課題・
今後の見通し

今後の車両更新も引き続き、ノンステップ
バスを中心に導入を行なっていく。

交通局
運輸サー
ビス課

3-(2)-3

〇障害のある方の外出支援のため、リフト付きバスを運
行しました。
・運行回数：７８回
・利用者数：１，５２２人

現状の課題・
今後の見通し

〇当該車両は初度登録から２０年以上経過
しており、老朽化が進んでいるため、制度
の見直しが急務となっており、当事者の意
見等を踏まえながら、新制度への切り替え
を進めます。

障害福祉
企画課

○市内に住所を有し、かつ、市民税非課税世帯で、①身
体障害者手帳が1級または2級の人(視覚障害、内部機能
障害、肢体不自由の下肢・体幹・移動機能障害)、②療
育手帳がAの人、③精神障害者保健福祉手帳が1級の人
(ただし、いずれも施設入所者は除く)に対し、タクシー
の初乗り運賃相当額を四半期12回(年間48回)まで助成し
ました。
・重度障害者タクシー乗車運賃助成　　４，４４０人

〇重度の身体障害のある人が就労等に伴い自動車を取得
する場合、その自動車の改造に要する経費を助成しまし
た。
・身体障害者自動車改造費助成　15人

〇障害のある人の就労等を促進するため、障害のある人
の運転免許取得に要する経費を助成しました。
・障害者自動車運転免許取得助成　35人

現状の課題・
今後の見通し

〇重度障害者タクシー乗車運賃助成
引き続き在宅で生活している重度障害のあ
る方の外出を支援します

〇身体障害者自動車改造費助成・障害者自
動車運転免許取得助成
今後も制度の周知に努め、自動車の改造費
用・運転免許の取得不要を助成すること
で、障害のある方の社会参加を支援しま
す。

障害者
支援課

○精神障害のある人が通所施設等へ通所する際にかかる
交通機関利用時の運賃について、その実支出額（または
定期券額）の半額（上限額５，０００円）を助成しまし
た。
・精神障害者就労支援施設等通所者交通費助成　１１９
人

〇令和7年4月1日から、JR（鉄道）が精神障害者割引制
度を導入することとなり、身体障害者、療育手帳所持者
と同等要件となりました。事業の見直しを行った結果、
令和7年3月末を持って、新規での受付を終了し、既存利
用者のみ令和７年９月までの経過措置期間を設けていま
す。

現状の課題・
今後の見通し

〇令和７年度で事業が終了するため、これ
までの事業内容や成果を検証し、事業の在
り方について検討を行います。

精神保
健・地域

移行
推進課

○道路運送法に基づき福祉有償運送運営協議会を設置
し、非営利の送迎サービスである福祉有償運送の必要性
や、実施に伴う安全性の確保、旅客の利便性などを協議
する場を提供しました。
・福祉有償運送運営協議会　３回開催

現状の課題・
今後の見通し

〇道路運送法に基づき、協議会において各
登録団体の運営状況の把握と運送業界と福
祉団体間の合意形成を図る必要があるとさ
れているため、各登録団体の実地状況把握
と円滑な協議会の運営に努めます。

地域福祉
推進課

公共交通機関以外の移動手段の確保

公共交通機関のバリアフリー化の促進

　障害のある人や高齢者等が路線バスを利用する際の利便性及び安全性の向上のため、路線バスにノンステップバス等の導入を進めていく
とともに、他の公共交通機関についても、駅等の旅客施設における段差の解消、ホームドア等の転落防止設備や案内設備等の導入について
関係機関との協議を行い、バリアフリー化を促進します。

　公共交通機関の利用が困難な障害のある人の移動手段を確保するため、タクシー乗車運賃助成や活動・外出を支援する事業を引き続き行
います。
福祉有償運送を実施する非営利活動法人（NPO法人）や社会福祉法人に対して、地域福祉振興協会を通じて助成を行い、活動を支援します。

令和６年度
実施状況
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「北九州市障害者計画」の基本的な施策の実施状況

番号 所管課基　本　的　な　施　策

3-(3)-1

令和６年度
実施状況

○バリアフリー法に基づく「建築物移動等円滑化基準」
への適合審査及び検査業務を行いました。
・民間建築物指導業務（バリアフリー対策関連）

現状の課題・
今後の見通し

〇引き続き本業務を継続します。
都市戦略
局建築指

導課

3-(3)-2

令和６年度
実施状況

○都市公園の整備に当たっては、安全で安心した利用の
ためバリアフリー法に基づく基準により、出入口や園路
の段差解消、高齢者や障害のある人等が利用可能なトイ
レの設置等を進めました。

現状の課題・
今後の見通し

〇引き続き公園内の園路広場及びトイレ等
のバリアフリー化を進めていきます。

都市整備
局みどり
公園課

3-(4)-1

令和６年度
実施状況

〇ヘルプマークについて、周知・啓発を行い、年間１，
４０９件（新規申請）の申し込みがありました。

現状の課題・
今後の見通し

〇引き続き周知啓発に努めます。
障害福祉
企画課

3-(4)-2

令和６年度
実施状況

○北九州市立地適正化計画において、都市機能誘導区域
及び居住誘導区域を定め、これらの誘導区域内に医療・
福祉などの生活サービス機能と居住の誘導に取り組みま
した。

現状の課題・
今後の見通し

○生活サービス施設を市街地に適切に誘導
し、その周辺や公共交通の沿線に居住を誘
導することにより、生活サービス機能やコ
ミュニティの持続性が高まり、誰もが安
心・快適に暮らせるまちづくりが実現する
と考えています。

都市戦略
局都市計

画課

3-(4)-3

令和６年度
実施状況

○誰もが安全で快適に道路を利用できるよう、道路のバ
リアフリー化に取り組んでいます。具体的には、歩道の
新設や拡幅、段差の解消、視覚障害者用誘導ブロックの
設置などのバリアフリー化を行っています。

現状の課題・
今後の見通し

〇道路のバリアフリー化の取り組みは、
ハード整備と合わせて、ソフト施策の充実
を図ることが重要なため、引き続き、「北
九州市福祉のまちづくりネットワーク（障
害者団体）」との意見交換や現地点検など
を実施します。

都市整備
局道路計

画課

（３） アクセシビリティに配慮した施設等の普及促進

建築物のバリアフリー化の促進

市街地の計画的な立地、整備の推進

　福祉・医療施設の市街地における適正かつ計画的な立地の推進、公園等との一体的整備の促進、生活拠点の集約化等により、バリアフ
リーに配慮し、障害のある人が安心・快適に暮らせるまちづくりを推進します。

道路のバリアフリー化

　障害のある人を含む全ての人が安全で快適に道路を利用できるよう、歩道の新設拡幅、段差の解消、視覚障害者誘導用ブロックの設置を
行うなど、道路のバリアフリー化に取り組みます。

　いきいきとした地域社会を築くため、福祉のまちづくりを計画的に推進し、進捗状況を把握することで、総合的にバリアフリー化を促進する仕組み
を作ります。

バリアフリーのまちづくりの推進

　バリアフリー法及び関連施策のあり方について、高齢者、障害のある人等の社会参画の拡大の推進、バリアフリーのまちづくりの推進に
向けた関係機関連携の強化及びハード・ソフト一体となった取組の促進に努めます。

　すべての人の社会参加を促進するため、公共的施設等について、障害のある人や高齢者の利用に配慮したバリアフリー化を推進します。

都市公園のバリアフリー化

　都市公園の整備に当たっては、安全で安心した利用のためバリアフリー法に基づく基準により、出入口や園路の段差解消、高齢者や障害
のある人等が利用可能なトイレ（バリアフリートイレ）の設置等を進めます。

（４） 障害のある人に配慮したまちづくりの総合的な推進

　バリアフリー法に基づき、不特定多数の者や、主として高齢者、障害のある人が利用する一定の建築物の新築時等における「建築物移動
等円滑化基準」の適合により、バリアフリー化を促進します。
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「北九州市障害者計画」の基本的な施策の実施状況

番号 所管課基　本　的　な　施　策

3-(4)-4

令和６年度
実施状況

○生活道路における歩行者等の安全な通行を確保するた
め、区域を設定し、警察と協力しながら、各種対策を効
果的に組み合わせ、速度抑制や通過交通の抑制等を図っ
ています。

現状の課題・
今後の見通し

○市内14箇所で指定されている生活道路対
策エリアを中心に、地域や警察と連携しな
がら、速度規制とハンプ等の物理的デバイ
スとの組合せにより交通安全の向上を図る
「ゾーン30プラス」の取組みを、引き続き
進めていきます。

都市整備
局道路計

画課

3-(4)-5

令和６年度
実施状況

○福祉のまちづくり条例に基づく届出の審査及び検査を
行いました。
・民間建築物指導業務（福祉のまちづくり条例受付）
　６３件

現状の課題・
今後の見通し

〇引き続き本業務を継続します。
都市戦略
局建築指

導課

3-(4)-6

○道路、公共交通機関等のバリアフリー化については、
障害のある人の立場を踏まえ相互の理解を得られるよ
う、必要に応じて、障害者団体が取り組む「北九州市障
害福祉団体連絡協議会福祉のまちづくりネットワークプ
ロジェクト」等と意見交換等を行いながら進めました。
・まちづくりネットワークプロジェクト意見交換

現状の課題・
今後の見通し

〇今後も引き続き意見交換を行い、改善を
進めていきます。

都市整備
局道路計

画課

○道路、公共交通機関等のバリアフリー化については、
障害のある人の立場を踏まえ相互の理解を得られるよ
う、必要に応じて、障害者団体が取り組む「北九州市障
害福祉団体連絡協議会福祉のまちづくりネットワークプ
ロジェクト」等と意見交換等を行いながら進めました。
・まちづくりネットワークプロジェクト意見交換

現状の課題・
今後の見通し

〇今後も引き続き意見交換を行い、改善を
進めていきます。

都市戦略
局都市交

通
政策課

3-(4)-7

〇「ふくおか・まごころ駐車場」について周知・啓発活
動を行い、その結果、年間４，８７８件（新規申請）の
申し込みがありました。

現状の課題・
今後の見通し

〇引き続き、福岡県と協力して、本件事業
の周知啓発に努めます。

障害福祉
企画課

〇迷惑行為防止の周知・啓発、迷惑行為防止活動団体の
支援、迷惑行為防止重点地区における巡視活動等を行
い、迷惑行為のない快適な生活環境の確保を図りまし
た。
・迷惑行為防止活動団体　１００団体(Ｒ７.３月末時
点)

現状の課題・
今後の見通し

〇迷惑行為のない快適な生活環境の確保の
ために、市内全域における効果的な広報活
動を検討します。また、活動団体の募集に
ついて個別に団体への加入を働きかけ、団
体数の増加を図ります。

総務市民
局安全・
安心推進

課

ふくおか・まごころ駐車場制度等福祉のまちづくりの促進

　本市のモラル・マナーアップ関連条例における迷惑行為の一つである障害者等用駐車区画の不適正利用の防止を徹底するため、ふくお
か・まごころ駐車場制度（パーキングパーミット制度）の市民への着実な普及・浸透を図ります。

公共的施設のバリアフリー化の推進

　高齢者や障害のある人を始め、全ての市民が安全かつ快適に公共的施設を利用できるように、バリアフリー法及び福岡県福祉のまちづく
り条例に基づき、建築主等へ指導・助言等の必要な措置を講じます。
　また、事業者や市民に対して福岡県福祉のまちづくり条例に関する必要な情報の提供や技術的な助言を行い、福祉のまちづくりを促進し
ます。

障害当事者との意見交換

　公共性の高い建築物や道路、公園、公共交通機関等のバリアフリー化については、障害のある人の立場を踏まえ相互の理解を得られるよ
う、必要に応じて、障害者団体や障害者団体が取り組む「北九州市障害福祉団体連絡協議会福祉のまちづくりネットワークプロジェクト」
等と意見交換等を行いながら進めます。

令和６年度
実施状況

令和６年度
実施状況

生活道路における歩行者等の安全な通行の確保

　障害のある人を含む全ての人が安全に安心して道路を通行できるよう、生活道路等において、警察と緊密に連携し、最高速度30km/hの区
域規制と物理的デバイスとの適切な組合せにより交通安全の向上を図ろうとする区域を「ゾーン30プラス」として設定し、人優先の安全・
安心な通行空間の整備の更なる推進を図るとともに、外周幹線道路の交通を円滑化するための交差点改良やエリア進入部におけるハンプや
狭さくの設置等によるエリア内への通過車両の抑制対策を推進します。
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「北九州市障害者計画」の基本的な施策の実施状況

分野目標

番号 所管課

4-(1)-1

〇北九州市地域防災計画の更新を行いました。

○災害時に市民が命を守る適切な判断・行動がとれるよ
う、災害ごとにその特徴や避難のタイミング・ポイント
等を掲載した「北九州市防災ガイドブック」の解説動画
や、手話動画「手話で伝える北九州市防災ガイドブッ
ク」を市のホームページや動画配信サービスで公開しま
した。

現状の課題・
今後の見通し

〇引き続き、国の防災基本計画や福岡県の
地域防災計画の修正に合わせ、必要な見直
しを行います。

危機管理
室危機管

理課

○地域と連携・協力し、住民とともに災害に強いまちづ
くりを目指し、校区又は自治区会単位で地域に密着した
各種防災対策に取り組んでいます。

現状の課題・
今後の見通し

〇住民主体の自主防災活動を活性化させる
ため、地域防災活動の支援を継続します。

消防局
予防課

4-(1)-2

令和６年度
実施状況

○災害・避難情報をテレビ・ラジオ、緊急速報メール、
登録制防災メール（もらって安心、まもるくん）、ウェ
ブサイト、防災Ｘ（旧ツイッター）等を活用して積極的
に提供しました。
○視覚障害や聴覚障害のある人に、自宅の固定電話や
ファックスで避難情報を提供しました。
　・視覚または聴覚障害者への避難情報の提供登録者数
    　　　１４９名

現状の課題・
今後の見通し

〇災害・避難情報の提供方法や内容につい
て広報を継続していく必要があります。ま
た、より効果的な情報の提供について検討
していきます。

危機管理
室危機管

理課

分野４．安全・安心の実現（防災・防犯、消費者保護）

基　本　的　な　施　策

令和６年度
実施状況

　障害のある人が、安全に安心して生活することができるよう、災害に強い地域づくりを推進するとともに、災害発生時における障害特
性に配慮した適切な情報保障や避難支援、福祉避難所（福祉避難スペース）を含む避難所等の確保や障害福祉・医療サービスの継続等を
行うことができるよう、防災の取組を推進します。
　また、障害のある人を犯罪被害や消費者被害から守るため、防犯対策や消費者トラブルの防止に向けた取組を推進します。

（１） 防災対策の推進

北九州市地域防災計画に基づいた各種の防災対策の推進

　地震・豪雨等による災害や火災が起きた場合の救出や救護、災害発生のおそれがあるときの事前の避難等の防災対策は、障害の有無に
関わらず非常に重要です。このため、自助・共助・公助の役割の明確化のもと、北九州市地域防災計画に基づいた各種の防災対策に取り
組みます。
　また、避難場所や災害に関する情報等を掲載した防災ガイドブックの配布や、視覚障害のある人に対応する防災ガイドブックの作成等
により市民の防災意識の向上に取り組みます。

　障害のある人や高齢者等の要配慮者が安心して生活するために、防災対策を適切に講じ、地震、火災等災害情報の伝達や災害発生時における避難
誘導等が迅速かつ的確に行えるよう、要配慮者に対する細やかな支援を推進します。

障害特性に配慮した情報伝達の推進

　災害・避難情報を市ホームページを始め、テレビ、ラジオ、緊急速報メール、登録制防災メール、防災アプリ、ＳＮＳ等を活用し積極
的に提供します。
　また、携帯電話を保有しておらず、緊急速報メールや登録制防災メールで情報を入手することができない視覚や聴覚に障害のある人を
対象に、自宅の固定電話やファックスに避難情報を提供します。
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「北九州市障害者計画」の基本的な施策の実施状況

番号 所管課基　本　的　な　施　策

4-(1)-3

令和６年度
実施状況

○災害から命を守りぬくために、自ら命を守る「自助」
意識の醸成や地域で助け合う「共助」の風土づくりなど
による地域防災力の向上を目指し、平成２６年度から小
学校区単位で「地区防災計画」の策定を図るとともに、
地域防災の新たな担い手の育成に取り組んでいます。令
和６年度は、令和３年度からの継続６校区と新規１校区
の計７校区で事業を行いました。
　・みんなde Bousaiまちづくり推進事業　７校区（継
続分含む）

○マンションや町内会単位など、小学校区単位と比較し
て小さな単位での地区防災計画策定の支援体制を整備す
るために、北九州SDGｓクラブに加入する企業・団体と
協働し、令和３年４月１日に「SDGｓ防災サポート」事
業を立ち上げました。令和６年度は、市内１箇所で地区
防災計画の策定に取り組みました。
　・「SDGｓ防災サポート」事業　１地区

〇各区１回ずつ、計７回の区防災訓練を実施

現状の課題・
今後の見通し

〇小学校区単位での「地区防災計画」の策
定支援を継続しつつ、「SDGｓ防災サポー
ト」事業の認知度を向上させ、本事業を活
用した小規模単位（マンション・町内会
等）での「地区防災計画」の策定支援を行
うことで、より地域の特性に合致した「地
区防災計画」の策定を促進し、地域防災力
の向上を図ります。

〇令和７年度も同様に区防災訓練を実施予
定

危機管理
室危機管

理課

4-(1)-4

○災害時等に、障害のある人が、個々の障害特性に応じ
た支援を得ることが出来るよう「災害時障害者サポート
マニュアル」を活用した支援体制の推進に努めました。

現状の課題・
今後の見通し

〇今後も引き続き、「災害時障害者サポー
トマニュアル」を活用した支援体制を推進
してまいります。

障害福祉
企画課

開設した避難所以外の避難者について、区対策部や地域
住民を中心に避難場所及び避難者数の把握、食料供給に
努めているが、令和６年度は該当なしであった。

現状の課題・
今後の見通し

引き続き継続する。
危機管理
室危機管

理課

4-(1)-5

令和６年度
実施状況

○高齢者施設・障害者施設等を有する社会福祉法人等と
協力協定を締結し、福祉避難所の設置に努めました。
・福祉避難所数　９１箇所

現状の課題・
今後の見通し

〇災害の種類や規模等によって避難者数や
避難される方々の心身の状態等が異なるた
め、福祉避難所への避難者等については一
概に想定することが困難です。
より多くの方を受け入れることができるよ
う、施設等への協力依頼を継続して行い、
協定施設数の拡大に努めます。

地域福祉
推進課

令和６年度
実施状況

　一般的な避難所での生活が困難な要配慮者のために、特別な配慮がなされた避難所として、「福祉避難所」の確保に継続して取り組み
ます。

地域ぐるみの防災ネットワークの構築

　災害発生時に自力又は同居する家族等の支援では避難することが困難な障害のある人や高齢者等を事前に把握し、避難行動要支援者名
簿を作成するとともに、平常時からその情報を地域に提供することにより、自助・共助による災害時の避難支援の仕組みづくりに取り組
んでいます。災害時の避難支援等を実効性のあるものとするため、この名簿に登録された方に対して、一人ひとりの具体的な避難計画で
ある個別避難計画の作成を促進します。
　また、障害のある人や高齢者等の状況を把握している福祉専門職と連携し、個別避難計画の作成率を向上させるため、個別避難計画作
成促進事業の取組を行います。
　加えて、地域住民による避難支援等の取組について、地域ぐるみの防災ネットワークの構築に向けた助言や防災訓練等を行うなど、地
域における防災の取組を支援します。

障害特性に応じた災害時支援の推進

　障害のある人や高齢者等の要配慮者は、その状態等によって特別な支援が必要であるため、避難所等のバリアフリー化を推進するとと
もに、「福祉避難所の確保・運営ガイドライン」等を踏まえ、避難所において障害のある人が、必要な物資を含め、障害特性に応じた支
援と合理的配慮を得ることができるよう、必要な体制の整備に努めます。
　また、障害当事者を含む地域住民と、障害関係機関・団体相互の協力体制を確立し、福祉関連物資の調達や施設への緊急入所等の支援
を行います。
　開設した避難所以外の避難者について、避難場所及び避難者数の把握に努め、車中泊避難者に対して、エコノミークラス症候群などを
防止するため、注意喚起の広報を行うとともに、避難所に避難できず、在宅避難や車中泊避難などを行っている被災者に対して、最寄り
の避難所で食料の供給を行います。

福祉避難所の確保
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「北九州市障害者計画」の基本的な施策の実施状況

番号 所管課基　本　的　な　施　策

4-(1)-6

○集団指導や運営指導を通じて、事業者等に対して業務
継続計画（BCP）の策定を指導し、災害発生時において
も必要なサービスが継続して提供できるよう促しまし
た。

現状の課題・
今後の見通し

〇運営指導の際には、災害種別ごとの対応
計画の策定状況や避難訓練の実施状況を確
認し、不備が認められた場合には改善を促
す指導を行います。

障害者
支援課

〇行政機関・医療機関等の職員向けに、災害時の心のケ
アについての知識習得や、相談支援技能を高めるための
研修を実施しました。
・災害・事故時のこころのケア対策事業関係職員研修：
参加者39名
・災害・事故時のこころのケア対策事業専門職員研修：
参加者26名

現状の課題・
今後の見通し

〇引き続き、災害・事故時のこころのケア
の重要性について、関係各課・関係機関向
けに研修を行い、災害時の相談支援技能の
向上を図ります。

精神保健
福祉セン

ター

○災害時に設置される市医師会災害医療・作戦指令センターで
は、被災者へ迅速に適切な医療（投薬や透析等を含む）を提供
できるよう災害情報の伝達や現場への指示などの訓練を行って
います。新型コロナウイルス感染拡大の影響により中止していた
訓練を令和４年度から再開、令和６年度から災害医療・作戦指令セ
ンターの業務整理、災害訓練内容の検討を行っています。

現状の課題・
今後の見通し

〇情報伝達訓練等を実施し、引き続き災害
医療体制の維持・確保に努めます。

地域医療
課

4-(1)-7

○集団指導や運営指導等を通じて、火災・風水害・地震
など災害の種類ごとに対応計画を策定し、災害発生時を
想定した訓練を定期的に実施するよう指導することで、
利用者の安全確保に努めるよう促しました。
○洪水等の浸水想定区域内又は土砂災害警戒区域内に所
在する施設について、避難確保計画の策定状況や訓練の
実施状況を定期的に調査し、事業者等が適切に取り組め
るよう支援しました。

現状の課題・
今後の見通し

〇引続き進捗を図るとともに、不備等があ
る事業所については指導を行います。

障害者
支援課

浸水想定区域や土砂災害警戒区域内に位置する施設の一
覧を地域防災計画（付属資料編）に掲載し、各施設の所
管課を通じて避難確保計画の策定、避難訓練の実施を呼
びかけた。令和７年３月３１日現在で、計画策定率は約
８割、訓練実施率は約７割となっている。

現状の課題・
今後の見通し

計画策定率、訓練実施率を１００％に近づ
けるため、所管課を通じた呼びかけに加
え、施設管理者向けの勉強会を開催する予
定としている。

危機管理
室

危機管理
課

各局
施設所管

課

4-(1)-8

令和６年度
実施状況

○在宅高齢者や重度の身体障害がある人等の家に火災セ
ンサーやペンダント型発信機を付加した緊急通報装置を
設置し、火災や救急事案等が生じた際、消防隊や救急隊
が迅速な対応を行うとともに、地域の協力員等と連携を
図り、障害のある人等が住み慣れた地域で安心して生活
できるよう支援しました。
　・あんしん通報システム登録者数　２,４１２世帯

現状の課題・
今後の見通し

〇障害のある人等がご自宅で安心して生活
できるように、市政だよりへの掲載や地域
の会議・民生委員等を通じたPR、HPやSNS
による周知等を行い、あんしん通報システ
ムの普及に取り組んでまいります。

長寿社会
対策課

令和６年度
実施状況

災害時の聴覚・言語機能障害のある人の緊急通報対応

　火災や救急事案が発生した時の、障害のある人からの緊急通報体制を推進します。
　例えば、聴覚や言語機能等に障害のある人がいつでもどこからでも円滑な緊急通報を行えるよう、緊急通報手段である「ファクス119」
やスマートフォン等を活用した音声によらない通報ができる「NET119緊急通報システム」及びボタンを押すだけで緊急事態を通報可能な
「あんしん通報システム」により、障害のある人からの緊急通報への迅速、的確な対応を図ります。

災害発生後の各種サービスの提供と災害時対応の推進

要配慮者利用施設における災害対策

　障害のある人が利用する施設（要配慮者利用施設）において、火災、風水害、地震等の災害の種類ごとの計画の作成や災害時を想定し
た訓練の定期的な実施等を通じて、利用者の安全を守るための取組を推進します。
　特に、水害・土砂災害時に要配慮者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るため、浸水想定区域や土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設
における避難確保計画の作成及び訓練の実施を促進します。

　災害発生後にも継続して障害福祉・医療サービスを提供することができるよう、障害福祉サービス事業所や医療機関等における災害対
策を推進するとともに、他の社会福祉施設等とのネットワークの形成に取り組みます。

令和６年度
実施状況
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「北九州市障害者計画」の基本的な施策の実施状況

番号 所管課基　本　的　な　施　策

○申請を受けた在宅高齢者や重度の身体障害がある人等
の家に火災センサーやペンダント型ボタンと連動した緊
急通報装置を設置しました。
　火災や救急事案が発生した場合は、消防隊や救急隊が
迅速な対応を行うとともに、警備員や地域の協力員と連
携を図り、障害のある人等が住み慣れた地域で安心して
生活できるよう支援しました。

・あんしん通報システム登録者数　２，４１２世帯

現状の課題・
今後の見通し

〇障害のある人等がご自宅で安心して生活
できるように、市政だよりへの掲載や地域
の会議・民生委員等を通じたPR、HPやSNS
による周知等を行い、あんしん通報システ
ムの普及に取り組んでまいります。

消防局
予防課

　聴覚又は音声・言語機能の障害や疾病があり、音声に
よる119番通報が困難な方が、ファクス、スマートフォ
ン等を利用して消防指令センターに緊急通報できる
「ファクス119」、「NET119緊急通報システム」を運用
しました。

・ファクス119（登録不要）
・「NET119緊急通報システム」登録者数　155人

現状の課題・
今後の見通し

　「ファクス119」は、事前登録不要で利
用ができます。また、「NET119緊急通報シ
ステム」の登録者は、運用開始から年々増
加しています。
　今後も、ホームページや地域の会合等、
機会を捉えて周知・広報を行います。

消防局
総務課

4-(2)-1

令和６年度
実施状況

スマートフォンアプリを利用した「110番アプリシステ
ム」について、北九州市のホームページを利用した広報
により、普及を図った。

現状の課題・
今後の見通し

引き続きホームページなどを活用した広報
啓発に取り組んでまいります。

総務市民
局安全・
安心推進

課

4-(2)-2

令和６年度
実施状況

○安全・安心な環境の構築をに向けて、地域住民や事業
者の犯罪の抑止を目的とする公共空間を撮影する防犯カ
メラの設置に対して、設置経費の一部を補助しました。
　・防犯カメラ設置補助　１２団体(４５台)

○夜間における犯罪の発生を防止し、公衆の通行の安全
を図るため、市と地元で分担しながら防犯灯(LED)の設
置を促進しました。

現状の課題・
今後の見通し

〇様々な取り組みにより、犯罪件数や体感
治安にその成果が表れてきているが、さら
なる整備事業により防犯活動強化を推進し
ていく必要があります。

総務市民
局安全・
安心推進

課

4-(3)-1

令和６年度
実施状況

○民生委員や介護事業者など見守っている人に啓発講座
を行うほか、被害未然防止につなげるため、介護事業者
などに対して消費者被害や注意点の情報をメールで配信
しました。
　・消費者被害対策講座　　４，１６４名受講
　・消費者被害等の情報メール　　２４回配信

現状の課題・
今後の見通し

〇詐欺などの被害が依然として多く発生し
ていることを踏まえると、啓発講座や情報
発信は必要不可欠な事業であり、今後も積
極的な啓発講座の周知やタイムリーな情報
発信に取り組み、被害の未然防止につなげ
ます。

総務市民
局

消費生活
センター

4-(3)-2

犯罪被害の防止と防犯環境の整備促進

　地域の障害者団体、障害福祉施設、警察等との連携の促進等により、犯罪被害の防止に努めるとともに、防犯カメラの設置補助、防犯
灯の設置・維持管理補助により、防犯環境の整備促進を行い、安全・安心な環境の構築を推進します。

（３） 消費者トラブルの防止及び被害からの保護

　障害のある人を狙った消費者トラブルについて、被害の未然防止と早期発見による被害拡大防止を図ります。

障害のある人の消費者トラブルの防止及び被害からの救済

　障害のある人の消費者トラブルに関する情報を収集し、積極的な発信を行うとともに、その被害からの救済に関して必要な情報提供を
行います。
　消費者トラブルに関する出前講座等では、障害特性に応じた教材の提供に努め、障害のある人の消費者トラブルの防止及び被害からの
救済を図ります。

消費者安全に関するネットワークの構築

　障害者団体、障害福祉関係団体、市立消費生活センターや各関係行政機関等、地域の多様な主体が連携して、消費者安全に関わる情報
を共有し、障害のある人の消費者被害の防止に向けて、きめ細やかで裾野の広いネットワークの構築を図ります。

（２） 防犯対策の推進

　障害のある人や高齢者が安心して生活するため、防犯対策を適切に講じることで、障害のある人や高齢者等の社会的弱者が犯罪に巻き込まれるこ
とのないような社会づくりを推進します。

聴覚・言語機能障害のある人の緊急通報対応

　聴覚に障害のある人等、音声による110番通報が困難な人がファックスやスマートフォン等を利用して、警察に110番通報できる
「ファックス110番」や「110番アプリシステム」のほか、電話リレーサービスを利用した手話による 110番通報の受付等について、防犯
教室や各種刊行物を活用した広報活動により普及啓発を図ります。
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「北九州市障害者計画」の基本的な施策の実施状況

番号 所管課基　本　的　な　施　策

令和６年度
実施状況

○いのちをつなぐネットワーク推進会議（年１回）や警
察との緊密な連携を図る北九州市消費者被害防止情報交
換会（年１回）などで情報提供を行うことで、消費者被
害の未然防止につなげるため、きめ細やかで視野の広い
ネットワークの充実に努めました。

現状の課題・
今後の見通し

〇障害特性によりだまされていることに気
付かなかったり、高齢や認知症等により判
断力が不十分となった人などの消費者被害
を防ぐため、今後も情報提供を行い、見守
り体制の強化につなげます。

総務市民
局

消費生活
センター

4-(3)-3

令和６年度
実施状況

○相談受付件数１０，１２７件
○消費生活相談員に対して、様々な研修の実施や、国民
生活センター等主催の研修へ派遣することで、相談員の
能力向上を図り、より質の高い相談体制を整備していま
す。

現状の課題・
今後の見通し

〇今後も研修等による能力向上を図り、
個々の特性に配慮した消費生活相談体制を
構築します。

総務市民
局

消費生活
センター

　市立消費生活センターにおいて、ファックスや電子メール等での消費者相談を受け付けます。
　また、相談を受ける消費生活相談員に対して、障害のある人への理解のための研修等を実施することにより、障害のある人の特性に配
慮した消費生活相談体制の整備を図ります。

消費生活相談体制の整備
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「北九州市障害者計画」の基本的な施策の実施状況

分野目標

番号 所管課

5-(1)-1

　障害のある人が、基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわしい自立した日常生活及び社会生活を営むことができるよう、多様化す
るニーズ等に対して、在宅の障害のある人に対する日常生活又は社会生活を営む上での、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護等の
支援を行うとともに、短期入所及び日中活動の場の確保等により、在宅サービスの量的・質的充実を図るなど、障害の特性（心身の状況や生
活の状態等）に配慮した適切な障害福祉サービスの提供を推進します。
　なお、６５歳到達に伴う介護保険制度への移行に際しては、介護保険のみでは適切な支援が受けられない場合等の個別の状況を勘案し、引
き続き障害福祉サービスが必要な利用者に対して、適切な支給決定を行います。

分野５．自立した生活の支援や意思決定支援の推進（地域包括ケアシステムの構築）

　障害のある人が、望む暮らしを実現できるよう、自ら意思を決定することが出困難な障害のある人に対し、本人の自己決定を尊重する観点
から必要な意思決定支援を行います。
　また、障害のある人の地域意向を一層推進し、障害のあるが必要なときに必要な場所で、適切な支援を受けられるような取組を進めること
で、障害の有無にかかわらず、市民が相互に人格と個性を尊重し、安全に安心して暮らすことのできる地域社会の実現を目指します。
　さらに、障害のある人及び障害のある子どもが基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわしい日常生活又は社会生活を営むことがで
きるよう、障害福祉サービス等の充実を図ります。

（１） 障害福祉サービスの質の向上や福祉用具等の普及促進等

　障害程度の重度化、障害の重複化、障害のある人の高齢化並びに障害特性の多様化が進むなか、障害のある人の多様化・高度化するニーズに対応でき
る質の高いきめ細かな福祉・介護サービスの提供を目指します。
　また、障害のある人のより一層の社会参加を推進するため、福祉用具等の相談支援を行うとともに、適切な活用方法等に関する情報発信に努めます。

障害の特性に配慮した適切な障害福祉サービスの提供の推進

基　本　的　な　施　策

令和６年度
実施状況

○在宅サービス利用の状況
（訪問系サービス） 月平均利用延べ時間
・居宅介護等
  （R５）５８，３９４時間／月（２，１８８人／月）
→（R６）６２，２５６時間／月（２，２３５人／月）
（日中活動系サービス） 月平均利用延べ日数
・生活介護
　（R５）６２，７７２人日→（R６）７０，０１５人日
・自立訓練（機能訓練）
　（R５）２３３人日→（R６）１９９人日
・自立訓練（生活訓練）
　（R５）３，５８０人日→（R６）３，５４０人日
・就労移行支援
　（R５）６，３８４人日→（R６）５，８８０人日
・就労継続支援（Ａ型）
　（R５）２５，７１８人日→（R６）２６，４６０人日
・就労継続支援（Ｂ型）
　（R５）６０，５９６人日→（R６）６４，９２２人日
・就労定着支援 （R５）１４１人→（R６）１５２人
・短期入所
　（R５）３，０６２人日→（R６）３，６１２人日
（居住支援・施設系サービス） 月平均利用者数
・共同生活援助
　（R５）１，７４０人／月→（R６）１，８９７人／月
・施設入所支援
　（R５）１，２９７人／月→（R６）１，２９３人／月
○移動支援
   月平均利用者数（Ｒ５）463人/月→（Ｒ６）446人/月
〇訪問入浴サービス
　月平均利用者数　（Ｒ５）１８人／月→（Ｒ６）２１人
／月
○日中一時支援
　月平均利用者数（Ｒ５）157人/月→（Ｒ６）170人/月
〇補装具費の支給
　（Ｒ５）２，６３７件／年→（Ｒ６）２，５５６件／年
○日常生活用具の給付
　（Ｒ５）１３，９７９件／年→（Ｒ６）１３，９６１件
／年
○相談支援　利用人数
　　計画相談支援
（Ｒ５）１０，３７３人／年→（Ｒ６）１０，５４９人／
年
　　地域移行支援（Ｒ５）２９人／年→（Ｒ６）３７人／
年
　　地域定着支援（Ｒ５）４６人／年→（Ｒ６）４３人／
年

現状の課題・
今後の見通し

○居宅介護
実績としては増加しており、今後も引き続
き高いニーズがあると考えています。
○日中活動系サービス
実績として訓練系以外は概ね増加してお
り、今後も引き続き高いニーズがあると考
えています。
○共同生活援助
実績としては増加しており、今後も引き続
き高いニーズがあると考えています。
〇移動支援
実績としてはひと月あたり420人から470人
の間で推移しており、今後も引き続き高い
ニーズがあると考えております。
〇日中一時支援
利用者数は増加しており、今後も引き続き
高いニーズがあると考えております。
〇補装具
今後も一定のニーズがあると考えていま
す。
〇日常生活用具
今後も一定のニーズがあると考えていま
す。
○相談支援
実績としては概ね増加しており、今後も引
き続き高いニーズがあると考えています。

障害者
支援課
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「北九州市障害者計画」の基本的な施策の実施状況

番号 所管課基　本　的　な　施　策

5-(1)-2

　指定障害福祉サービス事業所を対象とした集団指導（市
内全事業所を対象）や運営指導（77事業所を対象）、事業
所の指定（または指定更新）審査において、事業者（事業
所を運営する法人）等に対する指導を実施しました。
　また、報酬改定や制度改正のポイントをまとめた資料
（電子データ）や動画を例年作成し、本市ホームページ掲
載やウェブ配信で発信して全事業所に閲覧・視聴報告の提
出を求めることで従業者等の資質向上を図りました。

現状の課題・
今後の見通し

　本市では、これまで10事業者（うち、２
事業者は令和５年度分）に対して指定の取
消し等の処分を行っており、障害福祉サー
ビスの質の確保と自立支援給付の適正化は
喫緊の課題となっています。
　引き続き、事業者に対する法令遵守と適
切な事業所運営に基づいたサービス提供を
実施するよう、確実な指導を行います。

障害者
支援課

〇北九州市障害者自立支援協議会
自立支援協議会において、障害福祉サービス事業者や行政
職員等に向けた研修を行いました。
・障害者ケアマネジメント研修会　１回

現状の課題・
今後の見通し

〇引き続き、障害福祉サービス事業者や行
政職員等に向けた研修を実施します。

精神保
健・地域
移行推進
課

5-(1)-3

令和６年度
実施状況

　指定障害福祉サービス事業所を対象とした集団指導（市
内全事業所を対象）や運営指導（77事業所を対象）を通じ
て、事業者等の処遇改善の取り組みを促しました。
　また、北九州市障害福祉分野におけるロボット等導入支
援事業を実施し、従業者の早期離職防止・定着を図りまし
た。

現状の課題・
今後の見通し

　障害福祉人材の更なる処遇改善に向け、
障害福祉サービス等の報酬改定が行われて
いますが、未だ離職率は高い傾向が継続し
ています。
　今後も、運営指導等を通じて、従事者の
処遇改善や職場環境の改善に向けた取り組
みを促します。

障害者
支援課

5-(1)-4

令和６年度
実施状況

　指定障害福祉サービス事業所を対象とした集団指導（市
内全事業所を対象）や運営指導（77事業所を対象）、事業
所の指定・指定更新の審査において、利用者等からの苦情
解決に向けた適切な措置を講じることや、適宜専門機関
（福岡県運営適正化委員会等）等を利用者等に紹介するな
どの取り組みについて指導しました。
　また、集団指導や運営指導を通じて、障害福祉サービス
報酬の請求等に関する規定事項の周知徹底を図ることによ
り、自立支援給付の適正化や、事業者によるサービスの質
の向上への積極的な取り組みを行うよう促しました。
　さらに、事業者による障害福祉サービス等情報公表シス
テム情報の随時更新により、利用者等のサービス選択に役
立つ情報が発信されています。

現状の課題・
今後の見通し

　現在、障害福祉サービス等情報公表シス
テムによる障害福祉サービスの内容等の情
報を公表する仕組みは確立していますが、
今後は情報の適時更新を目指し、より一層
の障害福祉サービス等の質の向上に取り組
みます。

障害者
支援課

障害福祉サービス事業所の指導と従事者の資質向上

　障害福祉サービス等の提供において、関係法令を遵守し、適切なサービスが提供されるよう、集団指導や実地指導を通じて、障害福祉サー
ビス事業者等を指導します。
　また、障害福祉サービス等の質の向上に向けて、従事者等の資質向上を図るための研修等を実施します。

障害福祉サービス事業所等の従事者の処遇改善等

　障害福祉サービス事業所等の従事者が安心して働き続けることができるよう、事業者等に対して、従事者の賃金水準の引き上げを目的とし
た処遇改善の促進や、従事者の業務負担軽減及び労働環境の改善を推進するためのICTやロボット等の導入を支援し、従事者の早期離職防
止・定着を図ります。
　また、障害福祉サービス事業所等の現状把握に努めるとともに、他都市における人材の確保・定着策の事例等を踏まえながら、人材確保に
向けた取組について検討します。

令和６年度
実施状況

障害福祉サービス事業所等による障害福祉サービス等の質の向上

　障害福祉サービス等の質の向上に向けて、障害福祉サービス事業者が利用者等からの苦情解決に適切に取り組むよう指導します。
　また、障害福祉サービス事業者による自己評価や外部評価など、サービスごとの特性を踏まえた質の評価の取組の推進等に努めます。
　さらに、障害福祉サービス等情報公表制度の活用により、障害福祉サービス等を利用する障害のある人等が個々のニーズに応じて良質な
サービスを選択できるようにするとともに、事業者によるサービスの質の向上を図ります。
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「北九州市障害者計画」の基本的な施策の実施状況

番号 所管課基　本　的　な　施　策

5-(1)-5

〇補装具費支給事業
　身体障害のある人の日常生活や社会生活の向上を図るた
め、身体機能を補うための用具の購入、借受け又は修理に
要する費用（補装具）を支給しました。
・補装具費の支給　２，５５６件

○日常生活用具給付等事業
　日常生活を営むのに支障のある在宅の障害のある人に対
し、介護・訓練支援用具や自立生活支援用具など、給付等
行いました。
・給付等件数　１３，９６１件

現状の課題・
今後の見通し

〇補装具
　今後も引き続き一定のニーズがあると考
えています。

〇日常生活用具
　今後も引き続き一定のニーズがあると考
えています。

障害者
支援課

○介護実習・普及センターの運営（福祉用具等の普及）
  リハビリテーション専門職等が福祉用具の選定や適合に
ついての訪問相談支援等を行いました。また、福祉用具の
展示や情報提供、介護実習や研修会等を行いました。
　・講座受講者数　１，３５８人
　・相談件数　２，６３０件

現状の課題・
今後の見通し

〇引き続き、個々の身体状況や生活環境に
応じた福祉用具の相談や適合支援等が行え
るよう、リハビリテーション専門職等によ
る相談支援を行います。

地域リハ
ビリテー
ション推

進課

5-(1)-6

令和６年度
実施状況

〇５月２２日の補助犬の日にちなみ、ＳＮＳ上での啓発活
動を実施しました。

現状の課題・
今後の見通し

〇引き続き、補助犬に対する理解促進のた
め、啓発活動を実施します。

障害福祉
企画課

5-(2)-1

○市内相談支援事業所職員に対するケアマネジメント研修
　市内相談支援事業所の職員に対し、サービス等利用計画
案を作成するために必要となる意思決定支援についての周
知や、質の向上を図る研修を実施しました。
　・障害者ケアマネジメント研修会　1回実施

現状の課題・
今後の見通し

〇引き続き、意思決定支援についての周知
に努めるとともに、質の向上を図る研修を
実施します。
・障害者ケアマネジメント研修会　１回

障害者
支援課

〇意思決定支援推進事業
障害のある人が、可能な限り自分の生活を自らの意思で決
定できる機会を保障し、自分らしく地域生活を営むことが
できるよう、必要に応じて周囲の人がその意思決定を支え
ることのできる社会の実現を目指し、意思決定支援の普及
啓発のため支援者養成講座や啓発講演を行いました。

現状の課題・
今後の見通し

〇意思決定支援の啓発活動や意思決定支援
に関する専門的な助言を行える人材の育成
と活用、また地域で意思決定支援を行って
いる実務者のフォロー等の体制等を構築で
きるよう、引き続き意思決定支援事業を進
めていきます。

精神保
健・地域
移行推進
課

日常生活用具の給付等と普及促進

　補装具の購入、借受け又は修理に要する費用の一部に対する公費の支給、日常生活用具の給付等を行います。
　また、社会状況の変化や多様化する利用者ニーズに対応するため、介護実習・普及センターの機能を強化し、サービス事業所や区役所等と
連携して、ローテクから最新の介護機器まで、一人一人に合った最適な福祉用具や介護方法について普及を促進します。

（２）意思決定支援の推進

身体障害者補助犬の理解促進

　市民や企業等に対し、身体障害者補助犬への関心や理解を深める取組を推進します。また、身体障害者補助犬の受け入れについて、補助犬
利用者や受け入れ側からの相談に的確に対応していきます。

　障害のある人や障害のある子どもの意思・意向が尊重されたうえで、地域社会において日常生活又は社会生活を営むことができるような支援と障害福
祉サービス等の支給決定等の取組を進めます。

意思決定が反映されたサービス等利用計画の作成促進

　障害のある人が、望む暮らしを実現できるように、可能な限り障害のある人に対する意思決定支援（意思を形成及び表明する段階を含
む。）を踏まえた自己決定が反映されたサービス等利用計画案の作成を促進するとともに、当事者の支援の必要性に応じた適切な支給決定の
実施に向けた取組を進めます。

令和６年度
実施状況

令和６年度
実施状況
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「北九州市障害者計画」の基本的な施策の実施状況

番号 所管課基　本　的　な　施　策

5-(2)-2

○北九州市自立支援協議会の運営
　自立支援協議会において意思決定支援に必要な合理的配
慮についての周知や、質の向上を図る研修を実施しまし
た。
　・障害者ケアマネジメント研修会　１回実施

現状の課題・
今後の見通し

〇引き続き、意思決定支援に必要な合理的
配慮についての周知に努めるとともに、質
の向上を図る研修を実施します。

障害者
支援課

〇北九州市障害者自立支援協議会の運営
自立支援協議会において意思決定支援に必要な合理的配慮
についての周知や、質の向上を図る研修を実施しました。
・障害者ケアマネジメント研修　１回実施

現状の課題・
今後の見通し

〇引き続き、意思決定支援に必要な合理的
配慮についての周知に努めるとともに、質
の向上を図る研修を実施します。

精神保
健・地域
移行推進
課

5-(2)-3

○北九州市自立支援協議会の運営
　「地域生活支援推進会議」では、市内に居住されている
障害のある人や家族、関係機関からの相談をもとに支援困
難事例の解決のため、支援の検討、検証を実施しました。
　・支援の質向上推進会議　　５回実施
　・地域生活関係者交流会　１７回実施

　・障害者ケアマネジメント研修　１回実施

現状の課題・
今後の見通し

〇引き続き、意思決定支援に携わる人材の
育成用に長中期的・体系的な研修カリキュ
ラム策定や、実務的で事業所内研修にも活
用できる内容の研修コンテンツ作成など意
思決定を支える環境の整備に向けて検討を
すすめます。
　併せて、家族や関係団体、関係機関とも
連携しながら、意思決定支援の普及啓発等
に取り組みます。

障害者
支援課

〇北九州市障害者自立支援協議会の運営
・障害者ケアマネジメント研修会　１回実施
〇障害者意思決定支援推進事業
・①意思決定や意思決定支援に関する周知を図るための啓
発活動、②意思決定支援に関する知識・技術を有する支援
者を増やすための講座の実施、③意思決定支援の知識・技
術を取り入れたモデル支援の研究・実施、④意思決定支援
に関わる多職種による支援者ネットワークの構築、を進め
ました。

現状の課題・
今後の見通し

〇啓発活動のあり方や意思決定支援実務者
へのフォロー、意思決定支援推進事業と自
立支援協議会をつなぐ仕組みづくりについ
て検討が必要です。また家族や関係団体、
関係機関とも連携しながら、意思決定支援
の普及啓発等に取り組みます。

精神保
健・地域
移行推進

課

5-(2)-4

令和６年度
実施状況

〇法律相談及び成年後見制度利用支援事業（成年後見制
度）
　判断能力が不十分で身寄りのない精神障害のある人、知
的障害のある人の福祉を図るため、成年後見制度利用支援
事業により、生活保護受給者等に対し市長申立てに係る支
援を行いました。
・市長申立て支援　６件

〇市民後見人養成事業権利擁護・市民後見センター運営補
助事業
　専門職後見人（弁護士・司法書士等）不足を補う「市民
後見人」の養成を行うとともに、法人後見業務を行う団体
（社会福祉法人北九州市社会福祉協議会権利擁護・市民後
見センター）の運営を補助しました。
・実務研修実施

現状の課題・
今後の見通し

〇引き続き、市長申立てに係る支援を実施
するとともに、「市民後見人」の養成や法
人後見業務を行う団体の運営を行い、適正
な利用の促進に努めます。

障害者
支援課

障害福祉サービス等提供時における合理的配慮の提供の促進

　障害福祉サービス等の提供にあたり、障害のある人が自信を持って自らの意思を示し、主体的に意思決定を行うことができるよう、障害福
祉サービス等の内容に関する理解の手がかりとなる視覚的支援を行うなど、障害福祉サービス事業者等による障害特性に応じた合理的配慮の
提供を促進します。

意思決定支援の質の向上と普及

　障害福祉サービス等における意思決定支援の質の向上を図るため、国が作成した「障害福祉サービス等の提供に係る意思決定支援ガイドラ
イン」を活用し、障害福祉サービス事業者や相談支援専門員、成年後見の担い手等を対象とした研修を行います。
　併せて、子どもを含めた障害のある人の日常生活及び社会生活において、意思形成支援を含めた意思決定支援に配慮しつつ必要な支援等が
行われることを推進するため、行政が主体となり、当事者・家族を始め関係団体、関係機関等と連携しながら、意思決定支援の普及を図ると
ともに、地域社会における意思決定支援のあり方や意思決定を支える環境の整備について検討を進めます。

成年後見制度の適正利用の促進

　知的障害や精神障害、発達障害により判断能力が不十分な人による成年後見制度の適切な利用を促進するため、必要な経費について助成を
行うとともに、成年後見、保佐及び補助の業務を適正に行うことができる人材の育成及び活用を図るための研修を行います。

令和６年度
実施状況

令和６年度
実施状況
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「北九州市障害者計画」の基本的な施策の実施状況

番号 所管課基　本　的　な　施　策

5-(3)-1

○総合相談窓口である障害者基幹相談支援センターを中心
とした障害者相談支援体制の連携強化に努めました。
　・基幹相談支援センター受付件数　８，９８０件

現状の課題・
今後の見通し

〇引き続き、障害者基幹相談支援センター
を中心とした障害者相談支援体制の連携強
化に努めます。

障害者
支援課

〇障害があっても安心して自立できる地域社会の実現を目
指し、”情報の共有””具体的な協働””関係者による
ネットワーク”に関する協議の場として『北九州市障害者
自立支援協議会』の運営を行いました。
・自立支援協議会　３０回

現状の課題・
今後の見通し

〇引き続き、関係機関によるネットワーク
の構築や地域課題の解決等に向けて話し合
う場として、協議会の運営を行っていきま
す。

精神保
健・地域
移行推進
課

○行政や医療、福祉、司法を含めた関係機関が密接な連携
を図るとともに、地域における依存症に関する情報の共有
や課題の
協議等を行うため、北九州市依存症対策連携会議を開催し
ました。
・北九州市依存症対策連携会議：17機関出席
○市民に対し自殺対策について啓発を図るとともに、うつ
病に関する知識の普及、メンタルヘルスケアに関する取り
組み等を行いました。
　また、市役所内外の関係部局・機関との連携等により、
自殺対策の推進体制の強化を図るほか、自殺予防に必要な
人材（ゲートキーパー）を育成しました。　７３回（３，
４００名）

現状の課題・
今後の見通し

〇引き続き、関係機関との連携のもと、依
存症対策の推進のため、当事者及び家族に
対する支援の充実強化を図っていく中で、
より効果を高めるための方針を検討してい
きます。
〇自殺に関する正しい知識を持ち、困って
いる人を専門家へ繋ぐことができるゲート
キーパーを養成することで、地域に自殺予
防の取り組みを波及させていく必要があり
ます。

精神保健
福祉セン
ター

○市民サービスの向上を図るため、大里、曽根、島郷、折
尾、上津役、八幡南出張所の保健福祉相談窓口において、
高齢者福祉、福祉医療、障害者福祉等に関する相談対応
や、申請の受付を行いました。
　相談件数　２７，３６８件（令和６年度実績）

現状の課題・
今後の見通し

〇今後とも市民に身近な相談窓口として
ニーズに応えて行きます。

総務市民
局
区政推進
課

5-(3)-2

令和６年度
実施状況

○基幹相談支援センターにおいて対応困難事例の支援方法
の検討や情報共有、相談支援事業者に対する相談、助言、
指導を行い、障害者支援に関する専門性の向上に努めまし
た。

○基幹相談支援センターにおいて、２４時間３６５日、い
つでも電話相談を受け付けました。

現状の課題・
今後の見通し

○引き続き、対応困難事例の支援方法の検
討や情報共有を行い、障害者支援に関する
専門性の向上に努めます。

○引き続き、２４時間３６５日の電話相談
受付体制を維持します。

障害者
支援課

5-(3)-3

令和６年度
実施状況

重層的支援体制整備事業への移行準備事業を、門司区・八
幡東区・八幡西区・戸畑区で実施し、計21件のケースを多
機関協働により支援した。

現状の課題・
今後の見通し

令和7年度より重層的支援体制整備事業を
全区にて実施し、地域住民の複雑・複合化
した支援ニーズに対応する包括的な支援体
制の構築を目指す。

地域福祉
推進課

北九州市基幹相談支援センターの充実

　どこに相談してよいかわからないといった障害のある人のための総合相談窓口として、地域における障害者相談支援の中核的な役割を担う
「北九州市基幹相談支援センター」において、訪問支援（アウトリーチ）を含めたきめ細かな相談対応を行い、障害のある人とその家族に寄
り添った支援を進めます。
　また、地域の相談支援事業者に対する相談、助言、指導等を行うことで、市内の相談支援体制の強化を図ります。

重層的支援体制整備事業の実施

　社会的孤立など生活を送る中で直面する困難・生きづらさの多様性・複雑性から生じる既存の制度の対象となりにくいケースや、「8050問
題」、「ダブルケア」、「ヤングケアラー」など、様々なニーズに対応し、必要なサービスにつなげるため、重層的支援体制整備事業を実施
します。

　障害のある人が自らの決定に基づき、身近な地域で相談支援を受けることや支援の必要な人に可能な限り早く気付くことができるよう、北
九州市基幹相談支援センターを中心として区役所の相談窓口、相談支援事業者、各種専門機関、当事者相談員、地域関係者が互いに連携・協
働することにより、総合的な相談支援を提供する体制の整備を図ります。

（３） 相談支援体制の充実

　障害のある人及びその家族が地域で安心して暮らせるよう、障害特性やライフステージに応じた日常生活上の悩みや不安等に関する様々な相談が適切
な支援につながるためのネットワークの構築に努めます。

関係機関相互の連携体制の強化

令和６年度
実施状況
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「北九州市障害者計画」の基本的な施策の実施状況

番号 所管課基　本　的　な　施　策

5-(3)-4

令和６年度
実施状況

〇令和５年度から協議会の組織体制の検討を行い、令和６
年９月より新たな体制で運営しています。現協議会は二つ
の推進会議（「地域生活支援推進会議」「支援の質向上推
進会議」）、「地域生活関係者交流会」及び事務局で構成
されており、「地域生活支援推進会議」は、地域課題の抽
出と課題解決の仕組みづくりの検討及び未解決困難事例の
支援検討等、「支援の質向上推進会議」は、支援者、事業
所及び地域生活支援に関する質の向上について検討する場
として実施しています。また、「地域生活関係者交流会」
は当事者並びに家族、支援者、事業所、関係機関等の様々
な交流によるつながりの強化及び地域課題の収集等を目的
として実施しています。

現状の課題・
今後の見通し

〇引き続き、各推進会議や交流会において
地域の実情に応じた課題解決のための協議
や、様々な交流によるつながりの強化を
図っていきます。

精神保
健・地域
移行推進

課

5-(3)-5

令和６年度
実施状況

〇ライフステージに応じ一貫した支援体制の構築を図るた
め発達障害者支援地域協議会で協議しました。
・会議：２回
〇発達障害者支援センター「つばさ」が中心となり、啓発
や研修・セミナーの実施、ライフステージごとの各種相
談、困難事例の対応策を検討する「処遇検討会」を開催し
ました。
・研修・セミナー：４６回
・処遇検討会：５回

現状の課題・
今後の見通し

〇今後も発達障害者支援地域協議会におい
て、より広い視点からライフステージを通
じた支援の仕組みについて検討していきま
す。
〇発達障害者支援センター「つばさ」を中
心に、研修・セミナーや啓発及びケースに
応じて「処遇検討会」を実施しました。今
後も継続して研修等を実施します。

精神保
健・地域
移行推進

課

5-(3)-6

〇難病患者やその家族等の療養上、日常生活全般にわたる
様々な悩みや相談に対応するため、難病相談支援センター
を拠点とした相談体制の充実を図りました。
　・相談件数　１,５３５件
〇地域における難病患者や家族が安心して療養生活が送る
ことができるよう、必要な情報提供を行うとともに、患
者・家族会等の支援を行いました。
〇難病相談支援センターを拠点として、難病患者の療養や
就労等の相談対応をはじめ、難病患者や家族、医療福祉関
係者等の支援者を対象に就労講演会や医療講演会・交流会
を行いました。

〇引き続き相談体制の充実を図り、患者、
家族等の支援を行います。

健康危機
管理課

〇難病に関する情報の収集、啓発及び提供、並びに教育活
動、広報活動を通じた難病に関する正しい知識の普及を図
りました。

〇引き続き、難病に関する正しい知識の普
及を図ります。

健康危機
管理課

5-(3)-7

令和６年度
実施状況

〇令和６年度は、令和５年度以前の会議内容を振り返り、
患者支援のために今後取り組むべき重点課題について意見
交換を行いました。
　・会議　１回

現状の課題・
今後の見通し

〇引き続き難病対策地域協議会を開催し、
難病患者の支援体制について協議を進めま
す。

健康危機
管理課

難病患者やその家族の支援

　難病患者の療養上、日常生活上での悩みや不安等の解消を図るとともに、難病患者の様々なニーズに対応したきめ細やかな相談や支援を通
じて地域における難病患者支援対策を推進するため、難病相談支援センターを中心とした関係機関との連携を強化し、地域で生活する難病患
者の日常生活における相談・支援を行います。
　また、難病患者やその家族が地域で安心して療養生活を送ることができるよう、患者・家族会等の支援を始め、情報提供や啓発、医療相談
会等の取組を実施し、地域交流活動の促進などを行います。

北九州市障害者自立支援協議会の運営等の充実

　具体的な事例の対応等を通じた地域課題の抽出や解決のための仕組みづくり、関係機関等のネットワークの構築、人材育成、相談支援事業
者の事業運営等の評価等を目的とした北九州市障害者自立支援協議会の運営等の充実を図ります。

発達障害のある子どもや大人への支援

　発達障害のある子どもや大人への支援について、幼児期の「気づき」の段階から、ライフステージに応じ一貫した支援体制の構築を図るた
め、行政の縦割りを超えた体制づくりを進めます。
併せて、市立総合療育センターや発達障害者支援センター「つばさ」を中心とした相談支援、家族支援の強化等に取り組み、保健・医療・障
害福祉・教育、雇用等の協働による包括的な支援を進めます。

北九州市難病対策地域協議会の開催

　難病患者やその家族を始め、医療・福祉・就労等の関係機関、関係団体によって構成する「北九州市難病対策地域協議会」を開催し、地域
における難病患者支援体制に関する課題について情報を共有し、地域の実情に応じた支援体制について協議を行います。

令和６年度
実施状況

現状の課題・
今後の見通し
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「北九州市障害者計画」の基本的な施策の実施状況

番号 所管課基　本　的　な　施　策

5-(3)-8

〇高次脳機能障害のある人の社会復帰促進を図るため、相
談支援や研修会を実施しました（高次脳機能障害支援ネッ
トワーク事業）。
・集団相談会　９回
・個別相談　１１件
・高次脳機能障害支援者研修会　１回

現状の課題・
今後の見通し

〇引き続き高次脳機能障害のある人の社会
復帰促進を図るため、相談支援や研修会を
実施します。

精神保
健・地域
移行推進
課

○若年性認知症に対する正しい理解の普及啓発や、支援者
向け研修会の実施、本人や家族に対する必要な情報提供や
相談支援を行いました。
　・若年性認知症支援者向け研修会　参加者数５７人
　・認知症・若年性認知症介護家族交流会　１２回

現状の課題・
今後の見通し

〇若年性認知症は相談内容が就労や医療等
と幅広いため、今後も関係機関と連携して
対応します。引き続き、若年性認知症の方
の相談体制の充実に努めます。

認知症支
援・介護
予防課

5-(3)-9

令和６年度
実施状況

〇地域リハビリテーション支援センターによる、リハビリ
テーションに関する相談支援を行うとともに、リハビリ
テーション関係者の連携強化や支援者の育成に取り組みま
した。
（地域リハビリテーション支援センターへの相談件数：４
２９件）

現状の課題・
今後の見通し

〇引き続き、ニーズに応じた質の高い相談
支援を行うことができるよう支援者の育
成・活用等行い、地域でリハビリテーショ
ンに関する相談・支援が受けられる体制整
備に取り組みます。

地域リハ
ビリテー
ション推

進課

令和６年度
実施状況

○介護実習・普及センターの運営（福祉用具等の普及）
  リハビリテーション専門職等が福祉用具の選定や適合に
ついての訪問相談支援等を行いました。また、福祉用具の
展示や情報提供、介護実習や研修会等を行いました。
　・講座受講者数　１，３５８人
　・相談件数　２，６３０件

現状の課題・
今後の見通し

〇引き続き、個々の身体状況や生活環境に
応じた福祉用具の相談や適合支援等が行え
るよう、リハビリテーション専門職等によ
る相談支援を行います。

地域リハ
ビリテー
ション推

進課

地域リハビリテーション支援体制の構築

　障害のある人や高齢者、その家族のニーズに応じた質の高い相談支援を行うことができるよう、地域リハビリテーション支援センターを中
心に医療機関等の協力を得て、リハビリテーションに関する相談支援や支援者の育成・活用等に取り組むとともにリハビリテーション関係者
の連携強化を図ります。

高次脳機能障害のある人や若年性認知症の人に対する相談体制の充実

　高次脳機能障害のある人や若年性認知症の人に対し、各種障害福祉サービスや相談窓口等についての情報を提供するとともに、家族に対す
る相談支援体制の充実を図ります。
　また、高次脳機能障害や若年性認知症について、行政や民間の相談窓口従事者等を対象とした講演会や研修を充実し、資質の向上を図りま
す。

令和６年度
実施状況
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「北九州市障害者計画」の基本的な施策の実施状況

番号 所管課基　本　的　な　施　策

5-(4)-1

○在宅サービス利用の状況
（訪問系サービス） 月平均利用延べ時間
・居宅介護等
  （R５）５８，３９４時間／月（２，１８８人／月）
→（R６）６２，２５６時間／月（２，２３５人／月）
（日中活動系サービス） 月平均利用延べ日数
・生活介護
　（R５）６２，７７２人日→（R６）７０，０１５人日
・短期入所
　（R５）３，０６２人日→（R６）３，６１２人日
○障害のある人が、社会との交流促進等を行うために利用
する地域活動支援センターの運営事業者に経費の助成等を
行いました。
・地域活動支援センター　９箇所
○共同生活援助の状況
・月平均利用人数
　(R５)１，７４０人／月→(R６)１，８９７人／月
○福祉ホームの状況
　・市内福祉ホーム　２箇所
　　　　 （R５）１０人/月→（R６）９人/月
○日中一時支援
　月平均利用者数（Ｒ５）157人/月→（Ｒ６）170人/月
〇グループホームの開設時における備品購入費等助成事業
の継続実施等により、施設入所者の地域生活への移行を促
進しました。
・グループホームへの助成　３件

現状の課題・
今後の見通し

○居宅介護
実績としては増加しており、今後も引き続
き高いニーズがあると考えています。
○日中活動系サービス
実績としては増加しており、今後も引き続
き一定のニーズがあると考えています。
○地域活動支援センター
　障害者に創作的活動などの機会の提供、
社会との交流の促進を実施する地域活動支
援センターに引き続き、助成等を行ってい
きます。
○福祉ホームの状況
　福祉ホームの月平均利用者数は、減少し
ているものの、一定のニーズがあることか
ら、引き続き、障害のある方が低額な料金
で、居室その他の設備を利用でき、日常生
活に必要な便宜を受けられるように運営経
費の補助等を行うことにより、地域生活を
支援していきます。
〇日中一時支援
利用者数は増加しており、今後も引き続き
高いニーズがあると考えております。
〇障害のある人の地域における居住の場と
なるグループホームは年々増加していま
す。今後は、障害者の重度化・高齢化に対
応できるグループホームの整備を促進する
ための助成事業を行っていきます。

障害者
支援課

○認知症高齢者等が所在不明となった場合に、警察や郵便
局、区役所、タクシー会社等とのネットワークにより、早
期発見・早期保護を図りました。
・ＳＯＳネットワーク登録者数　１，８８４人

現状の課題・
今後の見通し

〇総登録者数は登録者の見直しにより、前
年と比べ減少したものの、新規登録者は２
４０名と、今後も増加傾向が続くものと予
想されます。事業の普及啓発を強化しつ
つ、ネットワークの活性化、認知症サポー
ターの活用の促進など、事業の拡充に努め
ます。

認知症支
援・介護
予防課

5-(4)-2

令和６年度
実施状況

○在宅で生活する常時介護が必要な重度の障害のある人
に、身体介護や家事援助、外出時における移動中の介護を
総合的に行いました。
・重度訪問介護　２１，０８２時間/月（４４人/月）
○ひとり暮らしの重度障害のある人に対し、栄養バランス
のとれた食事を届けることによって、自立を支援するとと
もに安否確認を行い、異常時の対応を適切かつ速やかに行
いました。
　・重度障害者訪問給食サービス　延配食数：８２２食/
年
○在宅で生活する常時介護が必要な重度の身体障害のある
人で、自宅や通所サービス等で入浴することが困難な人に
対し、看護師やヘルパーが乗車した移動入浴車を派遣し、
入浴サービスを実施しました。
　・訪問入浴サービス
　　月平均利用者数（Ｒ５）１８人／月→（Ｒ６）２１人
／月

現状の課題・
今後の見通し

○重度訪問介護
　サービスの利用は増加しており、今後も
障害のある人の生活を支えるサービスとし
て、ニーズは高いと考えられます。
　引き続き、適切なサービスの支給決定や
良質なサービス提供に努めます。
○重度障害者訪問給食サービス
引き続き、ひとり暮らしの重度障害のある
方への訪問給食サービスを実施し、自立支
援及び安否確認を行います。

障害者
支援課

（４） 地域移行支援、地域生活支援及び地域福祉の充実

　障害のある人が自らの決定に基づき、身近な地域で自立に向けた生活を営むことができるよう、個人の多様なニーズに対応する地域生活の支援を推進
します。
　また、精神障害のある人について、入院医療中心から地域生活中心に地域移行が促進されるような施策に取り組むとともに、ひきこもりの状態にある
当事者と家族への支援等、在宅生活を送る精神障害のある人に対する支援を推進します。
　加えて、障害のある人が社会の構成員として地域で共に生活することができるよう、地域福祉のまちづくりに取り組みます。

在宅生活を支える障害福祉サービスの充実

　障害のある人の在宅生活を支える障害福祉サービスについて充実を図るとともに、地域生活を支えるための多職種のチームが連携する支援
を始め、障害のある人の地域における生活の場のひとつであるグループホーム等に対する支援及び整備を行うことにより、障害福祉サービス
の継続的な利用を促進します。

　障害の重度化・重複化、障害のある人の高齢化に対応する地域における居住の支援や障害福祉サービスの提供、専門的ケア及び強度行動障
害のある人等への適切な支援を推進するとともに、長時間サービスを必要とする重度訪問介護利用者等に対して、適切な支給決定を行いま
す。

障害の重度化・重複化、障害のある人の高齢化への対応

令和６年度
実施状況
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「北九州市障害者計画」の基本的な施策の実施状況

番号 所管課基　本　的　な　施　策

5-(4)-3

令和６年度
実施状況

○障害のある人が住みなれた地域を拠点とし、本人の意向
に即して、充実した生活を送ることができるよう、関係機
関が連携し、地域生活への移行や地域生活を継続するため
の支援を推進しました。
　・地域相談支援　８０件

現状の課題・
今後の見通し

〇引き続き、地域生活への移行や地域生活
を継続するための支援を推進します。

障害者
支援課

5-(4)-4

令和６年度
実施状況

〇緊急時、一時的に受け入れることができる短期施設を１
施設１空床確保しました。
〇「相談」「緊急時の受入れ・対応」「体験の機会・場」
の機能を満たすグループとしてモデル的に活動する事業所
を募集。自立支援協議会で応募者の評価を実施し、３グ
ループ１３事業所を選定（R7.6現在は３グループ、１２事
業所）しました。

現状の課題・
今後の見通し

〇引き続き地域生活支援拠点等の機能や役
割、関係機関・事業所との連携体制、また
モデル実施における具体的な課題の検討や
評価については、北九州市障害者自立支援
協議会において議論を進めていきます。

精神保
健・地域
移行推進

課

5-(4)-5

〇様々な障害特性に応じ、当事者の日常生活における課題
解決に寄与するために各事業（視覚障害者生活教室・オス
トメイト・音声機能訓練・発声訓練）を開催するととも
に、障害のある人の地域における自立・社会参加推進のた
め、社会参加推進センターの運営を実施しました。
　・視覚障害者生活教室：２０回開催・３３７人参加
　・オストメイト社会適応訓練：６回開催・１００人参加
　・音声機能障害者発声訓練：４７回開催・７７６人参加
　・発声訓練指導者養成：１回開催・２人参加

現状の課題・
今後の見通し

〇引き続き、障害特性を考慮しながら、参
加者の社会参加に寄与できるよう、内容の
充実に努めます。

障害福祉
企画課

○屋外での移動に困難な障害のある人に対し、外出のため
の支援を行い、地域での自立生活及び社会参加を促しまし
た。
　・移動支援
   月平均利用者数（Ｒ５）463人/月→（Ｒ６）446人/月

○重度訪問介護の対象となる人に、大学等の通学や学校内
の活動（排泄や食事等）の支援を行いました。
　・重度障害者大学等進学支援（Ｒ５）３人/年→（Ｒ
６）２人/年

○多様化する利用者のニーズに応え、よりきめ細かいサー
ビスを提供するため、意欲、ノウハウ、資金力等を有する
社会福祉法人への譲渡を検討しました。
　
○障害のある人の住まいの場や日中活動の場を確保すると
ともに、その機能の充実を図るため、市立障害福祉施設の
修繕・改修及び備品購入等を行います。また社会福祉法人
等が設置する障害福祉施設の整備を支援しました。
　・障害福祉施設整備　１件

現状の課題・
今後の見通し

〇移動支援
実績としてはひと月あたり420人から470人
の間で推移しており、今後も引き続き高い
ニーズがあると考えております。

〇大学等進学支援事業
重度障害者の修学については、今後も引き
続き一定のニーズがあると考えておりま
す。

〇老朽化した施設を民間譲渡先の社会福祉
法人が改修する際に必要な財源の確保につ
なげるため、引き続き国庫補助等に係る動
向に注視していきます。

〇引き続き、市立施設の修繕等に要する予
算の確保に努めていきます。また、社会福
祉法人等が障害福祉施設等の整備をする際
の国庫補助等に係る動向に注視していきま
す。

障害者
支援課

〇中途視覚障害者緊急生活訓練
・歩行訓練、日常生活動作訓練、コミュニケーション訓練
等
（訓練受講者数：延べ１４１人）
・視覚障害者のつどい（参加者数：延べ７１２人）
・支援者の技術的研修

現状の課題・
今後の見通し

〇中途視覚障害者緊急生活訓練
訓練希望者や相談者のニーズを把握し、
個々の状況に応じた訓練等を実施します。

地域リハ
ビリテー
ション推

進課

　障害のある人の地域生活への移行や地域で生活する障害のある人を支える地域相談支援（地域移行支援・地域定着支援）を提供するための
体制の整備を図ります。

　障害の重度化や障害のある人の高齢化、「親亡き後」を見据え、障害のある人やその家族が地域で安心して生活できるよう、日頃から、身
近なところで見守りや交流を行うとともに、緊急時にすぐに相談でき、必要に応じて緊急的な対応を図る体制や、体験の機会・場の提供や入
所施設・病院、親元からグループホームや一人暮らしなどへの生活の場の移行支援など、地域の社会資源を活用した地域生活支援拠点等の整
備に取り組みます。

地域での生活を支える地域相談支援の充実

地域生活支援拠点等の整備

地域生活における活動支援の充実

　外出のための移動支援や地域活動支援センターの機能の充実等、社会参加や日常生活における創作的活動や生産活動の機会を提供するとと
もに、地域の特性や利用者の状況に応じた地域生活支援の充実を図ります。

令和６年度
実施状況
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「北九州市障害者計画」の基本的な施策の実施状況

番号 所管課基　本　的　な　施　策

○ことばと聴こえの相談事業
　言語・聴覚障害のある人等、ことばや聴こえに悩みのあ
る方に、言語聴覚士が個別または集団で相談・指導・訓練
やコミュニケーションに関する専門的な情報提供等の支援
を行いました。
・ことばと聴こえの相談　966件

現状の課題・
今後の見通し

〇引き続き、相談支援を実施し、必要に応
じ医療・教育等の関係機関との連携や言語
障害に関する正しい理解の促進にも取り組
みます。

地域リハ
ビリテー
ション推

進課

5-(4)-6

○障害のある人やそのご家族等からの相談に応じ、必要な
情報提供や、権利擁護のための必要な援助等を行い、障害
のある人の自立した生活を支援しました。
　・障害者相談支援　８，９８０件

現状の課題・
今後の見通し

〇引き続き、障害のある人やそのご家族等
からの相談に応じ、必要な情報提供や、権
利擁護のための必要な援助等を行い、障害
のある人の自立した生活を支援します。

障害者
支援課

○精神障害のある人が地域の一員として安心して生活でき
るよう、精神科医療機関、障害福祉サービス事業者、行政
等が協議する場を設置し、普及啓発のあり方など議論を行
いました。
　・北九州市精神保健福祉審議会　2回/年

現状の課題・
今後の見通し

〇精神障害にも対応した地域包括ケアシス
テムの構築に向けた協議の場を通じ、連携
の在り方など議論を進めます。

精神保
健・地域
移行推進
課

5-(4)-7

○ピアサポーターの養成を行うとともに、市民向けの講座
や当事者家族、支援者に向けた研修でピアサポーターが体
験談を話し、精神障害の理解を深める啓発活動を行いまし
た。
　・ピアサポーター養成講座　４回実施
　・ピアサポーター登録者数 　１０人
　・ピアサポート活動　５回実施（延べ　１５４名参加）

〇措置入院患者の退院後支援　３２件

現状の課題・
今後の見通し

〇引き続き、ピアサポーターの養成活動や
措置入院患者に対する退院後支援を継続し
て実施します。

精神保
健・地域
移行推進

課

困難な背景を抱える方からの相談をさまざまな専門職の方
が受け生活の支援を図りました。
・くらしとこころの総合相談会　４回実施

現状の課題・
今後の見通し

自殺を考えるほど悩まれている方は、複
雑・困難な課題を抱え、どこに相談すれば
よいか分からないことも多いため、支援者
同士の連携により、相談会を継続開催しま
す。

精神保健
福祉セン

ター

5-(4)-8

○在宅サービス利用の状況
・居宅介護等
  （R５）５８，３９４時間／月（２，１８８人／月）
→（R６）６２，２５６時間／月（２，２３５人／月）
・生活介護
　（R５）６２，７７２人日→（R６）７０，０１５人日
・短期入所
　（R５）３，０６２人日→（R６）３，６１２人日
○日中一時支援
　月平均利用者数（Ｒ５）157人/月→（Ｒ６）170人/月

現状の課題・
今後の見通し

○居宅介護
　実績としては増加しており、今後も引き
続き高いニーズがあると考えています。
○日中活動系サービス
　実績としては増加しており、今後も引き
続き一定のニーズがあると考えています。
〇日中一時支援
利用者数は増加しており、今後も引き続き
高いニーズがあると考えております。

障害者
支援課

○精神障害のある人が継続して地域で生活できるよう、ア
ウトリーチの充実を図り、病状が悪化する前に早期に適切
な支援に繋ぐ体制を構築するための協議を行いました。

現状の課題・
今後の見通し

〇引き続き、アウトリーチの充実を図るた
めの体制の構築に向けて協議を重ねていき
ます。

精神保
健・地域
移行推進

課

精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築

　精神障害のある人とその家族が地域の一員として安心して自分らしい暮らしをすることができるよう、当事者・家族・保健・医療・福祉・
教育等関係者による協議の場を通じて、精神科医療機関、その他の医療機関、障害福祉サービス事業者、行政等の重層的な連携を図ること
で、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築を推進します。

精神障害のある人の地域生活の支援体制の充実

　入院中の精神障害のある人の早期退院（入院期間の短縮）及び地域移行・地域定着を推進するため、入院中からの交流・相談を始め、地域
生活へ移行した後の日常生活や外来通院時の切れ目のないフォローアップ、こころの健康に関する相談対応等、障害のある人が安心して地域
で生活できる支援体制の充実を図ります。
　また、生活に不都合が生じた場合の施設での受け入れ等、関係機関が連携して支援する体制を構築します。

精神障害のある人の在宅生活支援体制の充実、整備

　在宅生活を送っている精神障害のある人が、安心して地域での生活が維持できるよう、多職種が連携した訪問支援（アウトリーチ）の充実
を図ります。
　また、居宅介護などの訪問系サービスや自立生活援助、地域定着支援等のサービス提供体制の整備を図るため、新たにサービス提供を検討
している事業者への情報提供、開設やサービスの質の確保に向けた支援等を行います。

令和６年度
実施状況

令和６年度
実施状況

令和６年度
実施状況

34 



「北九州市障害者計画」の基本的な施策の実施状況

番号 所管課基　本　的　な　施　策

5-(4)-9

令和６年度
実施状況

○心のサポーター養成研修や出前講演、家族会活動への後
援等を通して、広く市民に精神障害についての普及・啓発
を図りました。
・心のサポーター養成数　240名

現状の課題・
今後の見通し

〇精神障害について理解をいただき、見守
り等地域で必要な支援体制を構築していく
ため、引き続き広く市民に普及啓発を図っ
ていきます。

精神保
健・地域

移行
推進課

5-(4)-10

令和６年度
実施状況

〇医療的ケア児レスパイト事業（在宅看護）
　利用人数（月平均）　　36人
　利用日数（月平均）　　38日
　利用時間数（月平均）　59時間
〇同事業（保育所、学校等を訪問して行う看護）
　利用人数（月平均）　　10人
　利用日数（月平均）　　27日
　利用時間数（月平均）　25時間
〇医療的ケア児コーディネーター事業
　市立総合療育センターに医療的ケア児コーディネーター
を1名配置

現状の課題・
今後の見通し

〇医療的ケアが必要な子どもの社会参加や
その親の精神的・肉体的な疲労を緩和する
ために、より一層利用してもらえるよう、
制度の周知や利用しやすいシステム構築に
努めます。

障害者
支援課

5-(4)-11

令和６年度
実施状況

○市立の障害者施設の運営について、専門性を有する社会
福祉法人などの民間活力を導入し、施設の適切な運営や
サービスの向上を図りました。

○多様化する利用者のニーズに応え、よりきめ細かいサー
ビスを提供するため、意欲、ノウハウ、資金力等を有する
社会福祉法人への譲渡を含め、市立障害福祉施設の再整備
を検討しました。

現状の課題・
今後の見通し

〇指定管理者制度で運営している施設につ
いては、定期的に評価を行い、サービス向
上に努めています。

〇民間事業者への移譲等については、相手
方の事情や補助金の活用を考慮しながら検
討していきます。

障害者
支援課

5-(4)-12

令和６年度
実施状況

○司法関係をはじめとする様々な関係機関との協議や事例
を通じて連携を深め、触法障害者が地域で再び犯罪を繰り
返さずに生活できるように必要な支援を行う体制を目指し
ました。

現状の課題・
今後の見通し

〇引き続き、関係機関との協議や事例を通
じて連携を深め、触法障害者が地域で再び
犯罪を繰り返さずに生活できるように必要
な支援を行う体制づくりを行います。

障害者
支援課

精神障害のある人への地域住民による支援の充実

　精神障害のある人が地域移行した後、地域活動への参加や地域住民のネットワークによる見守り等、精神障害のある人が地域で安心して生
活を送ることができるよう、地域住民に対する啓発活動を充実します。

医療的ケア等社会資源の整備促進

　常時介護を必要とする障害のある人及び障害のある子どもが、自らの意思や意向が尊重されたうえで身近な地域で生活できるよう、日中及
び夜間における医療的ケアを含む支援の質と量の充実を図るとともに、体調の変化・支援者の状況等、必要に応じて一時的に利用することが
できる社会資源の整備を促進します。
　また、常時介護を必要とする障害のある人等に対し必要な支援を適切に実施できるよう、支援の在り方について検討を行います。

障害福祉施設の整備

　現在、指定管理者制度で運営されている市立障害福祉施設については、より柔軟かつ安定的に運営サービスを提供するため、民間事業者に
よる独立した運営が可能な施設については、条件が整い次第、社会福祉法人への移譲も含めた再整備を進めます。

触法障害者への支援

　触法障害者の円滑な社会復帰を促進するため、基幹相談支援センターや司法関係者、地域生活定着支援センター、保護観察所、協力事業
主、障害福祉サービス事業者等の関係機関と連携の下、必要な福祉サービス等を利用できるよう支援を行います。
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「北九州市障害者計画」の基本的な施策の実施状況

番号 所管課基　本　的　な　施　策

5-(4)-13

○障害者支援施設やグループホームから一人暮らしへの移
行を希望する知的障害や精神障害のある人に、一定の期間
にわたり、定期的な巡回訪問や随時の対応により、障害の
ある人の理解力、生活力等を補う観点から、適時のタイミ
ングで適切な支援に努めました。

現状の課題・
今後の見通し

〇障害のある人が地域で自立した生活がで
きるよう、理解力、生活力等を補うサービ
スであり、今後もニーズがあると考えてい
ます。

障害者
支援課

北九州市孤独・孤立対策等連携協議会を令和6年4月24日、
11月19日に開催し、孤独・孤立対策の取組み紹介や支援者
同士のつながりをつくるワークショップを実施した。

現状の課題・
今後の見通し

引き続き定期的に協議会を実施すること
で、支援者同士の顔の見える関係性を構築
し、支援のネットワーク強化を図る。

地域福祉
推進課

5-(4)-14

令和６年度
実施状況

〇発達障害のある人が、ライフステージを通じた「切れ目
のない」支援のもと、自分らしさを大切にしながら、安心
して日常生活や社会生活を営むことができるよう、当事者
家族、多職種の支援者からなる「北九州市発達障害者支援
地域協議会」を開催し協議しました。
・会議：２回

現状の課題・
今後の見通し

〇切れ目のない支援の実現に向けて発達障
害者支援地域協議会で引き続き協議しま
す。

精神保
健・地域

福祉
推進課

5-(4)-15

令和６年度
実施状況

〇学識者、障害福祉サービス事業所、発達障害者支援セン
ターつばさ、障害者基幹相談　支援センター、市等で事例
検討会（意見交換会）を実施しました。
・事例検討会：２回
〇障害福祉サービス等事業所への支援・施策を検討するた
め、強度行動障害支援（研修等）に関するアンケートを実
施しました。
・アンケート：１回

現状の課題・
今後の見通し

〇関係機関と情報共有等を引き続き行いま
す。
〇アンケートの結果を踏まえ、発達障害者
支援センター「つばさ」にて、事業所を対
象とした市独自の強度行動障害フォロー
アップ研修会を開催します。

精神保
健・地域

福祉
推進課

行動障害等のある人への支援

　行動障害等の悩みを抱えた人とその家族が地域で孤立することなく、安心して生活できるよう、地域関係者や障害福祉関係者等による見守
り、交流を進めるとともに、専門家等による家族支援の強化を図ります。
　併せて、障害福祉サービス事業所における対応の理解を深め、受け入れを進めるため、サービス従事者を対象に、事例検討会の実施や行動
障害への対応に係る研修等を行うとともに、幅広い関係者に向けて、行動障害のある当事者と家族への支援についての啓発を行います。

地域社会の仕組みづくり

　障害のある人が地域社会において自立した生活ができるように、一人ひとりが抱える課題を地域社会みんなで受け止め、地域の多様な専門
性を生かして解決する仕組みづくりを進めます。
　また、人と人との「つながり」を実感できる地域づくりや地域全体の機運の醸成を図りつつ、行政とNPO等の関係団体が連携・協働し、孤
独・孤立対策の取組を推進するためのプラットホーム「北九州市孤独・孤立対策等連携協議会」を軸に、NPO等関係団体や地域住民等の支援
のネットワークを強化します。

発達障害者支援地域協議会の開催

　発達障害のある人の支援体制に関する地域における課題や、ライフステージに沿った専門的な支援について、関係者間で情報を共有し、緊
密な連携を図るとともに、地域の実情に応じた体制の整備について協議を行うための発達障害者支援地域協議会を開催します。

令和６年度
実施状況
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「北九州市障害者計画」の基本的な施策の実施状況

番号 所管課基　本　的　な　施　策

5-(5)-1

○障害児施設の運営
　市内社会福祉法人による指定管理により、市立障害児施
設を適切に管理・運営しています。
　・指定管理の市立障害児施設　４施設

○障害者相談支援事業
　障害のある人やそのご家族等からの相談に応じ、必要な
情報提供や、権利擁護のための必要な援助等を行い、障害
のある人の自立した生活を支援しました。
　・障害者相談支援 　８，９８０件

○おもちゃライブラリー運営
　市内４ヶ所のおもちゃライブラリーにおいて、おもちゃ
の貸出、相談等を行いました。
　・市内　４箇所、貸出点数　　４，０７５点

現状の課題・
今後の見通し

〇障害児施設の運営
　障害児が安心して療育支援を受けること
が出来るように、市立障害児施設の円滑な
運営・管理について、必要な支援及び指導
等を行います。

〇障害者相談支援事業
　引き続き、出前相談など丁寧な相談支援
により、障害のある人が自立した生活を営
むことができるようにします。

〇おもちゃライブラリーの運営
　引き続き療育と教育の一環として、おも
ちゃを通じた身体的・精神的発達の支援を
継続します。

障害者
支援課

家庭や養育環境を整えることで、育児不安を軽減し、児童
虐待を予防するため、家事・子育て等に対して不安や負担
を抱える家庭を、訪問支援員が訪問し、家育児や家事の支
援等を実施しました。

現状の課題・
今後の見通し

引き続き、家事・子育て等に対して不安や
負担を抱える子育て家庭、妊産婦、ヤング
ケアラー等がいる家庭の支援を行います。

子ども家
庭局

子ども総
合セン
ター

5-(5)-2

〇障害児等療育支援事業のうち、障害児通所施設や保育
所・幼稚園・学校等に対し技術支援等を行う３事業の利用
実績
　施設一般指導事業：43件
　施設専門指導事業：21件
　専門療育指導事業：444件

現状の課題・
今後の見通し

〇引き続き障害児通所施設をはじめ、保育
所・幼稚園・学校等への支援を行い、職員
の資質向上を図ります。

障害者
支援課

〇放課後児童クラブの運営体制の充実
　障害のある児童等への対応が適切に行えるよう、体系的
な研修制度の整備や、巡回カウンセラーの派遣などによ
り、放課後児童支援員等の資質向上を図りました。また、
放課後児童クラブアドバイザーの派遣を通じて、障害のあ
る児童への対応等で、クラブと学校等との相互の関係づく
りを推進しました。
　・指導員研修　１５回実施
　・巡回カウンセラーの派遣　１０２クラブ　２３５回

現状の課題・
今後の見通し

〇指導員研修の充実や、巡回カウンセラー
による各クラブの訪問指導に引き続き取り
組み、指導員の資質向上に取り組みます。

〇巡回カウンセラーをクラブに派遣し、配
慮を要する児童への対応方法について、指
導員へアドバイスを行います。

子ども家
庭局

こども若
者成育課

　障害児通所施設や保育所、幼稚園、放課後児童クラブ、その他関係機関等において、障害の特性に応じた適切な保育等が行われるよう、専
門的、体系的な研修を実施するとともに、市立総合療育センター等の専門施設による体制の充実や専門職種を中心とした巡回カウンセラーの
派遣等を行い、職員の資質向上を図ります。
　また、関係機関相互の連携を促進するなど、運営体制の充実に努めます。

障害のある子どもとその家族への一貫した支援の推進

障害の特性に応じた適切な保育等の資質向上

（５） 障害のある子どもに対する支援の充実

　障害のある子どもの発達を支援する観点から、幼児の成長記録や指導上の配慮に関する情報を必要に応じて関係機関間で共有するなど、保
健・医療・福祉・教育・雇用等の関係機関が連携し、障害のある子ども及びその家族に対して、乳幼児期から成人後まで一貫した切れ目のな
い効果的な支援を地域の身近な場所で提供する体制の構築を図ります。
　また、障害のある子どもの家族支援について、相談や障害福祉サービス等に関する情報提供を実施して必要な支援につなぐとともに、ヤン
グケアラーを含む子ども等の負担軽減を図る観点から、障害のある人の家事援助、短期入所等の必要なサービスの提供体制の確保に取り組み
ます。

　子どもが健やかに成長するための支援の実現を目指し、障害のある子ども及びその家族に対して、乳幼児期から学校卒業まで一貫した効果的な支援を
身近な場所で提供できる体制の構築を図ります。

令和６年度
実施状況

令和６年度
実施状況
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「北九州市障害者計画」の基本的な施策の実施状況

番号 所管課基　本　的　な　施　策

5-(5)-3

令和６年度
実施状況

○障害児保育の充実
　通常保育での受け入れに加え、延長保育、一時保育を含
めて集団保育の可能な障害のある子どもの受け入れを行い
ました。また、関係機関の協力のもと、集団保育の可能な
重度の障害のある子どもを受け入れました。
　・通常保育 (R6.3)505人　→（R7.3）507人
　・一時保育 （R6.3）2人　→（R7.3）1人

　平成３０年４月より今町保育所、平成３１年４月より黒
崎保育所にて医療的ケア児受入体制を整えています。

○親子通園事業
　直営保育所で、発達が気になる子どもや育児に不安を持
つ保護者等を親子で受け入れ、保育所での遊び体験や相談
を通じて継続した支援を行いました。また、保健、医療、
福祉、教育の関係機関と連携しながら、子どもにとって適
切と思われる機関への移行も支援しました。
　・親子通園　２４組　（直営保育所　３箇所）

現状の課題・
今後の見通し

〇障害児保育の充実
　発達障害児等の加配認定をこども施設企
画課による行動観察にて行います。
　障害児保育加配保育士の任用を、障害児
2名に対し保育士1名または5時間パート保
育士2名を任用し、障害児保育の充実を図
ります。
　医療的ケア児の受入体制の充実を強化し
ます。

〇親子通園事業
　親子通園実施3施設の状況について検証
していきながら、関係機関との連携を密に
し、発達が気になる子どもや育児に不安を
持つ保護者等に対して、継続した支援を行
います。活発にＰＲ活動を行い、支援を必
要としている親子への情報周知を図りま
す。

子ども家
庭局

こども施
設企画課

5-(5)-4

令和６年度
実施状況

〇18歳未満の障害福祉サービス等利用実績(月平均利用者
数、利用回数）
・居宅介護：55人※
・短期入所：99人※
・日中一時支援：78人（357回）
　※R6.4～12月の平均利用者数
〇障害児通所サービス利用実績(月平均利用者数、利用時
間・日数）
・児童発達支援：1,884人（16,908時間）
・放課後等デイサービス：4,718人（52,175日）
・保育所等訪問：109人（138日）
・居宅訪問型児童発達支援：4人（13日）
〇障害児等療育支援事業(月平均利用件数）
・訪問療育支援：22件
・外来療育支援：522件
○計画相談支援
・サービス等利用計画（障害児支援利用計画）の作成
   ４，０９６人

現状の課題・
今後の見通し

〇障害福祉サービス等
　いずれのサービスも一定のニーズが見込
まれます。引き続き障害福祉サービス及び
障害児通所サービス等の適切な支給決定に
努めます。

障害者
支援課

5-(5)-5

令和６年度
実施状況

〇18歳未満の障害福祉サービス等利用実績(月平均利用者
数、利用回数）
・居宅介護：55人※
・短期入所：99人※
・日中一時支援：78人（357回）
　※R6.4～12月の平均利用者数

現状の課題・
今後の見通し

〇障害福祉サービス等
　いずれのサービスも一定のニーズが見込
まれます。引き続き障害福祉サービス等の
適切な支給決定に努めます。

障害者
支援課

障害のある子どもの保育等の利用推進

　障害のある子どもの福祉の向上と保護者の子育てを支援するため、身近な地域において、子ども・子育て支援法に基づく給付その他の支援
を可能な限り講じます。
　また、保育所等の利用条件を満たし、かつ集団保育が可能と判定された障害のある子どもについて、同法に基づく保育等を円滑に利用でき
るようにするために必要な支援を行い、保育所等での受け入れを推進します。

児童発達支援等の支援体制の充実

　障害のある子どもに対して、児童発達支援を始め、居宅介護や短期入所（ショートステイ）、日中一時支援等の障害福祉サービス等を提供
し、障害のある子どもが身近な地域で必要な支援を受けられる体制の充実を図ります。
　また、障害のある子どもの発達段階や支援の必要性に応じて、児童発達支援、放課後等デイサービス及び保育所等訪問支援による適切な支
援を提供します。併せて、障害のある子どもが安心して地域における様々な活動等に参加できるよう、支援を行う上での課題やその解決方法
について検討します。

在宅で生活する重症心身障害のある子ども等への支援の充実

　障害のある子どもについて、情報提供や相談支援等により家族やその家庭生活を支援するとともに、在宅で生活する重症心身障害のある人
や子どもについて、専門的な支援の体制を整えた短期入所（ショートステイ）や居宅介護、児童発達支援等の障害福祉サービス等により、在
宅生活の支援の充実を図ります。
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「北九州市障害者計画」の基本的な施策の実施状況

番号 所管課基　本　的　な　施　策

5-(5)-6

○ことばと聴こえの相談事業
　言語・聴覚障害のある人等、ことばや聴こえに悩みのあ
る方に、言語聴覚士が個別または集団で相談・指導・訓練
やコミュニケーションに関する専門的な情報提供等の支援
を行いました。
・ことばと聴こえの相談　966件

現状の課題・
今後の見通し

〇引き続き、相談支援を実施し、必要に応
じ医療・教育等の関係機関との連携や言語
障害に関する正しい理解の促進にも取り組
みます。

地域リハ
ビリテー
ション推

進課

〇日中一時支援
　月平均利用者数（Ｒ５）157人/月→（Ｒ６）170人/月

現状の課題・
今後の見通し

〇日中一時支援
利用者数は増加しており、今後も引き続き
高いニーズがあると考えております。

障害者
支援課

○乳幼児発達相談指導事業（わいわい子育て相談）
　心身の発達が気になる乳幼児について、医師・臨床心理
士・保育士等がチームで相談に応じ、発達障害等を早期に
発見し、乳幼児の健やかな発達を支援しました。
・わいわい子育て相談　１１３回　延べ３５８人

現状の課題・
今後の見通し

〇発達が気になる乳幼児の早期発見・早期
支援のため、関係機関との連携強化を図
り、事業を継続して実施することが必要で
す。

子ども家
庭局

子育て支
援課

○親子通園事業
　直営保育所で、発達が気になる子どもや育児に不安を持
つ保護者等を親子で受け入れ、保育所での遊び体験や相談
を通じて継続した支援を行いました。また、保健、医療、
福祉、教育の関係機関と連携しながら、子どもにとって適
切と思われる機関への移行も支援しました。
　・親子通園　２４組　（直営保育所　３箇所）

現状の課題・
今後の見通し

〇親子通園実施3施設の状況について検証
していきながら、関係機関との連携を密に
し、発達が気になる子どもや育児に不安を
持つ保護者等に対して、継続した支援を行
います。活発にＰＲ活動を行い、支援を必
要としている親子への情報周知を図りま
す。

子ども家
庭局

こども施
設企画課

5-(6)-1

○障害児及びその家族が主体となって長期休暇中に活動し
ている団体にボランティアを派遣し、障害児の家族の負担
を軽減するとともに、活動プログラムを提供しました。
　・活動プログラムの実施回数　２回

現状の課題・
今後の見通し

〇利用者のニーズ、過去の実績を踏まえて
活動プログラムを作成します。
〇参加者のアンケートでは、満足度が
100％となっており、引き続きボランティ
アの育成等を踏まえながら事業の内容を検
討します。

障害福祉
企画課

○在宅サービス利用の状況
・短期入所　(R５)３，０６２人日→（R６）３，６１２人
日
〇日中一時支援
　月平均利用者数（Ｒ５）157人/月→（Ｒ６）170人/月

現状の課題・
今後の見通し

○短期入所
実績としては増加しており、今後も一定の
ニーズがあると考えています。引き続き障
害福祉サービス等の適切な支給決定に努め
ます。
〇日中一時支援
利用者数は増加しており、今後も引き続き
高いニーズがあると考えております。

障害者
支援課

〇障害があっても安心して自立できる地域社会の実現を目
指し、”情報の共有””具体的な協働””関係者による
ネットワーク”に関する協議の場として『北九州市障害者
自立支援協議会』の運営を行いました。
・自立支援協議会　３０回

現状の課題・
今後の見通し

〇引き続き、関係機関によるネットワーク
の構築や地域課題の解決等に向けて話し合
う場として、協議会の運営を行っていきま
す。

精神保
健・地域

移行
推進課

　心身の発達が気になる子どもの子育てに悩みを持つ保護者に対し、子育て支援に関する必要な情報提供を行うとともに、支援が必要な家庭
に対して適切なサービス提供に結びつけるなど、地域の中で子どもが健やかに育成できる環境整備を図ります。
　また、障害のある子どもを育てる家族の負担を軽減し、安心して子育てできるよう、保護者やきょうだい児に対する相談支援の充実を図る
とともに、一時的休息（レスパイト）として、短期入所（ショートステイ）や日中一時支援等を実施します。

家族への支援体制の充実

（６） 障害福祉を支える人材の育成・支援

　障害のある人の地域での生活を支援するため、障害のある人を支える家族の支援の充実を図るとともに、障害のある人やその家族による当事者活動の
促進と質の向上を図ります。

障害のある人を支援する人の支援

　「支援する人を支援する」という考えのもと、障害のある人及び障害のある子どもを介護する家族に対する相談や情報提供、当事者同士の
交流等の取組を充実します。併せて、家族介護者の一時的休息（レスパイト）の観点から、短期入所（ショートステイ）等の利用を進めるこ
とで、障害のある人及び障害のある子どもが安心して地域において生活できるよう、家族の支援を行います。

令和６年度
実施状況

令和６年度
実施状況
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「北九州市障害者計画」の基本的な施策の実施状況

番号 所管課基　本　的　な　施　策

5-(6)-2

○精神障害のある当事者による当事者会、またその家族に
よる家族会等の事業を実施し、分かち合いの場、情報交換
の場などを提供することにより、不安解消に向けた取り組
みを行いました。

現状の課題・
今後の見通し

〇引き続き、不安解消に向けた取り組みを
行います。

精神保
健・地域

移行
推進課

○うつ病、ひきこもり、依存症についての正しい知識や本
人への接し方を学ぶとともに、同じ悩みを持つ家族が出会
い語り合うことで、家族自身の孤立感を和らげ健康に過ご
せるように下記の家族教室を開催しました。
・うつ病の家族教室：5回開催/延34名
・ひきこもり家族教室：7回開催/延28名
・依存問題で悩む家族のための家族教室：9回開催
○ひきこもりの問題に悩む家族や本人、関心をもつ市民
が、ひきこもりへの理解を深め、望ましい関わり方につい
て学ぶための「ひきこもりを考える集い」を開催しまし
た。
・ひきこもりを考える集い：参加者43名

現状の課題・
今後の見通し

○家族が精神疾患やひきこもりへの理解を
深めたり、分かち合うことにより不安解消
にができるよう、教室の内容や開催方法等
を検討しながら、教室を継続実施します。
○引き続き、ひきこもりへの理解促進や、
家族同士の分かち合いによる不安解消等の
ため、ひきこもりを考える集いを実施しま
す。

精神保健
福祉セン
ター

5-(6)-3

令和６年度
実施状況

〇子どもが発達障害かもしれないけど、どうすれば良いか
分からないなどの悩みを抱える保護者の方の不安を軽減す
るため「発達障害に関する相談カフェ」を開催しました。
・相談カフェ：８回

現状の課題・
今後の見通し

〇「発達障害に関する相談カフェ」を引き
続き開催することで、ペアレントメンター
の活動の充実や資質向上を図ります。

精神保
健・地域

移行
推進課

5-(6)-4

〇障害のある人にまちのバリアフリー点検や各種イベント
へのボランティア参加を５２回企画し、延べ１７９人の方
が参加しました。

現状の課題・
今後の見通し

〇引き続き、機を捉えて、障害のある人の
社会参加の一環としてボランティアへの積
極的な参加を呼びかけます。

障害福祉
企画課

○障害のある人やその家族の相談に同じ障害のある人が応
じ、自立した生活に必要な情報提供や、障害受容等に向け
て主に精神的なサポートを行いました。
　・ピアカウンセリング　１，２００回

○障害のある人（障害のある子どもを含む）の相談に応
じ、必要な指導、助言を行うとともに、地域活動の推進、
関係機関への協力や「つなぎ」を行うことにより障害のあ
る人の福祉の増進を図りました。
　・身体・知的障害者相談員　３６人

現状の課題・
今後の見通し

○引き続き、ピアカウンセリング事業を通
じ、自立した生活に必要な情報提供や、障
害受容等に向けて主に精神的なサポートを
行います。

○引き続き、身体・知的障害者相談員を通
じ、必要な指導、助言を行うとともに、地
域活動の推進、関係機関への協力や「つな
ぎ」を行うことにより障害のある人の福祉
の増進を図ります。

障害者
支援課

○各セルフヘルプ・グループ間の交流や、「セルフヘルプ
フォーラム」開催に向けた話し合いを目的とした「セルフ
ハート会議」を開催しました。
・セルフハート会議：11回開催/延90人
〇精神障害のある人の回復、社会復帰、社会参加のための
セルフヘルプ・グループの活動とその重要性について広
報・啓発する「セルフヘルプフォーラム」を開催しまし
た。
・セルフヘルプフォーラム：1回開催/参加者105人

現状の課題・
今後の見通し

〇引き続き、当事者の主体性が尊重される
活動となるよう支援するとともに、広報・
啓発活動を協力して実施します。

精神保健
福祉セン

ター

令和６年度
実施状況

ピアカウンセリングやセルフヘルプ活動の支援

　障害のある人の生活の向上や、権利擁護にとって重要なピアカウンセリングやセルフヘルプ活動を支援します。
　また、障害のある人やその家族によるボランティア活動に対する支援や障害のある人を支える人材の育成が行えるよう環境整備に努めま
す。

精神障害のある人やその家族同士の分かち合い

　精神障害のある人やその家族が障害を受け入れていくことができるよう、精神疾患やひきこもりへの理解を深め、同じ経験を持つ家族同士
の分かち合いの場を提供するなど、情報交換し、悩みを共有しながら不安解消に向けた取組を進めます。

ペアレントメンターの育成

　発達障害のある子どもの家族に対する心理的ケアと家庭における子育ての支援を進めるため、家族同士が子どもとの関わり方や悩みを気軽
に情報交換できる場の充実を図るとともに、家庭における行動面の問題等に対する専門的な支援を行います。
　また、発達障害のある子どもを育てた経験のある保護者が、同じような発達障害のある子どもを持つ保護者に寄り添い、相談を受けるペア
レントメンターを養成し、その活動の充実を図ります。

令和６年度
実施状況
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「北九州市障害者計画」の基本的な施策の実施状況

分野目標

番号 所管課

6-(1)-1

令和６年度
実施状況

○出前講演やリーフレットの配布、家族会活動への後援
等を通して、広く市民に精神障害についての普及・啓発
を図りました。

現状の課題・
今後の見通し

〇引き続き出前講演やリーフレットの配
布、家族会活動への後援等を通して、広く
市民に精神障害についての普及・啓発を図
ります。

精神保
健・地域

移行
推進課

6-(1)-2

○福岡県、福岡市と共に福岡県精神科救急医療システム
を運営し、緊急かつ救急の患者へ病院を紹介するなど、
夜間・休日における精神科緊急・救急医療体制の整備及
び適切な医療の確保を行いました。
○夜間・休日の精神疾患急変時等に相談できる窓口を設
置し、精神障害のある人や、家族等の不安を軽減するこ
とで、地域生活を支援しました。
　・相談件数　１，９００件

現状の課題・
今後の見通し

〇精神科救急患者の受け入れのための空床
確保や医師の確保をより強化する必要があ
ります。
　また、市民からの相談については、引き
続き適切な助言を行うとともに、対象者が
十分に活用できるよう効果的な周知に努め
る必要があります。

精神保
健・地域

移行
推進課

〇かかりつけ医に対し、アルコール依存症等精神疾患に
関する診療の知識・技術及び精神科等の専門医師との連
携方法等を習得するための研修を実施しました。
・かかりつけ医等心の健康対応力向上研修：参加者65名

現状の課題・
今後の見通し

アルコール依存症やうつ病の症状がある人
が最初に受診するのはかかりつけ医である
ことが多いため、今後もかかりつけ医や産
業医を対象とした研修は必要と考えます。
今後も、市医師会との共催による実施方法
を検討していきます。

精神保健
福祉セン

ター

6-(1)-3

令和６年度
実施状況

〇うつやアルコール等依存症の問題、メンタルヘルスに
ついて、正しい知識や対応等の普及啓発のため、様々な
機関からの依頼に基づき、出前講演を実施しました。
・出前講演：50回/参加者約1,850人
○市民に対し自殺対策について啓発を図るとともに、う
つ病に関する知識の普及、メンタルヘルスケアに関する
取り組み等を行いました。
　また、市役所内外の関係部局・機関との連携等によ
り、自殺対策の推進体制の強化を図るほか、自殺予防に
必要な人材（ゲートキーパー）を育成しました。　７３
回（３，４００名）

現状の課題・
今後の見通し

〇うつやアルコールの問題に、より多くの
人に関心をもってもらうことで、精神疾患
の予防や早期発見に繋がるよう、引き続き
出前講演を実施します。
〇自殺に関する正しい知識を持ち、困って
いる人を専門家へ繋ぐことができるゲート
キーパーを養成することで、地域に自殺予
防の取り組みを波及させていく必要があり
ます。

精神保健
福祉セン

ター

　学校、職域及び地域における精神保健相談の充実等、市民のこころの健康づくりを推進します。

精神科医療体制の充実

　精神科医療機関とその他の医療機関や精神保健行政機関との連携を促進し、地域における適切な精神医療提供体制の充実や相談機能の
向上を推進します。
　また、精神疾患の急発・急変により速やかな医療を必要とする人を医療機関へ繋ぎ、迅速かつ適切な医療を提供するとともに、入院中
の精神障害のある人の権利擁護に関する取組を推進し、精神科救急医療体制の充実を図ります。

精神疾患の予防と早期発見・早期対応

　精神疾患の予防と早期発見・早期対応を行うとともに、うつやアルコール等依存症の問題等に取り組み、その重症化を防ぎ、自殺に傾
く人を減らす対策を行います。

令和６年度
実施状況

分野６．保健・医療の推進

　障害のある人が身近な地域において、保健・医療サービス、医学的リハビリテーション等を受けることができるよう、提供体制の充実
を図ります。特に、医療的ケアを必要とする障害のある人や、難病患者に関する施策を推進します。
　また、精神障害のある人が地域の一員として安心して自分らしい暮らしをすることができるよう、精神障害のある人への医療の提供・
支援を可能な限り地域において行います。
　加えて、入院中の精神障害のある人の早期退院及び地域を推進し、いわゆる社会的入院の解消を進め、地域への円滑な移行・定着が進
むよう切れ目のない退院後の支援に関する取組を行います。

（１） 精神保健・医療の適切な提供等

市民のこころの健康づくり

　社会が複雑化し、価値観や人間関係等が急激に変化する中、年々増加するうつ病等のストレス性疾患等に対応するため、こころの健康の推進に努
めます。

基　本　的　な　施　策
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「北九州市障害者計画」の基本的な施策の実施状況

番号 所管課基　本　的　な　施　策

6-(1)-4

令和６年度
実施状況

○精神科病院、精神科・心療内科クリニック、区役所、
障害福祉サービス事業所向けに研修を実施しました。
地域移行研修　１回

現状の課題・
今後の見通し

〇地域移行に携わる医療・福祉・行政の支
援者が、研修などの機会を通し顔の見える
関係を築き、連携を強化していく必要があ
ります。

精神保
健・地域

移行
推進課

6-(1)-5

精神保健福祉法に基づき、下記の事業を実施しまし
た。
○措置入院者医療費等公費負担の状況
　・公費負担　４３人　５０，２８７，６４０円
○精神科病院実地指導等により精神科医療適正化を
行いました。
　・精神科病院実地指導　１８病院
○精神保健福祉相談
　・相談　１４，６９４件

現状の課題・
今後の見通し

〇精神科病院等と連携を図りながら精神科
医療の適正化を図りつつ、精神保健福祉相
談体制を継続することにより市民のこころ
の健康の増進を目指していきます。

精神保
健・地域

移行
推進課

法改正に伴い、書類審査の件数が増加したため、第３部
会を追加し、２部会制から３部会制に変更しました。
精神医療審査会：30回実施

現状の課題・
今後の見通し

これからも、精神障害者の人権に配慮しつ
つその適正な医療及び保護を確保するため
に、精神科病院に入院している精神障害者
の処遇等について審査行います。

精神保健
福祉セン

ター

6-(1)-6

令和６年度
実施状況

○精神障害者支援地域協議会を開催し、措置入院の適正
な運用の在り方等を検討しました。
・協議会（会議）　１回開催

現状の課題・
今後の見通し

〇今後も、精神科医療機関、警察、消防、
行政等の地域の関係機関で定期的に協議を
行い、情報の共有等を図りながら、措置入
院の適切な運用に努めます。

精神保
健・地域

移行
推進課

6-(2)-1

○在宅医療に関わる市内の医療機関等を検索できる「き
たきゅう在宅医療情報なび」の広報や、在宅医療・かか
りつけ医の普及啓発を実施しました。

現状の課題・
今後の見通し

〇「きたきゅう在宅医療情報なび」の広報
や、在宅医療・かかりつけ医等に関する研
修等を実施し、今後も普及啓発を継続して
実施します。

地域医療
課

○身近な地域で、日常的な歯科診療や歯科保健指導を行
うとともに、必要に応じて、適切な専門医等を紹介して
くれる「かかりつけ歯科医」の普及啓発を図りました。

現状の課題・
今後の見通し

〇障害のある人が身近な地域で歯科疾患の予
防・治療、口腔機能の維持・向上を図ることが
できるよう、引き続き、「かかりつけ歯科医」
の普及啓発を行います。

健康推進
課

〇市民を対象に、かかりつけ薬局や薬剤師を持つことの
メリット、医薬分業、医薬品や健康食品の適正使用、
ジェネリック医薬品について周知するため、例年「くす
りのセミナー」を実施しています。令和６年度は11回実
施し、291名が参加しました。

現状の課題・
今後の見通し

〇医薬品の重複投与や相互作用による副作
用、誤飲や不適切な使用による事故が依然
としてなくならないことから、引き続きセ
ミナーを通じて、市民にかかりつけ薬剤師
（薬局）の有用性について周知・浸透を図
り、医薬品の適正かつ有効な使用方法につ
いて啓発していきます。

医務薬務
課

精神障害のある人を支える人材の育成

　精神障害のある人の地域移行の取組等を担う保健師、精神保健福祉士、公認心理師等について、人材の育成や連携体制の構築等を図り
ます。

精神障害者支援地域協議会の開催

　地域の精神科医療機関の役割分担や連携、関係機関間の情報の共有等を検討するために、地域の関係者による協議の場を設けます。

（２） 保健・医療の充実等

地域のかかりつけ医等の普及

　様々な障害について、高齢化等による障害の重度化・重複化の予防及びその対応に留意するとともに、障害のある人が身近な地域の医
療機関を円滑に利用できるよう、医師会等の協力を得てかかりつけ医の普及啓発を図ります。

　高齢化が進む中、障害の重度化・重複化の予防及びその対応に努めます。

精神医療審査会等の適正な運営

　精神医療における人権の確保を図るため、精神保健福祉法の趣旨に即して、精神医療審査会の適切な運営に努めます。
　また、精神科病院の適正な運営を確保することを目的に、精神科病院に対して実地指導を行います。

令和６年度
実施状況

令和６年度
実施状況
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「北九州市障害者計画」の基本的な施策の実施状況

番号 所管課基　本　的　な　施　策

6-(2)-2

○本市における障害のある人や子どもの療育及び医療の
中核施設である総合療育センターの再整備後（平成３０
年１１月１日リニューアルオープン）の効率的な運営体
制確立に取り組みました。

○発達障害のある子どもの早期発見・早期支援に向け
て、療育センターやかかりつけ医、多職種連携による切
れ目のない支援体制について検討しました。

現状の課題・
今後の見通し

〇障害のある子どもに対する療育のさらな
る充実を図っていきます。

障害者
支援課

〇発達障害者支援センター「つばさ」にて、相談者の受
診に同行するなど、寄り添った支援を行いました。

現状の課題・
今後の見通し

〇相談者の不安を軽減するため引き続き寄
り添った支援に努めます。

精神保
健・地域

移行
推進課

6-(2)-3

令和６年度
実施状況

〇医療的ケア児レスパイト事業（在宅看護）
　利用人数（月平均）　　36人
　利用日数（月平均）　　38日
　利用時間数（月平均）　59時間
〇同事業（保育所、学校等を訪問して行う看護）
　利用人数（月平均）　　10人
　利用日数（月平均）　　27日
　利用時間数（月平均）　25時間
〇医療的ケア児コーディネーター事業
　市立総合療育センターに医療的ケア児コーディネー
ターを1名配置
〇北九州地域医療的ケア児支援協議会
　生活支援部会を2回、医療支援部会を1回開催

現状の課題・
今後の見通し

〇医療的ケアが必要な子どもの社会参加や
その親の精神的・肉体的な疲労を緩和する
ために、より一層利用してもらえるよう、
制度の周知や利用しやすいシステム構築に
努めます。
〇引き続き医療的ケア児コーディネーター
による相談業務等を実施し、必要に応じ、
保健、医療、福祉、子育て、教育等の必要
なサービスを総合的に調整し、サービスの
紹介や関係機関へのつなぎ等を行います。
〇北九州地域医療的ケア児支援協議会を開
催し、医療的ケア児及びその家族を支援す
るために関係機関と連携し、支援体制の強
化を図ります。

障害者
支援課

6-(2)-4

令和６年度
実施状況

○障害のある人が、歯科検診、歯科治療を安心して受診
していただけるように、市歯科医師会や市立総合療育セ
ンター歯科等関係機関と連携しました。
１歳６か月児歯科検診　１８件
３歳児歯科検診　　　　　３６件

現状の課題・
今後の見通し

○障害のある人が、歯科検診、歯科治療を
安心して受診していただけるように、市歯
科医師会や市立総合療育センター歯科等関
係機関と引き続き連携していきます。

健康推進
課

6-(2)-5

○自立支援医療(更生医療）の給付
　・更生医療　件　数：５９，５９１件
　　　　　　　給付費：２，１０１，６１１，４７６円

現状の課題・
今後の見通し

○自立支援医療(更生医療）
今後も適正な給付を行うための審査体制構
築に努めます。

障害者
支援課

〇医療機関が円滑に新規指定等の申請ができるよう、電
子申請を開始しました。

現状の課題・
今後の見通し

〇患者団体や医療機関に対して、引き続き
制度の普及等に努めます。

精神保
健・地域

移行
推進課

口腔の健康の保持と増進

　医療的ケアが必要な子ども及びその家族を支援するため、医療的ケア児コーディネーターを配置して、相談対応等を行うとともに、家
族の負担軽減（レスパイト）のためのレスパイト事業を実施します。また、医療的ケアが必要な子どもがライフステージに応じた適切な
支援を受けられるように、北九州地域医療的ケア児支援協議会を設置し、保健・医療・福祉・学校・保育等の関係機関が連携を図るとと
もに、医療的ケアが必要な子どもだけでなく、成人期に移行した後も受け入れることのできる社会資源の確保に努めます。

医療的ケアが必要な子どもの支援の推進

市立総合療育センターの機能充実とかかりつけ医の連携推進

　障害児療育の拠点である市立総合療育センターの機能充実を図るとともに、市立総合療育センターとかかりつけ医の役割分担・情報共
有の仕組みづくりを進めます。

医療費助成の普及

　障害の重度化を抑制するとともに、経済的負担を軽減するため、自立した日常生活又は社会生活を営むうえで必要な医療について、自
立支援医療(育成医療、更生医療、精神通院医療)、重度障害者医療、特定医療（指定難病）等の医療費の助成を行います。
　また、対象となる市民が制度を円滑に利用できるよう、患者団体や医療機関に対し、制度の普及に努めるとともに、市政だよりやウェ
ブサイト等により広く周知を図ります。

令和６年度
実施状況

　北九州市歯科医師会や市立総合療育センター等と連携し、障害のある人が歯科検診や歯科治療を受けることができるよう、歯科医療機
関等の情報提供を行います。
　また、歯科疾患の予防等について、様々な機会を通じて普及啓発を行い、口腔の健康の保持・増進を図ります

令和６年度
実施状況
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「北九州市障害者計画」の基本的な施策の実施状況

番号 所管課基　本　的　な　施　策

○自立支援医療（育成医療）の給付
　・育成医療　３６人　１，０５７，１５０円

現状の課題・
今後の見通し

〇公費助成を行うことで、身体障害児の重
症化を抑制するとともに、保護者の経済的
負担の軽減を図るために、事業を継続して
実施します。

子ども家
庭局

子育て支
援課

6-(3)-1

令和６年度
実施状況

〇精神保健福祉に関わる支援者向けに研修を実施し、支
援者の資質の向上を図りました。
・精神保健福祉基礎研修：参加者57名
・精神保健福祉実務者研修：参加者55名

現状の課題・
今後の見通し

〇今後も研修内容等を見直しながら、継続
して研修を実施することで、支援者の質の
向上に努めます。

精神保健
福祉セン

ター

6-(3)-2

令和６年度
実施状況

○身体障害者福祉法第１５条に規定する指定医師を対象
として、身体障害者診断書・意見書の記入内容の解説
や、最新情報の提供を行い、障害程度の認定に関する技
術の向上を図りました。
・１５条指定医研修　１回実施（参加者　２２名）

現状の課題・
今後の見通し

〇引き続き、15条指定医師に対して必要な
知識・技術の向上、認定基準の改正などに
ついて周知を図るための研修を実施してい
きます。

地域リハ
ビリテー
ション推

進課

6-(3)-3

〇精神保健福祉に関わる支援者向けに研修を実施し、支
援者の資質の向上を図りました。
・精神保健福祉基礎研修：参加者57名
・精神保健福祉実務者研修：参加者55名

現状の課題・
今後の見通し

〇今後も研修内容等を見直しながら、継続
して研修を実施することで、支援者の質の
向上に努めます。

精神保健
福祉セン

ター

○障害のある人や高齢者等が、住み慣れた地域で、安全
にいきいきとした生活を送ることができるよう、保健・
医療・福祉・介護の関係者のネットワークづくりや人材
育成など、地域リハビリテーションの推進に取り組みま
した。
・地域リハビリテーションケース会議
　１回開催（参加者１８５名）

現状の課題・
今後の見通し

〇引き続き、支援技術の向上など参加者の
人材育成につながるような研修会を開催す
るとともに、身近な地域でリハビリテー
ションに関する相談・支援が受けられる体
制整備に取り組みます。

地域リハ
ビリテー
ション推

進課

6-(4)-1

○特定医療費の支給状況
　・特定医療　９,１３４人　２,４４９,４６９,２４１
円

現状の課題・
今後の見通し

〇引き続き特定医療費（指定難病）の申請
受付から認定までを、迅速かつ的確に行う
とともに、特定医療費（指定難病）の支給
を確実に行います。

健康危機
管理課

○小児慢性特定疾病医療費の支給状況
　・小児慢性特定疾病医療　７１９人
　２２９，１６１，７５９円

現状の課題・
今後の見通し

〇公費助成を行うことで、患児の重症化を
抑制するとともに、保護者の経済的負担の
軽減を図るために、事業を継続して実施し
ます。

子ども家
庭局

子育て支
援課

　保健・医療に従事する人材の育成・確保とともに、障害や障害のある人に関する正しい知識の普及を図るなど、資質の向上に努めます。

保健・医療を支える職員の資質向上

　障害のある人にとって必要な福祉サービス等の情報提供が速やかに行われるよう、区役所の職員等への研修などを通じ、職員の資質の
向上を図るとともに、保健・医療・障害福祉事業従事者及び教育関係者間の連携を図ります。

医療従事者に対する障害と障害のある人や子どもの知識の普及

　障害のある人や子どもの保健・医療を支える医師や保健師、看護師等に対して、障害に係る医学的な知識の他、障害福祉制度、合理的
配慮等の知識の周知を図ります。
　また、医療機関において障害のある子どもに対応する方法、円滑な診療を妨げる行為が生じた場合の対処方法等の研修の充実を図りま
す。

保健・医療等関係者の地域ネットワークづくりや人材育成

　障害のある人や高齢者等が、住み慣れた地域で、安全にいきいきとした生活を送ることができるよう、保健・医療・福祉・介護の関係
者が多職種間における連携の仕方や支援技術を学べる研修会等の実施及び関係者による区単位でのネットワークの構築に取り組みます。

（４） 難病に関する保健・医療施策の推進

令和６年度
実施状況

（３） 保健・医療を支える人材の育成・確保

難病患者の医療費助成等

　難病に関する医療の普及を図るとともに、難病患者の医療費の負担軽減を図るため、医療費助成を行います。
　また、小児慢性特定疾病児童等についても、その家庭の医療費の負担軽減を図るため、医療費助成を行います。

　難病患者の在宅療養上の適切な支援を行うとともに、安定した療養生活に資する取組を進めます。

令和６年度
実施状況
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「北九州市障害者計画」の基本的な施策の実施状況

番号 所管課基　本　的　な　施　策

6-(4)-2

○難病サービスガイドやホームページ等により、医療費
助成制度や福祉サービスをはじめ、医療講演会などの情
報提供を行いました。
　・難病サービスガイド（令和６年６月一部改訂版）の
配布

現状の課題・
今後の見通し

〇難病患者等が、簡単に必要な情報の取得
ができるよう、引き続き情報提供を行って
いきます。

健康危機
管理課

○難病患者の療養や就労等の相談対応をはじめ、難病患
者や医療福祉関係者へ社会資源や患者会について情報提
供を行いました。

現状の課題・
今後の見通し

〇引き続き難病患者・家族等の支援の充実
に努めます。

健康危機
管理課

○小児慢性特定疾病児童等とその家族の持つ様々なニー
ズに対応した相談支援を行いました。
　・小児慢性特定疾病児童等に関する相談支援　８０件

現状の課題・
今後の見通し

〇相談支援を行うことで、必要な情報の提
供及び助言を行うとともに、患児の健全育
成及び自立促進を図るために、事業を継続
して実施します。

子ども家
庭局

子育て支
援課

6-(5)-1

○妊産婦歯科健診や乳幼児歯科健診、歯周病検診等を実
施するとともに、歯科健診等の重要性について普及啓発
に取り組み、受診促進を図りました。

現状の課題・
今後の見通し

○早産や低体重児出産、脳血管疾患等と関
連のある歯周病の予防や、適切な口腔機能
の獲得・維持・向上を図るため、引き続
き、関係機関と連携し、歯科健診等の受診
促進を行います。

健康推進
課

○聴覚の障害を早期に発見し、早い段階で適切な措置が
講じられるようにするため、新生児に対し行う聴覚検査
費用の一部を助成しました。また、検査で聴覚障害が発
見された場合には、早期療育に取り組むための支援を行
いました。
　新生児聴覚検査実施率　９５．２％

現状の課題・
今後の見通し

〇聴覚障害の早期発見・早期療育のため、
事業を継続して実施します。

子ども家
庭局

子育て支
援課

6-(5)-2

令和６年度
実施状況

○全国的に不足が生じている産婦人科、小児科医師の確
保のため、医師会が主催する後期臨床研修や周産期医療
に関する研修等への補助を実施しました。
○周産期医療体制について、より分かり易い周知を行う
ためチラシを改訂しました。

現状の課題・
今後の見通し

〇産婦人科・小児科医師の確保について
は、医師確保策として一定の成果は上げて
おり、今後も市医師会と連携しながら、研
修等への支援を行います。

地域医療
課

　治療を必要とする子どもの早期発見につなげる取組を進めるなど、障害の原因となる疾病等の適切な予防及び早期発見や健康保持・増進の推進を
図ります。

各種健康診断の普及と関係機関の連携推進

　妊産婦・乳幼児に対する健診及び保健指導、新生児聴覚スクリーニング等の適切な実施、周産期医療・小児医療体制の充実等を図ると
ともに、これらの機会の活用により、疾病等の早期発見及び治療、早期療養を図ります。
　また、障害の早期発見と早期療育を図るため、療育に知見と経験を有する医療・障害福祉の各関係機関が緊密な連携を取り、適切な支
援を行います。

（５） 障害の原因となる疾病等の予防・早期発見

　小児慢性特定疾病児童等を含めた難病患者等に対し、総合的な相談や支援を行うとともに、在宅療養上の適切な支援を行うことによ
り、安定した療養生活の確保と難病患者等及びその家族の生活の質の向上を図ります。

令和６年度
実施状況

周産期医療体制の充実

　周産期医療対策においては、ハイリスク母体・胎児及び新生児等にわたる課題に対応するため、妊娠、出産から新生児に至る総合的な
周産期医療体制の充実を図ります。

難病患者等の在宅療養の支援推進

令和６年度
実施状況
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「北九州市障害者計画」の基本的な施策の実施状況

番号 所管課基　本　的　な　施　策

6-(5)-3

○身近な地域で、日常的な歯科診療や歯科保健指導を行
うとともに、必要に応じて、適切な専門医等を紹介して
くれる「かかりつけ歯科医」の普及啓発を図りました。

現状の課題・
今後の見通し

○障害のある人が身近な地域で歯科疾患の
予防・治療、口腔機能の維持・向上を図る
ことができるよう、引き続き、「かかりつ
け歯科医」の普及啓発を行います。

地域医療
課

〇市民を対象に、かかりつけ薬局や薬剤師を持つことの
メリット、医薬分業、医薬品や健康食品の適正使用、
ジェネリック医薬品について周知するため、例年「くす
りのセミナー」を実施しています。令和６年度は11回実
施し、291名が参加しました。

現状の課題・
今後の見通し

〇医薬品の重複投与や相互作用による副作
用、誤飲や不適切な使用による事故が依然
としてなくならないことから、引き続きセ
ミナーを通じて、市民にかかりつけ薬剤師
（薬局）の有用性について周知・浸透を図
り、医薬品の適正かつ有効な使用方法につ
いて啓発していきます。

医務薬務
課

○夜間・休日における救急医療体制の維持・確保のた
め、急患センターの運営、テレフォンセンターにおける
病院の紹介、協力病院による初期救急体制等の整備を実
施しました。
○在宅医療・介護連携支援センターによる在宅医療に関
する相談支援、多職種情報共有ツール（病院窓口ガイ
ド）作成、医療・介護連携ルールやとびうめ＠きたきゅ
う利用の普及・啓発を実施しました。

現状の課題・
今後の見通し

〇救急医療体制の維持・確保については、
各病院の医師、医療スタッフの負担軽減に
資する体制確保や財政的支援を今後も継続
して実施します。
〇かかりつけ医を中心とした多職種連携の
推進や、情報共有ツール・ルール作成等と
ともに、市民に対する在宅医療やかかりつ
け医等についての普及啓発を今後も継続し
て実施します。

健康推進
課

6-(5)-4

令和６年度
実施状況

〇がんや糖尿病などの生活習慣病の早期発見、発症予防
と重症化予防を図るため、「北九州市健康づくり推進プ
ラン」に基づき、がん検診等の各種健康診査及び受診促
進事業を実施しました。
○有識者や市民等で構成する「北九州市健康づくり推進
会議」を開催し、第三次北九州市健康づくり推進プラン
の進捗状況の確認、健康づくり施策についての意見交換
を行いました。

現状の課題・
今後の見通し

〇プランの各指標達成のため、関連事業の
実施はもとより、地域、行政、企業などの
あらゆる主体が一体となって健康づくりに
取組み、市民一人ひとりの自律的・主体的
な健康づくり活動を支援し、健康寿命延伸
を目指します。
○第三次北九州市健康づくり推進プランに
基づき、がん検診等の各種健康診査及び受
診促進事業を実施します。

健康推進
課

　「北九州市健康づくり推進プラン」に基づき、生活習慣病を予防するとともに合併症の発症や症状の進展等を予防するため、栄養・食
生活、身体活動・運動、休養、飲酒、喫煙及び歯・口腔の健康に関する生活習慣の改善による健康の増進、健康診査・保健指導の実施等
に取り組みます。

北九州市健康づくり推進プランの普及

令和６年度
実施状況

地域・在宅での医療の提供体制の充実

　疾患、外傷等に対して適切な治療を行うため、専門医療機関、身近な地域における医療機関及び在宅における医療の提供体制の充実を
図るとともに、関係機関の連携を促進します。
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「北九州市障害者計画」の基本的な施策の実施状況

分野目標

番号 所管課

7-(1)-1

令和６年度
実施状況

○児童生徒の障害の状況や地域的な設置状況等を踏まえ
ながら、特別支援教育を行う場の整備を行いました。
（令和６年５月１日現在）
　・特別支援学校　８校
　・特別支援学級　４１１学級
　・特別支援教室　１９０教室

現状の課題・
今後の見通し

〇地域格差の解消や、ニーズに応じた小・
中学校への特別支援学級（知的障害、自閉
症・情緒障害、難聴、病弱・身体虚弱）の
計画的な設置を関係各課と連携しながら進
めていきます。

〇通常の学級に在籍する発達障害などの児
童生徒が、通級指導教室設置校に通うこと
なく、在籍校で特別な指導が受けられる特
別支援教室の充実を図ります。（令和３年
度より小学校、令和５年度より中学校で全
面実施）

教育委員
会

特別支援
教育課、
施設課、
学事課、
教職員課

7-(1)-2

令和６年度
実施状況

○幼稚園、小・中・特別支援学校、特別支援教育相談セ
ンター及び関係機関が、それぞれの機能を活かした相談
支援を行います。また、関係機関と連携した相談支援を
進めました。
　・相談支援　２，５９４件

現状の課題・
今後の見通し

〇保健福祉局、子ども家庭局等関連部局と
の情報共有を図り、障害のある子どもに対
する支援体制の在り方について協議を行っ
ていきます。

教育委員
会

特別支援
教育相談
センター

7-(1)-3

令和６年度
実施状況

○子どもの障害の状態や特性を理解し、本人や保護者の
意見の聴取を行う就学先決定の仕組みを整えました。ま
た、就学先等の変更について本人・保護者が相談でき
る、就学相談会を実施しました。
　・就学相談　１，５６３件

現状の課題・
今後の見通し

〇関係機関と連携した相談支援を進めま
す。保健福祉局、子ども家庭局等関連部局
との情報共有を図り、障害のある子どもに
対する支援体制の在り方について協議を行
うなど、連携を図ります。

〇分かりやすい相談窓口の提示に向け、
ホームページ上での情報提供を行います。

教育委員
会

特別支援
教育相談
センター

障害のある子どもの就学先の決定

　障害のある子どもの就学先は、本人・保護者に対して十分に情報を提供するとともに、子ども一人ひとりの障害の状態、本人の教育的
ニーズ、本人・保護者の意見、教育学、医学、心理学等専門的見地からの意見、学校や地域の状況等を踏まえた総合的な観点から検討
し、教育委員会が保護者と建設的対話による合意形成を図ったうえで適切に決定します。
　また、障害のある子どもたちの発達の程度、適応の状況等に応じて、柔軟に「学びの場」を変更できることについて、本人・保護者に
十分に説明します。

分野７．教育の振興（インクルーシブ教育システムの推進）

　障害の有無によって分け隔てられることなく、誰もが相互に人格と個性を尊重し合う共生社会の実現に向け、障害の有無にかかわら
ず、可能な限り共に教育を受けることのできる仕組みを構築するとともに、障害に対する理解を深めるための取組を推進します。
　また、高等教育を含む学校教育における障害のある子どもに対する支援を推進するため、障害のある子どもに対する適切な支援を行う
ことができるよう環境の整備に努めるとともに、合理的配慮の提供等の一層の充実を図ります。
　さらに、障害のある人が社会においてその能力を発揮し、自己実現を図ることができるよう、障害のある人が学校教育のみならず生涯
にわたってその年齢、能力、障害の特性等を踏まえた教育を受けられるように取り組みます。

（１） インクルーシブ教育システムの推進

　「北九州市特別支援教育推進プラン」に示すとおり、一人ひとりに着目した連続性のある指導・支援の充実に向け、医療・保健・福祉
等の関係機関との連携を図ります。
　また、それぞれの「学びの場」における指導・支援のあり方について教職員や保護者に対し助言を行うことによって、より一層の特別
支援教育の充実に努めます。

　合理的配慮を含む必要な支援を受けながら、障害のある子どもと他の子どもが、交流や共同学習等を通じて、共に育ち合う取組を進めます。

多様な学びの場の整備

　インクルーシブ教育システムの理念を踏まえ、障害の有無にかかわらず、子どもたちが同じ場でともに学べるように努めます。
　また、個別の教育的ニーズのある子どもたちに対して、自立と社会参加を見据えて、その時点における教育的ニーズにもっとも的確に
応える指導を提供できるよう、小・中学校における通常の学級、通級による指導、特別支援学級、特別支援学校といった連続性のある
「多様な学びの場」を整備します。

医療・保健・福祉等の関係機関との連携

基　本　的　な　施　策
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「北九州市障害者計画」の基本的な施策の実施状況

番号 所管課基　本　的　な　施　策

7-(1)-4

令和６年度
実施状況

○教職員や保護者に対して障害のある子どもへの合理的
配慮の提供に対する助言を行うとともに、個別の教育支
援計画の作成を支援しました。
　・個別の教育支援計画　４，９４０人
   (合理的配慮の明記　100％)

現状の課題・
今後の見通し

○個別の教育支援計画の必要性や有効性に
ついて、教職員に研修等を通して周知する
とともに、保護者に対して理解促進を図
り、計画の策定・活用により切れ目のない
一貫した支援を推進します。

教育委員
会

特別支援
教育課、
特別支援
教育相談
センター

7-(1)-5

令和６年度
実施状況

○小・中学校等は特別支援教育コーディネーターを中心
とした校内支援体制を構築し、関係機関と連携を図りな
がら、障害のある子どもに適切な指導や支援を行いまし
た。
　・特別支援教育コーディネーター　４８６人

現状の課題・
今後の見通し

〇特別支援教育コーディネーターの専門性
の向上に向け、研修内容の専門性や実践性
の充実を図るとともに、特別支援教育相談
センターの専門相談員の活用の拡大を図り
ます。
〇特別支援教育コーディネーターの複数配
置により、校内でのOJTを推進し、切れ目
ない支援を行います。

教育委員
会

教職員
課、特別
支援教育

課

7-(1)-6

令和６年度
実施状況

○特別な支援が必要又は、その可能性がある幼児、その
保護者、教職員に対する早期教育相談や早期巡回相談を
実施し、関係機関との連携を図りながら適切な指導・支
援についての助言を行いました。
　・早期教育相談/早期巡回相談　５１１回

現状の課題・
今後の見通し

〇複数回の訪問を設定し、対象幼児の行動
観察を行うとともに、特別支援教育コー
ディネーター等の支援者が園（所）内で活
躍できるような具体的な指導助言を行うこ
とで、幼稚園・保育所（園）の相談支援体
制整備に努めます。

教育委員
会

特別支援
教育相談
センター

7-(1)-7

○小・中学校に対して個別の教育支援計画に基づく適切
な支援が行われるよう指導・助言を行うとともに、計画
の内容が次の就労先に適切に引継がれるよう周知を図り
ました。
　・特別支援教育コーディネーター連絡会議　年間３回

現状の課題・
今後の見通し

○個別の教育支援計画の必要性や有効性に
ついて、教職員に研修等を通して周知する
とともに、保護者に対して理解促進を図
り、計画の策定・活用により、切れ目のな
い一貫した支援を推進します。

教育委員
会

特別支援
教育課

○早期教育相談、巡回相談、教育相談等の場を通じて、
障害のある子どもに対して必要な支援を一貫して行うた
めの個別の教育支援計画について周知し、その作成に際
して適切な助言を行いました。
　・早期教育相談/早期巡回相談/教育相談／巡回相談
　  ２，０４５回
　・個別教育支援計画作成助言　１６０件

○特別な支援が必要な幼児児童の情報について、小学
校、特別支援学校入学時における相互の連絡体制、情報
共有機能を強化しました。
　・相談支援体制整備　７７校

現状の課題・
今後の見通し

〇小学校入学後も継続的な支援の必要性を
伝え、個別の教育支援計画の作成を保護者
と学校、幼稚園・保育所（園）に促してい
くとともに、確実な引継ぎを支援します。

〇特別支援教育相談センターのホームペー
ジに、「北九州市の特別支援教育につい
て」と「北九州市の就学相談について」の
動画を掲載して情報発信を行っています。
動画の内容は、必要に応じて加除修正等の
検討をする。

教育委員
会

特別支援
教育相談
センター

個別の教育支援計画に基づく支援

　障害のある子どもに対して適切な療育や指導、必要な支援を行うため個別の教育支援計画を作成するとともに、個別の教育支援計画等
に基づく幼児期や学齢期を通じた一貫した支援を行います。
　また、教育支援計画の内容が次の就学先や就労先等に正しくかつ確実に繋がるよう、その必要性や有効性について教職員に対する研修
の中で周知し、積極的な活用を図ります。
　さらに、その子どもにとって、現時点でどのような支援が最も適しているかについて、保護者に対して教育的ニーズの変容も踏まえて
適切かつ十分に情報提供するとともに、連携・協力ができるようにします。

令和６年度
実施状況

校内支援体制の構築

　校長のリーダーシップの下、特別支援教育コーディネーター（特別支援教育を推進する教員）を中心とした校内支援体制を構築しま
す。
　また、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー、看護師、言語聴覚士、作業療法士、理学療法士、臨床心理士、公認心理
師、精神保健福祉士、社会福祉士等の外部専門家及び学校支援講師等の活用を図ることで、全ての学校が組織として、障害のある子ども
たちの多様なニーズに応じた支援を提供します。

心身の発達が気になる子どもへの関わり

　早期のうちに障害に気付き、適切な支援につなげるため、心身の発達が気になる子どもに早い時期から関わり、早期発見の取組を強化
します。
　また、医療・保健・福祉等との連携の下、乳幼児に対する健康診査や就学時の健康診断の結果や入学後の子どもの状態等を踏まえ、本
人や保護者に対する早期からの教育相談・支援体制の充実を図ります。

　障害のある子どもたちに対する合理的配慮の提供にあたっては、全ての学びの場において、情報保障やコミュニケーションの方法につ
いて配慮します。そして、一人ひとりの障害の状態や教育的ニーズ等に応じて学校と本人・保護者間で建設的な対話を行い、合意形成を
図った上で、個別の教育支援計画へ明記します。
　また、合理的配慮は、障害のある子どもたちの状況に応じて適切に提供されることが望ましいことを、個別の就学相談等での面談と広
報等によって、保護者や関係者に対して周知します。

障害のある子どもたちに対する合理的配慮の提供
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「北九州市障害者計画」の基本的な施策の実施状況

番号 所管課基　本　的　な　施　策

7-(1)-8

令和６年度
実施状況

○幼稚園、小学校、中学校、高等学校、特別支援学校
は、必要に応じて、校内支援委員会を中心とした子ども
の支援に関する検討会議を開催し、個別の教育支援計画
に基づく関係機関との連携や支援の充実を図りました。
　・全小学校、中学校、高等学校、特別支援学校が校内
支援委員会を設置

○全幼稚園、小学校、中学校、高等学校、特別支援学校
の管理職に、校内支援委員会の状況等について、協議を
通して情報を共有する場を設定し、各学校の仕組みや好
事例等を自校の取組の参考にしてもらうことを通して、
校内支援員会の充実を図りました。

現状の課題・
今後の見通し

○保健福祉局、子ども家庭局等関連部局と
の情報共有を図り、障害のある幼児児童生
徒に対する支援体制の在り方について協議
を行います。

○早期からの特別支援教育の重要性と継続
的な支援の必要性を伝え、個別の教育支援
計画の作成を保護者や保育所（園）に促し
ていくとともに、確実な引継ぎを支援しま
す。

教育委員
会

特別支援
教育課

7-(2)-1

児童生徒の障害の状況や地域的な設置状況等を踏まえな
がら、特別支援教育を行う場の整備を行いました。

現状の課題・
今後の見通し

〇地域格差の解消や知的障害、自閉症・情
緒障害、難聴、病弱・身体虚弱のニーズに
応じた小・中学校への特別支援学級の計画
的な設置を関係各課と連携しながら進めて
いきます。

〇通常の学級に在籍する発達障害などの児
童生徒が、通級指導教室設置校に通うこと
なく、在籍校で特別な指導が受けられる特
別支援教室の充実を図ります。（令和３年
度から小学校、令和５年度から中学校で全
面実施）

教育委員
会

特別支援
教育課、
施設課、
学事課、
教職員課

〇就労先の職種の変化に対応するため、作業教室の整備
と就労支援の充実（北九州中央高等学園）と、一般就労
に関するノウハウ等の共有（小倉北特別支援学校、北九
州中央高等学園）を目的とし、教育課程の整備や新築移
転に向けての準備等を行いました。

現状の課題・
今後の見通し

〇移転予定
・小倉北特別支援学校：令和８年１月
・北九州中央高等学園：令和８年４月
〇連絡会議等で、各校や各課と連携し教育
環境の整備に取り組んでいきます。

教育委員
会

特別支援
教育課

7-(2)-2

〇センター的機能の代表校である特別支援学校２校を中
心に、他の特別支援学校や関係機関と連携して相談や研
修会を実施して、地域の園、小・中学校、高等学校等に
おける特別支援教育の体制整備の促進を図りました。
　・訪問相談　４１７件
　・特別支援学校のセンター的機能研修会　５回開催

現状の課題・
今後の見通し

〇特別支援教室の整備に伴い、特別支援学
校のセンター的機能と特別支援教育相談セ
ンターが関わる相談事案等を学校と情報共
有しながら支援を推進します。

教育委員
会

特別支援
教育課

○特別支援学校の特別支援教育コーディネーターが幼稚
園、保育所、小・中学校に訪問して、障害のある子ども
への指導や支援について助言を行う訪問相談を実施しま
した。
　・特別支援学校の特別支援教育コーディネーター　１
８人
　・訪問相談、来校相談　４１７件

〇特別支援学校のセンター的機能と特別支援教育相談セ
ンターの教育相談、巡回相談での情報共有を図り、継続
的に支援を行うことで、通常の学校における支援体制の
推進を図りました。

現状の課題・
今後の見通し

〇幼稚園、保育所、小・中・高等学校の教
育的ニーズに応じ、特別支援学校のセン
ター的機能と特別支援教育相談センターが
連携して相談業務を行うことで、全市的な
相談支援体制の整備を推進します。

教育委員
会

特別支援
教育相談
センター

　市立の学校施設については、今後も多様化する教育環境のニーズにこたえるため、校舎等の施設・設備の整備充実に努め、バリアフ
リー化を推進するとともに、特別支援学校の教室不足解消に向けた取組等を推進し、教育環境の維持改善を図ります。

（２） 教育環境の整備

　障害のある子どもが安全かつ円滑な学校生活を送ることができるよう、施設や設備の整備のほか、時代の流れ等に応じた教育環境の整備に取り組
みます。

子どもたちに対する支援の検討会議の開催

　本人や保護者等から相談を受け、関係機関との連携が必要なケースについては校内支援委員会を中心とした、子どもたちに対する支援
の検討会議を開催し、個別の教育支援計画等に基づく関係機関との連携や支援の充実を図ります。

幼稚園、保育所（園）、小・中学校、高等学校等における特別支援教育の体制整備の促進

　特別支援学校が有する地域における特別支援教育のセンター的機能としての充実を図り、特別支援教育に関する教職員の専門性の確
保、指導力向上を目指します。
　また、専門機関との連携を強化し、幼稚園、保育所（園）、小・中学校、高等学校等における特別支援教育の体制整備の促進に努めま
す。

令和６年度
実施状況

教育環境の維持改善

令和６年度
実施状況
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「北九州市障害者計画」の基本的な施策の実施状況

番号 所管課基　本　的　な　施　策

7-(2)-3

令和６年度
実施状況

○教職員の特別支援教育に関わる専門性や指導力の向上
を図ります。特別な支援を要する児童生徒に専門的な見
地から適切な指導ができる教職員を育成しました。
　・北九州市教育支援委員会判定専門部会　　２回実施
　・特別支援学校のセンター的機能研修会　　５回
　・特別支援教育コーディネーター連絡会議　３回
　・特別支援学級新担当者研修会　　　　　　１回
　・特別支援学級担当者研修会　　　　　　　６回
　・外部専門家派遣　　　　　　　　　　５３１回

現状の課題・
今後の見通し

〇幼児児童生徒一人一人の教育的ニーズの
多様化に対応するために、教育センターと
これまで以上に連携しながら、より専門性
の高い実践的な研修の充実を図っていきま
す。

教育委員
会

特別支援
教育課、
教育セン
ター、特
別支援教
育相談セ
ンター

7-(2)-4

令和６年度
実施状況

○障害のある子どもへの適切な指導・支援の充実を図る
ため、特別支援教育支援員の配置や外部人材の活用を図
りました。
　・特別支援教育学習支援員　４６人
　・特別支援教育介助員　２４人
〇特別支援教育コーディネーターの複数配置を推進しま
した。
　　複数配置　９６％

現状の課題・
今後の見通し

〇教育的ニーズに応じた人材の確保と活用
に努めるとともに、実践的で専門性の高い
研修を充実させることで相談機関等の効果
的な活用の仕方や校内支援体制の充実に努
めます。

〇各校・園でコーディネーターの複数配置
を進め、経験年数の長いコーディネーター
が若年のコーディネーターとペアを組んで
校内での引継ぎを確実に行うなど、校内支
援体制の充実を図ります。

教育委員
会

教職員
課、特別
支援教育

課

7-(2)-5

令和６年度
実施状況

○特別な支援を必要とする子どもやその保護者、学校・
園に対して、関係機関と連携を図りながら就学相談・巡
回相談・早期相談・教育相談を実施し、適切な指導や支
援について専門的な助言や支援を行いました。
　・就学相談　１，５６３人
　・巡回相談　　　　９８人
　・早期相談　　　２９７人
　・教育相談　　　６３６人

現状の課題・
今後の見通し

〇関係部局等との連携のもと、各相談事業
において保護者に十分な情報を提供してい
きます。特に、就学先決定においては、障
害のある子どもの適切な就学とその後の支
援に向けて就学相談後の支援を含めた迅
速、丁寧な相談を行います。

〇措置の迅速化に向けて、電子申請システ
ムによる就学相談申込みを実施します。

教育委員
会

特別支援
教育相談
センター

7-(2)-6

令和６年度
実施状況

○特別支援学級担当者及び管理職に対し研修を実施し、
交流及び共同学習の意義や、児童生徒が安心して交流学
級で学ぶための留意点等について周知を図りました。ま
た、交流及び共同学習の実態調査を行い、各学校に好事
例を紹介したり、必要に応じて助言を行ったりしまし
た。
〇教職員が人権尊重の理念を認識し、幼児児童生徒の人
権意識の高揚を図り、自他の人権を守ろうとする態度や
実践力の育成を図ることを目的とした研修を実施しまし
た。
・「人権教育」研修 ５７１人・４回

現状の課題・
今後の見通し

○今後も各種研修や学校訪問を通じて、交
流及び共同学習の在り方について周知を図
ります。
〇全教職員が人権意識を常に持ち続ける必
要があるため、教育センターでの研修はも
ちろん構内研修も充実させていく必要があ
る。

教育委員
会

特別支援
教育課、
教育セン

ター

市立特別支援教育相談センターの専門的な支援

　市立特別支援教育相談センターでは、併設の市立総合療育センターと連携しながら、特別な支援を必要とする子どもたちやその保護
者、学校等へ専門的な支援を行います。
　また、各学校等において教員等に指導や助言を行う巡回相談等を実施し、多様化する教育的ニーズや教育相談に対応します。

障害のない子どもとの交流及び共同学習

　市立小・中学校で行われている障害のある子どもと障害のない子どもとの交流及び共同学習の充実を図ります。
　また、教員がさらに人権についての意識を高め、子どもたちに対して適切な指導ができるよう研修会等を実施し、教員の専門性を高め
ます。

教員の専門性の向上

　北九州市教育委員会が策定する「北九州市立学校の校長及び教員としての資質の向上に関する指標」に、「特別支援教育」を位置づ
け、教員の資質能力や専門性の向上を図る研修を実施します。
　全ての教員を対象とした特別支援教育に対する理解を深める研修を充実させるとともに、特別支援教育担当者や特別支援教育コーディ
ネーター（特別支援教育を推進する教員）等を対象に実践的な研修を実施します。
　また、教育的ニーズに応じた特別支援教育学習支援員や特別支援教育学習介助員、看護師等の配置について検討を行います。
　さらに、必要に応じて理学療法士、臨床心理士、言語聴覚士、作業療法士、精神保健福祉士、社会福祉士等の外部専門家を特別支援学
校、特別支援学級等に派遣し、教員の専門性の向上を図ります。

　在籍児童生徒数の多い市立小・中学校の自閉症・情緒障害の特別支援学級に学校支援講師を配置し、教育的ニーズに応じた指導・支援
の充実を図るとともに、特別支援学級担任が特別支援教育コーディネーターとしての役割を発揮できるような環境を整えます。

講師の配置による指導・支援の充実
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「北九州市障害者計画」の基本的な施策の実施状況

番号 所管課基　本　的　な　施　策

7-(2)-7

令和６年度
実施状況

〇学校訪問や研修会を行い、障害のある子どもの教育課
程の編成や適切な指導・支援について、教職員に対して
指導助言を実施しました。
　・教育課程研修会　参集研修を実施
　・特別支援学校指導回数　１５７回
　・小・中学校指導回数　　２２２回

現状の課題・
今後の見通し

〇今後も指導主事による学校訪問等を通じ
て、教育課程の編成や適切な指導・支援を
継続していきます。

教育委員
会

特別支援
教育課

7-(2)-8

令和６年度
実施状況

○令和３年度～令和４年度にICT教育研究としてまとめ
た「ＩＣＴ実践事例集」を北九州市教職員限定サイト
「kitaQせんせいチャンネル」に掲載するとともに、研
修や学校訪問の際に周知を図りました。

○授業等で活用できるアプリケーションについて、教育
情報化推進課と連携しながら、各学校に情報提供し、活
用の促進を図ることができました。

○ＩＣＴ機器の活用による効果的な授業について研究を
行うとともに、操作や活用方法にについて、教職員に周
知を図りました。

現状の課題・
今後の見通し

○ICTの有効な活用方法や実践事例などに
ついての周知と活用の促進を図ります。

〇指導方法や実践事例などについて周知を
図ります。

教育委員
会

教育セン
ター、学
校教育

課、特別
支援教育
課、教育
情報化推

進課

7-(2)-9

令和６年度
実施状況

○子どもの実態や教育課程に応じた教科用図書が適切に
採択され、効果的な活用が図られるよう、研修会等を通
じて周知を図ります。また、音声教材の情報提供につい
ては学校訪問時にも行いました。小・中・特別支援学校
６４校・３１４名が申請をし、活用しました。
・教科用図書研修会（資料配付）
・音声教材等の情報提供（資料配付）（音声教材の教育
センターでの常時視聴実施）

現状の課題・
今後の見通し

〇今後とも、教科用図書の適切な採択と活
用に関する研修を継続します。また、教育
センターにおいて、音声教材を常時視聴可
能とすることなどにより、児童生徒の読書
活動の推進を図るなど、情報提供を積極的
に行います。

教育委員
会

特別支援
教育課

7-(2)-10

令和６年度
実施状況

○中学校に対して個別の教育支援計画に基づく適切な支
援が行われるよう指導・助言を行うとともに、計画の内
容が次の就学先に適切に引継がれるよう周知を図りまし
た。

現状の課題・
今後の見通し

〇校長会、特別支援学級の担当者会議、
コーディネーター連絡会議等で、確実に必
要な情報の周知を図っていきます。

教育委員
会

特別支援
教育課

指導方法に関する調査・研究の推進

　障害のある子どもに対する指導方法等に関する小・中・特別支援学校等の研究の推進を図るための指導・助言に努めるとともに、研究
成果の普及を図ります。

情報通信技術の活用

　障害のある子どもの教育機会の確保や自立と社会参加の推進に当たってのコミュニケーションの重要性に鑑み、コミュニケーション情
報通信技術（ＩＣＴ）の活用も含め、障害のある子どもの一人ひとりの教育的ニーズに応じた教科書、教材、学習アプリ等の活用を促進
します。
　また、ＩＣＴを活用した分かりやすい授業モデルや、教員がＩＣＴを活用した教育を行うスキルを身に付けるための研修モデルの確立
を図ります。
　さらに、病気の状態により学校に通うことが困難な病気療養児の支援の充実に向け、ＩＣＴを活用した学習機会の確保に努めます。

視聴覚教材を含む電子出版の活用と普及

　教育センターや視聴覚センターと連携して、視聴覚教材を含む電子出版に関する情報を学校・園へ提供するとともに、その活用につい
て周知を図ります。

高等学校への就学の促進

　障害のある子どもの高等学校への就学を促進するため、入学試験において通常の方法により受験することが困難と認められる者につい
ては、「個別の教育支援計画」等に基づき、合理的な配慮の充実を図ります。
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「北九州市障害者計画」の基本的な施策の実施状況

番号 所管課基　本　的　な　施　策

7-(2)-11

令和６年度
実施状況

○重度訪問介護の対象となる人に、大学等の通学や学校
内の活動（排泄や食事等）の支援を行いました。
　・重度障害者大学等進学支援
   （Ｒ５）３人/年→（Ｒ６）２人/年

現状の課題・
今後の見通し

〇大学等進学支援事業
重度障害者の修学については、今後も引き
続き一定のニーズがあると考えておりま
す。

障害者
支援課

7-(2)-12

令和６年度
実施状況

○校内における交流及び共同学習や、地域校交流、学校
間交流などを通して、絵画作品の共同制作や演奏などの
芸術活動に共に取り組む機会の確保に努めました。

○合同作品展や発表会等の機会を通じて、相互理解の促
進を図るとともに、取組に対する理解を一層推進するた
め、学校や家庭等への情報発信を行いました。

現状の課題・
今後の見通し

〇障害のある子どもが、障害のない子ども
や様々な年齢層の地域の方々との交流を通
じて、文化芸術に親しむ機会を確保すると
ともに、個性や多様性を尊重する意識を育
てることができるよう努めていきます。

〇市民に向けた理解・啓発を一層充実させ
るために、インターネットや広報誌等を活
用し、取組の意義や活動の様子を具体的に
発信していくように努めていきます。

教育委員
会

特別支援
教育課

7-(3)-1

令和６年度
実施状況

〇大学入口（青嵐門）のスロープに車いす等でも安全に
通行できるようカーブミラーを設置しました。

〇本館エレベーターに優先利用を呼びかけるポスターを
掲示し、利用マナー向上に努めました。

現状の課題・
今後の見通し

〇障害のある学生も不自由なく学生生活を
送ることができる施設整備に今後も取組み
ます。

政策局
総務課

（北九州
市立大
学）

7-(3)-2

令和６年度
実施状況

○障害のある学生からの、障害に起因する修学支援等の
依頼に応じて、本人との面談等を通してニーズを確認
し、可能な限り合理的配慮を行いました。
　・障害学生支援（修学支援相談）　70人

○オープンキャンパスにおいて、本学への進学を検討し
ている障害のある学生に対し、修学支援や配慮の基本方
針及び対応状況について説明を行いました。

現状の課題・
今後の見通し

〇学生の状態に変化が見られたときには、
支障なく授業に参加できるよう支援内容を
見直し、速やかに対応を行います。

〇本学への進学を希望する障害のある学生
が、大学生活への不安を払拭できるよう、
引き続き学生及び保護者への支援状況の丁
寧な説明に努めます。

政策局
総務課

（北九州
市立大
学）

　高等教育における障害のある学生に対する支援を推進するため、市が設置する大学において適切な支援を行うことができる環境の整備に努めま
す。

障害のある学生の修学環境の整備

　市立大学が提供する様々な機会において、障害のある学生が障害のない学生と平等に参加できるよう、授業等における情報保障やコ
ミュニケーション上の合理的配慮を含めた必要な配慮、教科書・教材に関する合理的配慮を含めた必要な配慮等を推進するとともに、施
設のバリアフリー化を推進します。

文化芸術に接する機会の確保

　『障害者による文化芸術活動の推進に関する法律』の趣旨に則り、障害のある子どもたちの個性と能力の発揮及び社会参加を促進する
ために、各学校の教育活動全体を通じて、音楽や美術、工芸などの文化的、創作的な活動を積極的に行うとともに、文化芸術に親しむ機
会を創出することにより、子どもたちの感受性や表現力、コミュニケーション能力の育成につなげていきます。

（３） 高等教育における支援の推進

重度障害者大学等進学支援事業の利用促進

　重度の障害のある人（重度訪問介護利用者など）が修学するために必要な支援体制を大学等が構築できるまでの間において、修学に必
要な身体介護等を提供することで、大学等での修学を支援します。

障害のある学生への修学支援の整備推進

　障害のある学生一人ひとりの個別のニーズを踏まえた建設的対話に基づく支援を促進するため、市立大学における相談窓口の統一や、
支援担当部署及び紛争の防止、解決等に関する調整機関の設置、専門知識や技術を有する障害学生支援担当者の養成・配置を推進すると
ともに、障害のある学生への修学支援に関する先進的な取組を支援し、大学間連携等の支援担当者間ネットワークの構築を推進します。
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「北九州市障害者計画」の基本的な施策の実施状況

番号 所管課基　本　的　な　施　策

7-(3)-3

令和６年度
実施状況

○障害のある学生からの就職支援の依頼に応じて、ハ
ローワークや就労移行支援事業を行う機関等と連携し、
支援を行いました。
　・キャリアセンターにおける就職支援　14人

現状の課題・
今後の見通し

〇引き続き、ハローワークや就労移行支援
事業を行う機関等と連携しつつ、障害のあ
る学生向けの就職関連ホームページを充実
させるなど、学生が希望する職種・業界の
情報を得るように努め、支援を行います。

政策局
総務課

（北九州
市立大
学）

7-(3)-4

令和６年度
実施状況

○障害のある学生の支援や障害・疾病・健康に関する理
解を深めるため、全教職員を対象に、「若者の生き辛さ
に寄り添うために～バイオサイコソーシャルモデルで考
えてみる～」を開催しました。（教職員149名参加）

現状の課題・
今後の見通し

〇障害のある学生の支援や障害・疾病・健
康に関する理解促進のため、多くの教職員
に対して様々な機会を通じ積極的な啓発活
動に努めます。

政策局
総務課

（北九州
市立大
学）

7-(3)-5

令和６年度
実施状況

○障害や疾病などで、受験上の配慮を希望する入学志願
者に対し、事前相談や審査の結果、必要と判断した措置
を講じました。
　・入学試験における配慮　延べ17人

〇修学支援を希望する障害のある学生が定期試験等につ
いて配慮を求めた場合は、評価に関するダブルスタン
ダードは設けないものの、本人の態様にあわせ、別室で
の受験や試験時間の延長など合理的な配慮を可能な範囲
で行いました。

現状の課題・
今後の見通し

○引き続き、公式ウェブサイト等で受験上
の配慮を希望する志願者への周知に努めま
す。

〇定期試験において配慮が必要な学生は少
人数ということもあり大きな問題は起こっ
ていませんが、今後、対象学生の人数が増
えた場合の対応については再検討する必要
があります。

〇配慮が必要な学生の中には、途中で授業
に出席できなくなる学生がおり、成績評価
に際して「欠席した授業分の課題」の提出
を求めることがあります。定期試験とその
課題により学生の負担が増えることと、教
育の質の担保をどうするのかについては課
題となっています。

〇学修上の公平性を担保しつつ、学生、教
員、大学それぞれに過重な負担が発生しな
いよう、関係者で連携を図り、スムーズに
定期試験に望めるよう調整を行います。

政策局
総務課

（北九州
市立大
学）

学内の修学支援担当と他部署、関連機関、企業等との連携

　市立大学において、障害のある学生の就職を支援するため、学内の修学支援担当と就職支援担当、障害のある学生への支援を行う部署
等の連携を図り、学外における、就職・定着支援を行う機関、就職先となる企業・団体等との連携やネットワークづくりを推進します。

教職員に対する研修等の充実

　市立大学において、障害のある学生の支援について理解促進・普及啓発を行うため、その基礎となる調査研究や様々な機会を通じた情
報提供、教職員に対する研修等の充実を図ります。

入試や単位認定等の試験における適切な配慮の推進

　障害のある学生の能力・適性、学習の成果等を適切に評価するため、市立大学の入学試験や単位認定等の試験における適切な合理的配
慮を含めた必要な配慮の実施を促進します。
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「北九州市障害者計画」の基本的な施策の実施状況

番号 所管課基　本　的　な　施　策

7-(3)-6

令和６年度
実施状況

○入試における受験上の配慮について公式ウェブサイト
にて公開を行っています。

○また、障害のある学生に対する修学支援に関する考え
方や手続等を大学ホームページ上に掲載し、受験生が大
学を選ぶ際の参考となるように努めています。

現状の課題・
今後の見通し

○引き続き、公式ウェブサイト等で受験上
の配慮を希望する志願者への周知に努めま
す。

○入試における配慮内容、施設のバリアフ
リー化の状況、学生に対する支援内容・支
援体制、障害のある学生の受け入れ実績
等、情報公開を促進します。

政策局
総務課

（北九州
市立大
学）

7-(4)-1

令和６年度
実施状況

○本市における障害のある人や子どもの療育及び医療の
中核施設である総合療育センターを指定管理により運営
し、再整備後（平成３０年１１月１日リニューアルオー
プン）の効率的な運営体制確立及び機能強化に取り組み
ました。

現状の課題・
今後の見通し

〇障害のある子どもの成長及び自立のさら
なる促進を図っていきます。

障害者
支援課

7-(4)-2

○小・中学校に対して個別の教育支援計画に基づく適切
な支援が行われるよう指導・助言を行うとともに、計画
の内容が次の進学先や就労先に適切に引継がれるよう周
知を図りました。
　・特別支援教育コーディネーター連絡会議　３回

現状の課題・
今後の見通し

〇個別の教育支援計画の必要性や有効性に
ついて、教職員に研修等を通して周知する
とともに、保護者に対して理解促進を図
り、計画の策定・活用により、切れ目のな
い一貫した支援を推進します。

教育委員
会

特別支援
教育課

○保育所・幼稚園から小学校や特別支援学校に入学する
際、教育支援計画等を効果的に活用し、必要な情報が引
き継がれるよう連絡体制や情報共有機能を強化しまし
た。
　・保幼小連携体制の確保　全園

現状の課題・
今後の見通し

〇要録の送付やケース会議の実施など、保
幼小の連携は進んでいますが、今後も、個
別の教育支援計画の活用のため体制整備と
周知に努めます。

子ども家
庭局

こども施
設企画課

7-(4)-3

令和６年度
実施状況

○北九州地域医療的ケア児支援協議会
上記会議を開催し、行政・医療・福祉間で医療的ケアが
必要な子どもに関する課題の抽出や、市内の医療的ケア
が必要な子どもの把握に努めました。
〇医療的ケア児コーディネーター事業
　市立総合療育センターに医療的ケア児コーディネー
ターを1名配置し、必要に応じ保健・医療・福祉・子育
て・教育等の必要なサービスを総合的に調整し、サービ
スの紹介や関係機関へのつなぎ等を行いました。

現状の課題・
今後の見通し

〇北九州地域医療的ケア児支援協議会
今後も、医療関係者・事業所・訪問看護ス
テーションなどの様々な職種が連携して医
療的ケアが必要な子どもの支援等について
検討・協議を進めていきます。
〇医療的ケア児コーディネーター事業
引き続き、医療的ケア児やその家族を支援
するため、相談業務等を実施します。

障害者
支援課

　障害のある子どもに対して適切な療育や指導を実施するため、幼児期や学齢期等を通じた一貫した支援体制の構築に努めるとともに、
医療・保健・福祉・雇用等との連携の下、相互の連絡体制の確保や情報共有機能の強化を図ります。

関係機関間での情報の共有と活用

　特別な支援を必要とする子どもが、小学校や特別支援学校に入学する際に幼稚園・保育所等から必要な情報が引き継がれるようにする
など、就学前から卒業後まで切れ目ない指導・支援を受けられるように保護者の参画のもと「個別の教育支援計画」を作成し、保護者の
同意を得て必要に応じて関係機関間でその情報を共有・活用します。
　また、「個別の教育支援計画」の効果的な活用のための体制整備と周知に努めます。

ステージ移行時の情報の共有化

　障害のある子どもや医療的ケアの必要な子どもが、あるステージから次のステージへ移行する際、受け入れる機関が必要とする情報を
円滑に得られるシステムを構築するため、個人情報の保護に十分に配慮しながら、情報の共有や支援者間の連携のあり方を関係者で協議
し、具体的な取組を進めていきます。

令和６年度
実施状況

　個別の教育的ニーズ等に応じて、自立と社会参加を見据えて、連続性のある多様な学習活動の充実を図ります。

幼児期や学齢期等を通じた一貫した支援体制の構築

（４） 就学前から学齢期・卒業後までの切れ目のない支援

障害のある学生の受入れ実績等に関する情報公開の推進

　障害学生支援についての姿勢・方針、手続などに関する指針、学内規程を、引き続き市立大学ホームページで公表します。
　市立大学の入試における合理的配慮を含めた配慮の内容、施設のバリアフリー化の状況、学生に対する支援内容・支援体制、障害のあ
る学生の受入れ実績等に関する情報公開を推進します。
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「北九州市障害者計画」の基本的な施策の実施状況

番号 所管課基　本　的　な　施　策

7-(4)-4

令和６年度
実施状況

○特別支援学校授業改善支援訪問（１５回）や特別支援
教育コーディネーター連絡会議などを通して障害のある
子どもの指導や支援に関する助言・指導や先進的な取組
の情報共有を図りました。
　・特別支援教育コーディネーター連絡会議　３回実施
　・センター的機能研修会　５回実施

現状の課題・
今後の見通し

〇特別支援学校のセンター的機能研修会、
特別支援教育コーディネーター連絡会議や
特別支援教育ミドルリーダー養成研修など
を通じて専門性の向上や実践事例の共有を
図っていきます。

教育委員
会

特別支援
教育課

7-(4)-5

令和６年度
実施状況

〇アウトリーチ支援体制を構築するため、モデルケース
で試行的に実施しました。
〇発達障害児者の支援を行っている支援機関を取りまと
めた「発達障害児者のための支援機関ガイド」の作成に
着手しました。

現状の課題・
今後の見通し

〇アウトリーチについては試行の結果を踏
まえ効果的な体制等について検討します。
〇「支援機関ガイド」完成後、関係機関や
市民への周知を図ります。

精神保
健・地域

移行
推進課

発達障害のある人やその家族に対する支援の推進

　発達障害のある人やそのご家族が安心して地域で暮らすことができるよう、相談支援機関である発達障害者支援センター「つばさ」を
拠点として、情報発信や訪問支援（アウトリーチ）機能の強化を図るなど、支援を推進します。

先進的な事例の収集と情報提供

　障害のある子どもへの支援に関する先進的な事例の収集を行うとともに、関係者に対して情報提供を行います。
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「北九州市障害者計画」の基本的な施策の実施状況

分野目標

番号 所管課

8-(1)-1

令和６年度
実施状況

○障害者就労支援事業
　北九州障害者しごとサポートセンターを中心に、就職
を希望する障害のある人や障害のある人を雇用する企業
に対し、就職から職場定着に至るまでの各段階で、障害
特性に応じた支援を実施しました。
・北九州市障害者しごとサポートセンターにおける
　　相談・支援　 　　１０，７２５件
・北九州市障害者しごとサポートセンターにおける
　  職場定着の支援　  １，６９６件

現状の課題・
今後の見通し

〇今後も、北九州障害者しごとサポートセ
ンターを拠点に就職を希望する障害のある
人に対し、就職から職場定着まで支援しま
す。

障害福祉
企画課

8-(1)-2

令和６年度
実施状況

○障害者就労支援事業
　北九州障害者しごとサポート内に障害者就労プロモー
ターを配置し、職業能力開発の入口としての教育、福祉
から就労への流れを形成するとともに、障害のある人の
一人一人の態様に応じた就労支援を実施しました。
・職業能力開発説明会　２回実施（延べ５５名参加）
・企業見学会　３回実施（延べ２９名参加）

○障害者雇用促進事業
　障害のある人の就労支援や企業による障害のある人の
雇用を促進するため、北九州地区就職説明会及び雇用サ
ポート交流会（例年は「障害者雇用促進面談会」）の開
催や啓発冊子の配布などにより、障害のある人の雇用に
対する理解促進に取り組みました。
・北九州地区就職説明会及び雇用サポート交流会　１回
実施
・啓発冊子「障害者就労支援ガイド」の配布　随時
・北九州市障害者雇用促進就職説明会　１回実施

現状の課題・
今後の見通し

〇今後も障害者就労プロモーターを配置
し、教育、福祉から就労への流れを形成す
るとともに、障害のある人の一人一人の態
様に応じた就労支援を実施します。また、
障害者雇用促進面談会及び雇用促進セミ
ナーなどの開催や啓発冊子の配布を継続
し、障害者雇用の理解促進に取り組みま
す。

障害福祉
企画課

8-(1)-3

令和６年度
実施状況

○障害のある生徒の就労や卒業後の自立に向け、基本的
生活習慣を十分に身に付けることができるよう、関係機
関と連携して指導・支援の充実を図りました。

現状の課題・
今後の見通し

〇就労支援アドバイザーと就労支援コー
ディネーターが企業や各種事業所、関係機
関等と連携し、障害者雇用の促進や就労後
の定着支援を図るためのネットワーク構築
を継続して行っていきます。

〇企業の協力を得ながら、就労するために
必要な専門的な知識や技能の習得のため、
就労支援コーディネーターが学校に情報提
供を行いながら、就労支援専門家の活用を
進めていきます。

教育委員
会特別支
援教育課

分野８．就労の支援、雇用の促進及び経済的支援の推進

　障害のある人が地域で質の高い自立した生活を営むためには就労が重要であるとの考え方の下、働く意欲のある障害のある人がその適
正に応じて能力を十分に発揮することができるよう、多様な就業の機会を確保するとともに、就労支援の担い手の育成などを図ります。
　また、一般就労が困難な人に対しては工賃の水準の向上を図るなど、総合的な支援を推進します。
　さらに、雇用・就業の促進に関する施策と福祉施策との適切な組み合わせの下、年金や諸手当の支給、経済的負担の軽減等により障害
のある人に対する経済的支援を推進します。

（１） 総合的な就労支援

　就労を希望する障害のある人一人ひとりの状況に応じたきめ細かな就労支援を行うために、関係機関との連携体制の充実を推進します。

関連機関の連携による就労の推進

基　本　的　な　施　策

特別支援学校における就労支援

　障害のある子どもが学校卒業後、障害の特性に応じた地域生活や就労等、自立した生活へ円滑に移行できるよう、特別支援学校中学
部・高等部の子ども一人ひとりが得意なことを生かせる職場実習先や就労先の開拓に努めます。
　また、就労までの間に金銭管理や公共交通機関の利用、余暇活動等の基本的生活習慣を十分に身に付けられるよう、一人ひとりの教育
的ニーズに応じた指導・支援の充実を図るとともに、進路の決定過程の早い段階において、福祉・就労等の関係機関が連携し協力できる
体制を構築します。

　北九州障害者しごとサポートセンターを中心に、ハローワークや福岡障害者職業センター等、国が設置する機関、障害福祉サービス事
業所及び特別支援学校等の教育機関が緊密に連携しながら、障害のある人それぞれの適性や職業能力に応じた就労支援に取り組みます。
　また、福祉・教育等から雇用への移行を一層推進するとともに、就職を目指す障害のある人及び雇用する企業の双方が、安心して就
職・雇用できる環境を整えます。

職業訓練の推進と事業主や市民への啓発

　地域における雇用、福祉、教育等の関係機関が連携の強化を図りながら、障害のある人向けの職業訓練を推進するとともに、障害のあ
る人の職業能力の開発・向上の重要性に対する企業や市民の理解を高めるための啓発に努めます。
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「北九州市障害者計画」の基本的な施策の実施状況

番号 所管課基　本　的　な　施　策

○特別支援学校等の生徒を受け入れ、農作業や動物飼育
の見学や、清掃作業などの職場体験を行いました。
Ｒ６年度：延べ４回、２８人

〇障害のある人が農業現場への就労を円滑に行えるよ
う、障害者福祉施設・障害者雇用を行う企業の職員を対
象とした栽培研修に取り組みました。
Ｒ６年度：３施設・１社、全３６回

現状の課題・
今後の見通し

〇引き続き、熱中症など体調管理に留意し
ながら体験学習の受け入れ・栽培研修を継
続します。

産業経済
局総合農
事セン
ター

8-(2)-1

○就労移行サービス利用の状況
・就労移行支援
　（R５）６，３８４人日（３５６人）
→（R６）５，８８０人日（３２９人）

現状の課題・
今後の見通し

〇実績としては概ね一定の水準で推移して
おり、今後も引き続き一定のニーズがある
と考えています。

障害者
支援課

○北九州障害者しごとサポート内に障害者就労プロモー
ターを配置し、特別支援学校生徒やその保護者並びに就
労移行支援事業所等利用者などを対象に企業見学会や就
業体験会を実施することで、職業訓練や就労に対する理
解を深めました。
・企業見学会　３回実施（延べ２９名参加）

現状の課題・
今後の見通し

〇今後も障害者就労プロモーターを配置
し、企業見学会や就業体験会を実施し、対
象者が職業訓練や就労に対する理解を深め
られるよう取り組みを推進します。

障害福祉
企画課

8-(2)-2

令和６年度
実施状況

○障害のある人の就労支援や企業による障害のある人の
雇用を促進するため、北九州地区就職説明会及び雇用サ
ポート交流会（例年は「障害者雇用促進面談会」）の開
催や啓発冊子の配布などにより、障害のある人の雇用に
対する理解促進に取り組みました。
・北九州地区就職説明会及び雇用サポート交流会　１回
実施
・啓発冊子「障害者就労支援ガイド」の配布　随時
・北九州市障害者雇用促進就職説明会　１回実施

現状の課題・
今後の見通し

〇今後も障害者雇用促進面談会及び雇用促
進セミナーなどの開催や啓発冊子の配布を
継続し、障害者雇用の理解促進に取り組み
ます。

障害福祉
企画課

8-(2)-3

○障害のある人の就労支援や企業による障害のある人の
雇用を促進するため、北九州地区就職説明会及び雇用サ
ポート交流会（例年は「障害者雇用促進面談会」）の開
催や啓発冊子の配布などにより、障害のある人の雇用に
対する理解促進に取り組みました。
・北九州地区就職説明会及び雇用サポート交流会　１回
実施
・啓発冊子「障害者就労支援ガイド」の配布　随時
・北九州市障害者雇用促進就職説明会　１回実施

現状の課題・
今後の見通し

〇今後も障害者雇用促進面談会及び雇用促
進セミナーなどの開催や啓発冊子の配布を
継続し、障害者雇用の理解促進に取り組み
ます。

障害福祉
企画課

○重度障害のある人などにヘルパーを派遣し、通勤や職
場などにおける支援を行いました。
・重度障害者等就労支援特別事業　３人

現状の課題・
今後の見通し

○重度障害者等就労支援特別事業
重度障害のある人などの就労支援について
は、今後も引き続き一定のニーズがあると
考えています。

障害者
支援課

令和６年度
実施状況

令和６年度
実施状況

（２） 障害者雇用の促進

　一般就労を希望する障害のある人が一人でも多く就労できるよう、企業の障害者雇用に対する理解を一層深めていく取組を進めます。

一般企業への就労の促進

　一般就労を希望する障害のある人に対し、企業等での就労に繋ぐ就労移行支援事業所等において、障害のある人の態様に応じた多様な
職業訓練を実施するとともに、企業での実習や求職活動の支援等の推進を図り、一般企業への就労を促進します。
　また、好事例等を収集し周知することで支援ノウハウの共有を図り、就労の質を向上させます。

障害のある人の雇用に対する理解促進

　企業による障害のある人の雇用を促進するため、障害者雇用促進面談会及び雇用促進セミナーの開催や啓発冊子の配布等により、法定
雇用率を達成していない民間企業はもちろんのこと、広く発達障害や難病など手帳を持っていない人も含めた障害のある人の雇用に対す
る理解促進に取り組みます。

障害のある人を雇用する企業の開拓と雇用の拡大

　障害のある人を雇用する企業の先進的な取組等の情報を収集するとともに、障害のある人の雇用に関するノウハウの提供等に努めま
す。
　また、関係機関との連携強化を図り、農業やＩＣＴを活用した職業などの新たな就労分野を開拓することで、障害のある人の雇用の更
なる拡大に取り組みます。

57 



「北九州市障害者計画」の基本的な施策の実施状況

番号 所管課基　本　的　な　施　策

8-(2)-4

令和６年度
実施状況

○障害のある人の就労支援や企業による障害のある人の
雇用を促進するため、北九州地区就職説明会及び雇用サ
ポート交流会（例年は「障害者雇用促進面談会」）の開
催や啓発冊子の配布などにより、障害のある人の雇用に
対する理解促進に取り組みました。
・北九州地区就職説明会及び雇用サポート交流会　１回
実施
・啓発冊子「障害者就労支援ガイド」の配布　随時
・北九州市障害者雇用促進就職説明会　１回実施

現状の課題・
今後の見通し

〇今後も障害者雇用促進面談会及び雇用促
進セミナーなどの開催や啓発冊子の配布を
継続し、障害者雇用の理解促進に取り組み
ます。

障害福祉
企画課

8-(2)-5

令和６年度
実施状況

○特例子会社制度の周知を図り、重度障害のある人の雇
用を促進しました。

現状の課題・
今後の見通し

〇今後も特例子会社制度の周知を図り、重
度障害のある人の雇用を促進していきま
す。

障害福祉
企画課

8-(2)-6

〇障害のある人を対象とする北九州市会計年度任用職員
採用選考を実施しました。
　・上記選考の合格者　１２名

現状の課題・
今後の見通し

〇令和２年度より、毎年、計画的に採用を
行っていますが、法定雇用率が令和８年７
月までに段階的に3.0％に引き上げられま
す。
〇これを見据え、今後も継続的な採用に努
めます。

総務市民
局人事課

○障害のある人を対象とする北九州市職員採用選考を実
施しました。
　・上記選考の合格者　  ７名

現状の課題・
今後の見通し

〇平成３０年度まで身体障害者のみを対象
者としていましたが、平成３１年度からは
精神・知的障害者も対象者としました。

○障害者を対象とする採用選考における受
験資格について、障害特性を問わず幅広く
受験機会を提供するため、「１８歳から２
１歳」までとしていた初級区分の年齢要件
の上限を、令和４年度の試験から上級区分
に合わせて「１８歳から４５歳」としまし
た。

〇今後も受験資格を含めた選考方法等につ
いて研究していきます。

〇法定雇用率が令和８年７月までに段階的
に3.0％に引き上げられることを受け、今
後も一定数の採用を確保していく必要があ
ります。

行政委員
会事務局
任用課、
総務市民
局人事課

○市役所内に設置している障害者ワークステーション北
九州において、会計年度任用職員として雇用した障害の
ある人が専任指導員のもと、個々人の能力や障害特性に
応じて、市役所各局から集約したデータ入力やラベル貼
りなどの軽易な業務に従事し、その経験を踏まえ、企業
への就職へつなげる取り組みを行いました。
・障害者ワークステーション北九州会計年度任用職員
４人
・受託業務件数　２１９件

現状の課題・
今後の見通し

〇在籍中の障害のある会計年度任用職員は
業務や支援を通して、職業生活を継続する
ために必要なスキルの向上を図ることがで
きています。今後も、会計年度任用職員を
民間企業への就職につなげるための支援を
継続していきます。

障害福祉
企画課

市役所の職場での就業機会の創出

　市役所の職場での就業機会を創出し、障害のある人を雇用するとともに、職員一人ひとりの障害特性や個性に応じた活躍の推進に関す
る取組により、障害のある人の就労及び職業的自立を促進します。

令和６年度
実施状況

障害のある人もない人もともに働く職場環境の実現

　国の各種助成金制度の活用等を周知するとともに、雇用分野における障害を理由とする差別の禁止及び合理的配慮の提供義務（障害の
ある人が職場で働くにあたっての支障を改善するための配慮義務）について企業に対する啓発を行い、障害のある人もない人もともに働
く職場環境の実現を目指します。

特例子会社制度の周知

　重度障害のある人の雇用を促進するため、特例子会社制度の周知等に努め、職域拡大及び職場環境の整備を進めます。
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「北九州市障害者計画」の基本的な施策の実施状況

番号 所管課基　本　的　な　施　策

8-(3)-1

令和６年度
実施状況

○障害者就労支援事業
　北九州障害者しごとサポートセンターを中心に、就職
を希望する障害のある人や障害のある人を雇用する企業
に対し、就職から職場定着に至るまでの各段階で、障害
特性に応じた支援を実施しました。
・北九州市障害者しごとサポートセンターにおける
　　相談・支援　 　　１０，７２５件
・北九州市障害者しごとサポートセンターにおける
　  職場定着の支援　  １，６９６件

現状の課題・
今後の見通し

〇今後も、北九州障害者しごとサポートセ
ンターを拠点に就職を希望する障害のある
人に対し、就職から職場定着まで支援して
いきます。

障害福祉
企画課

8-(3)-2

○就労に伴う生活面の課題に対応できるよう、一定期
間、事業所や家族との連絡調整等の支援を行いました。
・就労定着支援（月平均利用人数）　１５２人

現状の課題・
今後の見通し

〇就労定着支援
　今後も引き続き高いニーズがあると考え
ています。

障害者
支援課

○障害者就労支援事業
　北九州障害者しごとサポートセンターを中心に、就職
を希望する障害のある人や障害のある人を雇用する企業
に対し、就職から職場定着に至るまでの各段階で、障害
特性に応じた支援を実施しました。
・北九州市障害者しごとサポートセンターにおける
　　相談・支援　 　　１０，７２５件
・北九州市障害者しごとサポートセンターにおける
　  職場定着の支援　  １，６９６件

現状の課題・
今後の見通し

〇今後も、北九州障害者しごとサポートセ
ンターを拠点に就職を希望する障害のある
人に対し、就職から職場定着まで支援しま
す。

障害福祉
企画課

○難病相談支援センターを拠点として、難病患者の療養
や就労等の相談対応をはじめ、難病患者や医療福祉関係
者への情報提供を行いました。
　・相談対応　１,５３５件
  ・難病のある人の就労支援者向けWeb研修会　１回

現状の課題・
今後の見通し

〇今後も難病患者や医療福祉関係者への情
報提供、患者同士の交流の場の提供を推進
してまいります。

健康危機
管理課

8-(4)-1

令和６年度
実施状況

○一般企業等での就労が困難な障害のある人に、働く場
を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要
な訓練を行いました。
・就労継続支援（Ａ型）月平均利用人数
　（R５）１，１２７人→（R６）１，３０６人
・就労継続支援（Ｂ型）月平均利用人数
　（R５）３，２６４人→（R６）３，５６６人
○障害のある人が、社会との交流促進等を行うために利
用する地域活動支援センターの運営事業者に経費の助成
を行いました。
・地域活動支援センターの運営（市内９箇所）

現状の課題・
今後の見通し

○就労継続支援事業
　実績としては増加しており、今後も引き
続き高いニーズがあると考えています。
○地域活動支援センター
　障害者に創作的活動などの機会の提供、
社会との交流の促進を実施する地域活動支
援センターに引き続き、助成等を行ってい
きます。

障害者
支援課

（３） 障害特性に応じた就労支援

　精神障害のある人、発達障害のある人、難病患者や若年性認知症の人等、多様な障害を抱えた就労希望者が増加する状況に対応した支援体制を促
進します。

障害の特性に応じた就労支援の充実

　北九州障害者しごとサポートセンターと連携しながら、あらゆる障害の特性に応じた多様な働き方を選択できる支援の充実・強化を図
ります。
　また、採用後に障害を有することとなった人についても、必要な職業訓練の機会の確保等円滑な職場復帰や雇用の安定のための策を講
じます。

就労支援の充実と就労後の定着支援

　障害のある人、特に精神障害・発達障害のある人、難病患者や若年性認知症の人が、一般就労に伴う生活面を含めた様々な課題に対応
できるよう、就労支援機関が、相談支援事業所や企業、医療機関等の関係機関と十分な連携を図りつつ、就業面や生活面を含めた一体的
な支援を実施します。
　また、事業所や家族との連絡調整等を進め、就労支援の充実と就労後の定着支援等により雇用拡大と就労定着を促進します。

福祉的就労の場の確保

　一般企業への就労が困難な障害のある人を雇用し、生活指導、健康管理等に配慮した環境の下で、社会的自立を促進することを目的と
する就労継続支援A型事業所の適正な運営の支援や設置を促進するとともに、就労継続支援B型事業所等の福祉的就労の場の確保に努めま
す。
　また、企業に対して、障害のある人の就労に関する理解を広め、就労継続支援事業所等の利用を促進します。

令和６年度
実施状況

（４） 一般就労が困難な障害のある人に対する支援

　障害者就労施設等で提供する製品やサービスの販路開拓や販売促進等により、障害のある人の収入向上に努めます。
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「北九州市障害者計画」の基本的な施策の実施状況

番号 所管課基　本　的　な　施　策

8-(4)-2

令和６年度
実施状況

○既存の作業所に対して、引き続き運営費の補助を行う
とともに、新設する作業所への補助を廃止し、既存の作
業所においては障害福祉サービス事業所等への移行を促
進しました。
　・小規模共同作業所　１５箇所（２箇所廃止し、年度
末時点１３箇所）

現状の課題・
今後の見通し

障害のある人が地域社会で自立した生活が
出来るよう、個々の障害に配慮した社会参
加の機会等の確保や、地域での生活を支え
る仕組みづくりを推進することが今後とも
必要です。

障害福祉
企画課

8-(4)-3

○北九州共同受注センターが主体となり、施設製品等の
販路拡大や効果的なＰＲ、売上の増加などに取り組み、
障害のある人の工賃アップや社会参加の促進を図りまし
た。
　・共同受注センター紹介等実績
　　　　　　　１９８事業所　１０，９３８，８２８円

現状の課題・
今後の見通し

〇障害者就労施設の利用者の工賃向上に向
けて、行政機関だけでなく、民間企業等か
らの受注確保を増やしていく必要があるこ
とから、「北九州共同受注センター」を活
用した民間企業等への効果的なPR等を実施
していきます。
〇市主催の「障害者就労施設製品等販売
会」を開催することで、障害福祉サービス
事業所の取り組み等の周知・啓発を図りま
す。

障害福祉
企画課

(指定指導係)
○就労継続支援Ａ型事業所への指導・支援
　就労継続支援Ａ型事業所のうち、生産活動収支が赤字
となっていた10事業所に対して、経営改善計画に基づく
ヒアリングを実施し、経営状況の把握とフォローアップ
を行いました。

現状の課題・
今後の見通し

（指定指導係）
○引き続き就労継続支援Ａ型事業所の経営
状況の把握に務め、状況に応じてヒアリン
グ等支援を行ってまいります。

障害者
支援課

8-(4)-4

令和６年度
実施状況

○障害者就労施設等からの物品購入や役務の提供につい
て、本市における発注を促進することにより、施設にお
ける業務の確保や施設を利用する障害のある人の工賃
アップ等を図ります。
　・市役所における障害者就労施設などからの購入等
　　　７４９件　４５，９０４千円

現状の課題・
今後の見通し

〇障害者就労施設へ受注できる業務につい
て積極的に情報発信し、「共同受注セン
ター」を活用して有効にマッチングを行う
ことで、障害者就労施設等の受注確保への
支援を行います。

障害福祉
企画課

8-(4)-5

令和６年度
実施状況

○障害者就労施設等の製品等を専門に販売する自立支援
ショップの安定した経営を支援するため、運営に対する
助成等を行いました。
　・障害者の自立支援ショップ運営補助
　　　　　　　　９，６００，０００円

現状の課題・
今後の見通し

〇経営状況の向上等により、将来的な助成
のあり方について検討が必要です。

障害福祉
企画課

小規模共同作業所の事業移行の促進

障害者自立支援ショップ等の支援

　障害者就労施設で製作された商品の販売を促進するとともに、障害者就労施設等で製作された商品の販売を通して、障害のある人の工
賃アップや社会参加の促進等に取り組む障害者自立支援ショップを支援します。

　小規模共同作業所については、障害者総合支援法における事業（障害福祉サービス事業等）への移行を促進します。

工賃アップの取組

　障害者就労施設等の経営力強化に向けた支援や共同受注化の推進等、施設を利用する障害のある人の工賃アップに向け、市役所内に設
置する北九州共同受注センターを拠点として、官民一体となった取組を推進するなど福祉的就労の底上げを図ります。
　また、就労継続支援Ａ型事業所における就労の質を向上させるため、事業所の経営状況を把握した上で必要な指導・支援を行います。

市役所における障害者優先調達の推進

　障害者優先調達推進法に基づく北九州市の物品等調達方針に基づき、障害者就労施設等の物品・サービスの情報提供の充実や購入しや
すい仕組みづくり等、市役所全体で調達の推進に取り組みます。

令和６年度
実施状況

60 



「北九州市障害者計画」の基本的な施策の実施状況

番号 所管課基　本　的　な　施　策

8-(5)-1

○「国民年金通信」（制度周知パンフレット）を区役所
国保年金課窓口で配布し、国民年金制度全般について周
知を図りました。

現状の課題・
今後の見通し

〇市内年金事務所と連携して、障害年金の
制度や手続きについて周知を図りたい。

保険年金
課

（５） 経済的支援の推進

　障害のある人に関する各種手当制度のほか、各種割引・減免等の制度の周知及び利用促進に努めます。

年金や諸手当の適切な支給

　障害のある人が地域で質の高い自立した生活を営み、自らのライフスタイルを実現することができるよう、雇用・就業（自営業を含
む。）の促進に関する施策と福祉施策との適切な組み合わせの下、年金や諸手当を適切に支給します。
　また、年金や諸手当の受給資格を有する障害のある人が、制度への理解が十分でないことにより、障害年金を受け取ることができない
ことのないよう、パンフレットの作成や市のホームページなどで制度の周知に取り組みます。

○日常生活において、常時特別な介護を要する２０歳未
満の在宅の重度障害のある子どもに対し、その障害に
よって生ずる特別な負担の軽減を図るため手当を支給し
ました。
・障害児福祉手当
  月平均人員８１８人 １５４，０６６，２０５円

○障害のある人を扶養している保護者が、自らの生存中
に毎月一定の掛金を納めることにより、保護者が死亡又
は重度障害となった時に、障害のある人に対して毎月２
万円（２口加入者は４万円）の年金を給付しました。
　・心身障害者扶養共済制度加入者　２６５人
　・年金受給者　５００人（令和７年３月）

○市内に３ヶ月以上住所を有する重度障害のある人を常
時介護している同居人、もしくは常時介護をする人がい
ない障害のある本人に対し、介護見舞金を支給しまし
た。
　・重度心身障害者介護見舞金
    月平均人員３４人　４，２９５，８５０円

○特別障害者手当及び障害基礎年金が創設された際に、
従来の福祉手当を受給していた２０歳以上の重度障害の
ある人で、特別障害者手当及び障害基礎年金を受給でき
なかった人に対し、経過措置として手当を支給しまし
た。
　・経過的福祉手当
    月平均人員２４人　 ４，４４５，８００円

○日常生活において、常時特別な介護を要する２０歳以
上の在宅の重度障害のある人に対し、その障害によって
生ずる特別な負担の軽減を図るため手当を支給しまし
た。
　・特別障害者手当
    月平均人員１，１８８人 　４１１，１１０，７４
０円

○国民年金法の改正により、国籍要件が撤廃された後
も、制度的に障害基礎年金や老齢基礎年金が支給されな
い外国人の重度障害のある人や高齢者に対し、国の公的
年金制度において解決が図られるまでの間の特別措置と
して、給付金を支給しました。
　・外国人重度障害者等給付金
    ６人　２，３６６，０７０円

〇障害のある人の負担軽減の一助として年
金を支給することにより、障害のある人の
福祉の向上を図ります。

令和６年度
実施状況

現状の課題・
今後の見通し

障害福祉
企画課
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「北九州市障害者計画」の基本的な施策の実施状況

番号 所管課基　本　的　な　施　策

8-(5)-2

○身体障害者手帳（１～４級）、精神障害者保健福祉手
帳、療育手帳、戦傷病者手帳のいずれかを持つ北九州市
民に対して、北九州市営バスの運賃が無料となる福祉優
待乗車証を発行しました。
・令和６年度発行数　３，９６６枚
・令和５年度発行数　４，２７３枚

現状の課題・
今後の見通し

〇障害のある人等の外出の機会を確保する
ため、関係部局も含め様々な角度から検討
を行います。

交通局
総務経営

課

○公の施設の使用料について、「受益者負担の原則」の
例外的な運用として、障害者手帳の提示による減免につ
いて、従前どおりの取扱いを継続しました。

現状の課題・
今後の見通し

各局
各施設等
管理者

8-(5)-3

令和６年度
実施状況

○精神障害のある人に対する公共交通機関の運賃割引
が、他の障害種別と同様に実施されるよう、国及び交通
事業者等へ要望等の働きかけを行いました。
〇JRに対しては、令和７年４月からJRの精神障害者割引
制度導入となりましたが、割引条件の緩和について要望
書を提出しました。

現状の課題・
今後の見通し

〇令和７年４月から、JRが精神障害者割引
制度を導入しましたが、引き続き、本人や
家族、関係者等の意見を聴取し、必要に応
じて国及び交通事業者への働きかけを行い
ます。

精神保
健・地域

移行
推進課

精神障害のある人への公共交通機関運賃割引の働きかけ

　精神障害のある人への公共交通機関運賃割引の実現に向けて、引き続き国や交通事業者等への働きかけを続けます。

利用料や運賃等に対する割引・減免等

　障害者手帳の所持者など、障害のある人が、市等が運営している施設や公共交通機関を利用する際に、その必要性や利用実態を踏まえ
ながら、利用料や運賃等に対する割引・減免等の措置を講じます。

令和６年度
実施状況
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「北九州市障害者計画」の基本的な施策の実施状況

分野目標

番号 所管課

9-(1)-1

令和６年度
実施状況

○障害のある人の文化・芸術活動を推進するため、障害
者福祉会館等における文化・芸術に関する講座の開催
や、共催・後援を行う文化・芸術活動に関する情報提供
などの支援を行いました。
○障害のある人の芸術作品を随時展示する場所の提供に
努めました。
　・市役所かがきアートギャラリー作品展示

現状の課題・
今後の見通し

〇引き続き、より多くの方が障害のある人
の文化・芸術活動に関心を持ってもらえる
よう、裾野を広げる取り組みを行います。

障害福祉
企画課

9-(1)-2

令和６年度
実施状況

○障害のある人の文化・芸術活動の普及を図るため、活
動の成果を発表する機会である「北九州市障害者芸術
祭」を継続して開催しました。
・北九州市障害者芸術祭
  令和６年１１月２４日(ステージイベント)
  令和６年１１月２６日～１２月１日（作品展）

現状の課題・
今後の見通し

〇引き続き、より多くの方が障害のある人
の文化・芸術活動に関心を持ってもらえる
よう、障害者芸術祭を継続して開催しま
す。

障害福祉
企画課

9-(1)-3

令和６年度
実施状況

〇障害のある人の自立援助や生きがいづくりを目的に、
東西両障害者福祉会館において、各種講座を実施しまし
た。
・社会参加講座開催
東部障害者福祉会館実施分：２４回開催・１９５人参加
西部障害者福祉会館実施分：４２回開催・４５２人参加
　　　　　　　　　　合計：６６回開催・６４７人参加

現状の課題・
今後の見通し

〇引き続き、より多くの方に参加していた
だけるよう、内容の充実や機会の提供に努
めて参ります。

障害福祉
企画課

基　本　的　な　施　策

分野９．文化芸術活動・スポーツ等の振興

　全ての障害のある人の芸術及び文化活動への参加を通じて、障害のある人の生活と社会を豊かにするとともに、市民の障害への理会と
認識を深め、障害のある人の自立と社会参加の促進に寄与します。
　また、レクリエーション活動等を通じて、障害のある人等の体力の増強や交流、余暇の充実等を図ります。
　さらに、共生社会の実現に向け、障害の有無にかかわらず誰もが障害者スポーツに親しめる機会をつくるとともに、障害者スポーツの
一層の普及に努めます。

（１） 文化芸術活動、余暇・レクリエーション活動の充実に向けた社会環境の整備

　『障害者による文化芸術活動の推進に関する法律』の趣旨に則り、障害のある人が地域社会へ一歩踏み出し、社会の一員として自立するために、
文化芸術活動、余暇・レクリエーション活動をさらに振興できる環境の整備を進めます。

文化芸術活動を行う環境づくり

　障害のある人が、文化芸術活動に親しむことができる環境整備を進めるとともに、障害のある人のニーズに応じた文化芸術活動に関す
る人材の養成、相談体制の整備、関係者のネットワークづくり等の取組を行い、障害の有無にかかわらず、文化芸術活動を行うことので
きる環境づくりに取り組みます。
　特に、障害のある人の文化芸術活動に対する支援や、障害のある人の優れた芸術作品の展示等の推進を図ります。

北九州市障害者芸術祭の開催

　全ての障害のある人の芸術及び文化活動への参加を通じて障害のある人の生活を豊かにするとともに、市民の障害への理解と認識を深
め、障害のある人の自立と社会参加の促進に寄与するため、北九州市障害者芸術祭を開催し、障害のある人の文化芸術活動の普及を図り
ます。

文化芸術活動等に関する取組の支援

　障害者福祉会館等で開催している各種講座の充実を図るとともに、関係団体等と連携しながら、文化芸術活動の場や成果発表の機会の
確保に努めます。
　また、民間団体等が行う文化芸術活動等に関する取組を支援します。
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「北九州市障害者計画」の基本的な施策の実施状況

番号 所管課基　本　的　な　施　策

9-(1)-4

○市内の特別支援学校等で出張コンサートを開催し、障
害児等を対象に、生の音楽を鑑賞し、音楽と触れ合う機
会を提供しました。
　・ふれあいコンサート　８箇所（回）

現状の課題・
今後の見通し

〇障害のある子どもの生きがいや生活の質
の向上を図るために、引き続き本事業を実
施していく。

都市ブラ
ンド創造

局
文化企画

課

○伝統文化や異年齢・地域交流など豊かな体験を通し
て、児童生徒が自己の生き方についての考えを深める道
徳教育を教育活動全般を通じて推進しました。
　・全小・中・特別支援学校及び幼稚園

○各学校が音楽鑑賞教室やクリスマス会など、芸術文化
に触れ親しむことができるよう、特色ある取組を実施し
ました。体験を通して、児童生徒の視野を広げ、豊かな
心や社会性の向上に努めました。
　
○取組に対する理解を一層推進するため、児童生徒の感
想や体験の様子を学校や家庭等に情報発信しました。

現状の課題・
今後の見通し

〇今後も、伝統文化や異年齢・地域交流な
ど豊かな体験を通して児童生徒が自己の生
き方についての考えを深める道徳教育を教
育活動全般を通じて推進していきます。

〇今後も豊かな体験を通して、芸術を身近
に感じるとともに、児童生徒の感性を豊か
にすることができるよう推進していきま
す。

〇特別支援学校や特別支援学級の活動につ
いて積極的に広報を行っていきます。

教育委員
会学校教
育課、特
別支援教

育課

9-(1)-5

令和６年度
実施状況

○障害のある人の文化・芸術活動を推進するため、障害
者福祉会館等における文化・芸術に関する講座の開催
や、共催・後援を行う文化・芸術活動に関する情報提供
などの支援を行いました。
○障害のある人の芸術作品を随時展示する場所の提供に
努めました。
　・市役所かがきアートギャラリー作品展示

現状の課題・
今後の見通し

〇引き続き、より多くの方が障害のある人
の文化・芸術活動に関心を持ってもらえる
よう、裾野を広げる取り組みを行います。

障害福祉
企画課

9-(1)-6

令和６年度
実施状況

・館内展示シアターの映像（一部）に字幕を追加
・入口サービスカウンターにて筆談による対応を実施
・触察資料の提供（視覚障害者のための点字解説付恐竜
模型を２体準備）
・館内Wi-Fiの改修を実施し、展示解説アプリ（名称：
ポケット学芸員。学芸員が展示物に付した解説等を来館
者のスマートフォンで楽しむことができる）の動作改善
を実現。音声による解説の充実に繋がった。

現状の課題・
今後の見通し

　普及講座や館内案内等における手話案内
について、更なる充実の要望がある。事前
に、当日の説明内容等を手話通訳に情報提
供しておくことで、よりわかりやすい案内
が可能となる。
　今後もきめ細かなサービスの実現に取り
組んでいきたい。

都市ブラ
ンド創造

局
文化企画
課、美術
館、自然
史・歴史
博物館

9-(2)-1

令和６年度
実施状況

○障害のある人のスポーツ活動を支援するために、障害
者スポーツに関する情報収集・情報提供や、障害者ス
ポーツ団体の活動支援を行いました。

現状の課題・
今後の見通し

〇引き続き、スポーツを通じて障害のある
人の体力の維持・向上や、機能回復等を図
るとともに、社会参加の促進に取り組みま
す。

障害福祉
企画課

障害のある子どもが文化芸術に触れ親しむ取組

　障害のある子どもに、広く文化芸術に触れ親しむことができるよう、一流の文化芸術活動団体等による実演芸術の鑑賞・体験等の機会
を提供することで、障害のある子どもの生きがいや生活の質の向上を図ります。
　また、このような取組に対する教職員や保護者の理解を一層推進するために、学校や家庭等への情報発信を充実させていきます。

令和６年度
実施状況

社会参加活動を行うための環境の整備

　レクリエーション活動等を通じて、障害のある人等の体力増強、交流、余暇等に資するため、各種レクリエーション教室や大会・運動
会等を開催し、障害のある人等が地域社会における様々な活動に参加するための環境の整備や必要な支援を行います。

（２） スポーツに親しめる社会環境の整備

　障害のある人の健康を増進し、体力の向上と社会参加意欲を高めるために、スポーツに親しめる社会環境の整備を推進します。

障害者スポーツへの様々なニーズに対応できる取組

　障害者スポーツは、リハビリテーションの手段としてはもとより、健康を増進し、社会参加意欲を高め、ひいては、障害や障害のある
人に対する市民の理解を深めるものであり、今後も障害者スポーツへの様々なニーズに対応できるよう取組を推進します。

自然史・歴史博物館や美術館等の展示等に触れ親しむ取組

　市立自然史・歴史博物館、市立美術館等における展示等において、字幕、音声による解説、手話による案内、触察資料の提供等、障害
のある人のニーズを踏まえつつ、ICT等を活用しながら、情報アクセシビリティの更なる向上を図ります。
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「北九州市障害者計画」の基本的な施策の実施状況

番号 所管課基　本　的　な　施　策

9-(2)-2

○障害のある人の健康を増進し、体力の向上、社会参加
意欲を高める障害者スポーツの拠点として様々なニーズ
に対応した取り組みを進めます。
　・北九州市障害者スポーツセンターの運営
　　　令和６年度利用者　１４１，０９５人

現状の課題・
今後の見通し

〇事業の継続実施のため、計画的に施設設
備のメンテナンスを行っていきます。

障害福祉
企画課

○子どもから高齢者まで、障害のある人もない人も、あ
らゆる世代の誰もが気軽に、安全・安心にスポーツ施設
を利用できるよう、ユニバーサルデザイン化を進めまし
た。

現状の課題・
今後の見通し

〇スポーツ施設は多種多様な施設であり、
今後も継続的に取り組む必要があります。

都市ブラ
ンド創造

局
スポーツ
振興課

9-(2)-3

令和６年度
実施状況

○北九州市障害者スポーツ大会、全国障害者スポーツ大
会への北九州市選手団の派遣を行いました。また、各種
スポーツ大会の開催や選手派遣への補助、巡回スポーツ
教室などを行いました。
　・北九州市障害者スポーツ大会
　　令和６年度参加者２７１人
　・全国障害者スポーツ大会への北九州市選手団の派遣
　（佐賀県：１０月２６日～２８日）
　・巡回スポーツ教室の開催箇所数　２２箇所

現状の課題・
今後の見通し

〇スポーツ大会の開催については、関係団
体と連携を図り、広くPRする必要がありま
す。スポーツを通じた社会参加を促進する
ため、更なる参加者数の拡大に努めます。
〇スポーツ教室の開催については、より参
加者のニーズに合ったものとする必要があ
ります。スポーツを通じた社会参加を促進
するため、実施箇所数の拡大に努めます。

障害福祉
企画課

9-(2)-4

令和６年度
実施状況

○未来の社会を担う子どもたちが障害に対する理解を深
め、支え合いの精神を養うことを目的として、市内の小
学生で構成されたチームによる「小学生ふうせんバレー
ボール大会」は２６チーム、児童数１９３人の参加があ
りました。

現状の課題・
今後の見通し

〇障害のある児童の参加も増え、障害の有
無にかかわらず競技を行うことが出来てい
る。引き続き、「ふうせんバレーボール」
の普及に努めます。

障害福祉
企画課

9-(2)-5

令和６年度
実施状況

○カナダ、スペイン及び日本の若手チームによる「北九
州チャンピオンズカップ国際車いすバスケットボール大
会」及び、国内のブロック選抜チームによる「全日本ブ
ロック選抜車いすバスケットボール選手権大会」、市内
の小学生による「北九州市小学生車いすバスケットボー
ル大会」を開催しました。
　・北九州チャンピオンズカップ国際車いすバスケット
　　ボール大会（令和６年１１月７日～１０日開催）
　　大会入場者数　８，６２３人

現状の課題・
今後の見通し

〇広報活動等に力を入れ、より効果的な普
及促進を検討します。また効率的な実施を
図っていきます。

障害福祉
企画課

スポーツに親しめる環境づくり

北九州チャンピオンズカップ国際車いすバスケットボール大会の開催

　北九州チャンピオンズカップ国際車いすバスケットボール大会を引き続き開催するとともに、障害者団体等が行っている障害者スポー
ツを通じた国際協力の取組について広く市民に周知し、障害の理解や国際交流を促進します。

　障害のある人のスポーツの拠点である北九州市障害者スポーツセンター・アレアスの適切な運営を図るとともに、障害のある人が地域
においてスポーツに親しむことができる環境整備を進めます。
　また、障害のある人のニーズに応じたスポーツに関する人材の養成及び活用の推進等の取組を行います。

障害者スポーツ大会等の開催

　障害者スポーツ大会の開催を通じて、障害者スポーツの普及を図るとともに、民間団体等が行うスポーツ等に関する取組を支援しま
す。

「ふうせんバレーボール」の普及

　障害の有無や程度、年齢、性別にかかわらず、誰もが一緒に競技することのできる北九州市発祥の「ふうせんバレーボール」のさらな
る普及・振興を図ります。

令和６年度
実施状況

65 



「北九州市障害者計画」の基本的な施策の実施状況

番号 所管課基　本　的　な　施　策

9-(2)-6

令和６年度
実施状況

〇パリ2024オリパラの開催に合わせて、北九州市にゆか
りのある選手の横断幕等の設置や、パブリックビューイ
ングを実施することで、障害の有無に関わらず誰もがス
ポーツに親しめる機会を創出しました。
○2021世界新体操選手権のレガシーとして、新体操フェ
スティバルを開催。新体操の動きを取り入れた健康体操
教室や、元日本代表選手を講師にしたレッスンなどを実
施しました。（来場者約550名）
○2021世界体操選手権のレガシーとして、ゲストティー
チャープロジェクトを開催。市スポーツ大使の内村航平
氏を講師に、小学校２校で鉄棒（逆上がり）の特別授業
を実施しました。（児童数約110名×5回）

現状の課題・
今後の見通し

○今後も東京2020オリンピック・パラリン
ピックや大規模国際スポーツ大会のレガ
シーを継承し、トップアスリートとの交流
やイベントを通じて、障害の有無に関わら
ず誰もがスポーツに親しめる機会を創出
し、スポーツの振興を図っていきます。

都市ブラ
ンド創造

局
スポーツ
振興課

9-(3)-1

令和６年度
実施状況

○地域全体で心のバリアをなくし、相互理解を深めてい
くため、障害のある人や外国人住民と地域住民が共生し
た地域づくりを目指す市民講座を開催しました。（９
館）
〇家庭教育講座では、障害者への理解を深める学習会や
講演会を行いました。
〇市民センター館長研修等では、障害のある人とない人
の共生社会の創出への学びを深める講義を行いました。
（開催回数：１回）

現状の課題・
今後の見通し

【課題】
地域において、障害のある人、外国人等を
問わず、誰もが学びながら交流する学習機
会を提供する工夫が必要です。
【今後の見直し】
引き続き、障害者をはじめ、多様性に応じ
た学習機会を提供するよう、市民センター
館長研修等において周知していきます。

総務市民
局

生涯学習
課

9-(3)-2

令和６年度
実施状況

○特別支援学級間の交流や、校内における通常の学級の
児童生徒との交流を通して、障害のある子どもたちが文
化芸術、スポーツに取り組む機会の確保に努めました。
特に、本市発祥ふうせんバレーボールについては、歴史
やルールを研修会で紹介するとともに、ふうせんバレー
ボール用の風船と鈴を関係小学校に配付して、スポーツ
に接する機会の確保に努めました。

○取組に対する理解を一層推進するため、学校や家庭等
への情報発信を充実しました。

現状の課題・
今後の見通し

〇合同作品展や特別支援学級合同スポーツ
大会など、障害のある子どもが、文化芸
術、スポーツに取り組む機会の確保と障害
のある子どもへの理解の促進を図っていき
ます。

〇市民に向けた理解・啓発を一層充実させ
るために、インターネットや広報誌等を活
用し、取組の意義や活動の様子を具体的に
発信していくように努めていきます。

教育委員
会特別支
援教育課

9-(3)-3

令和６年度
実施状況

〇市立図書館では、視覚障害者等の読書環境の整備の推
進に関する法律（令和元年（2019年）法律第４９号）を
踏まえ、アクセシブルな書籍等の充実並びに利用しやす
い施設・設備及びサービスの充実に取り組み、障害のあ
る人や子どもへの図書館サービスの向上に努めました。
・郵送貸出制度登録者数　　　１０７人
・録音図書等貸出登録者数　　　９５人
・大活字本所蔵数　　 　　７,６４１冊
・オーディオブック所蔵数 ２,００５冊
・特別支援学校の図書館見学受入　９回　１９２人
・特別支援学校の職場体験学習受入　１１回　３３人

現状の課題・
今後の見通し

〇支援が必要な方へ、サービスの情報が確
実に届くような広報を行うことが課題で
す。
〇引き続き施設のバリアフリー化や障害の
ある人への図書館サービスの向上を図ると
ともに、ホームページ等を活用したわかり
やすい広報に努めて参ります。

教育委員
会

中央図書
館運営企
画課、奉
仕課、子
ども図書

館

　東京２０２０オリンピック・パラリンピックや、本市で開催した大規模国際スポーツ大会のレガシーを継承し、トップアスリートとの
交流やイベントを通じたスポーツの振興を図ります。

東京２０２０オリンピック・パラリンピック等のレガシー継承

　地域と学校の連携・協働の下、地域全体で子どもたちの成長を支え、障害のある子どもたちに文化芸術、スポーツに取り組む機会を創
出することにより、子どもたちの生きがいや生活の質の向上につなげていくことができるようにします。
　また、それらの活動を市民に発表する機会を積極的に作り、障害のある子どもに対する理解の促進と他者との交流の機会の確保につな
げていきます。

市立図書館における読書環境の整備

　市立図書館では、視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律（令和元年（2019年）法律第４９号）を踏まえ、アクセシブルな
書籍等の充実並びに利用しやすい施設・設備及びサービスの充実に取り組み、障害のある人や子どもへの図書館サービスの向上に努めま
す。

（３） 多様な生涯学習の充実

　地域との繋がりづくりや社会への参加を促進するため、各ライフステージにおける学びを支援し、障害のある人の自己実現を目指す多様な生涯学
習活動の充実を図ります。

多様な学習活動を行う機会の提供と充実

　障害のある人の生きがいづくりや社会参加に向け、障害のある人が生涯にわたり教育や文化、スポーツ等の様々な機会に親しむことが
できるよう、多様な学習活動を行う機会を提供・充実します。

障害のある子どもの文化芸術、スポーツに接する機会の確保
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